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────────────────────────────────────────── 

平成24年 第４回（定例）日 出 町 議 会 会 議 録（第２日） 

平成24年12月10日（月曜日） 

────────────────────────────────────────── 

議事日程（第２号） 

平成24年12月10日 午前10時00分開議  

         開議の宣告 

         陳情の上程 

         議案質疑 

    日程第１ 承認第７号 平成２４年度日出町一般会計補正予算（専決第３号）について 

    日程第２ 議案第68号 平成２４年度日出町一般会計補正会計（第４号）について 

    日程第３ 議案第69号 平成２４年度日出町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

について 

    日程第４ 議案第70号 平成２４年度日出町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）

について 

    日程第５ 議案第71号 平成２４年度日出町介護保険特別会計補正予算（第２号）につ

いて 

    日程第６ 議案第72号 平成２４年度日出町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

について 

    日程第７ 議案第73号 日出町プロポーザル審査委員会条例の制定について 

    日程第８ 議案第74号 日出町税条例の一部改正について 

    日程第９ 議案第75号 証人等の実費弁償に関する条例の一部改正について 

    日程第10 議案第76号 日出町暴力団排除条例の一部改正について 

    日程第11 議案第77号 町道の廃止について 

    日程第12 議案第78号 町道の認定について 

    日程第13 諮問第２号 人権擁護委員の候補者の推薦について 

    日程第14 同意第５号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

         議案及び陳情の委員会付託 

    日程第15 一般質問 

         散会の宣告 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 



- 26 - 

         開議の宣告 

         陳情の上程 

         議案質疑 

    日程第１ 承認第７号 平成２４年度日出町一般会計補正予算（専決第３号）について 

    日程第２ 議案第68号 平成２４年度日出町一般会計補正会計（第４号）について 

    日程第３ 議案第69号 平成２４年度日出町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

について 

    日程第４ 議案第70号 平成２４年度日出町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）

について 

    日程第５ 議案第71号 平成２４年度日出町介護保険特別会計補正予算（第２号）につ

いて 

    日程第６ 議案第72号 平成２４年度日出町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

について 

    日程第７ 議案第73号 日出町プロポーザル審査委員会条例の制定について 

    日程第８ 議案第74号 日出町税条例の一部改正について 

    日程第９ 議案第75号 証人等の実費弁償に関する条例の一部改正について 

    日程第10 議案第76号 日出町暴力団排除条例の一部改正について 

    日程第11 議案第77号 町道の廃止について 

    日程第12 議案第78号 町道の認定について 

    日程第13 諮問第２号 人権擁護委員の候補者の推薦について 

    日程第14 同意第５号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

         議案及び陳情の委員会付託 

    日程第15 一般質問 

         散会の宣告 

────────────────────────────── 

出席議員（16名） 

１番  土田 亮治君        ２番  池田 淳子君 

３番  藤井 博幸君        ４番  工藤 健次君 

５番  安部 三郎君        ６番  田原 忠一君 

７番  森  昭人君        ８番  後藤  佑君 

９番  白水 昭義君        10番  佐藤 隆信君 

11番  熊谷 健作君        12番  佐藤 二郎君 



- 27 - 

13番  城 美津夫君        14番  佐藤 克幸君 

15番  笠置 久夫君        16番  佐野 故雄君 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

局長  工藤都四男君       次長  安田加津浩君 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 …………………… 工藤 義見君  副町長 ………………… 堀田 義人君 

教育長 ………………… 石尾 潤治君  会計管理者 …………… 酒井 保彦君 

総務課長 ……………… 木付 尚巳君  財政課長 ……………… 高倉 伸介君 

政策推進課長 ………… 越智  好君  契約検査室長 ………… 川野 敏治君 

税務課長 ……………… 脇  英訓君  住民課長 ……………… 利光 隆男君 

福祉対策課長 ………… 原田 秀正君  健康増進課長 ………… 河野 王見君 

生活環境課長 ………… 佐藤 寛爾君  商工観光課長 ………… 河野 晋一君 

農林水産課長 ………… 村井 栄一君  都市建設課長 ………… 川西 求一君 

上下水道課長 ………… 村岡 政廣君  農委事務局長 ………… 野上  悟君 

教育委員会教育総務課長 … 宇都宮敏樹君  教育委員会学校教育課長 … 清家 健志君 

生涯学習課長 ………… 宮本 洋二君  監査事務局長 ………… 小野裕一郎君 

総務課参事 …………… 大塚 一路君  財政課長補佐 ………… 帯刀 志朗君 

────────────────────────────── 

午前９時57分開議 

○議長（佐野 故雄君）  皆さん、おはようございます。引き続き御苦労に存じます。 

────────────・────・──────────── 

開議の宣告   

○議長（佐野 故雄君）  ただいまの出席議員は１６名です。定足数に達していますので、これよ

り本日の会議を開きます。 

 会議の議事は、お手元に配付しております議事日程により行います。 

────────────・────・──────────── 
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陳情の上程   

○議長（佐野 故雄君）  本日までに受理した陳情１件は、お手元に配付いたしましたとおりでご

ざいます。 

 なお、陳情につきましては、写しにより説明を省略したいと思います。これに御異議ありませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐野 故雄君）  異議なしと認めます。したがって、陳情については説明を省略すること

に決定しました。 

────────────・────・──────────── 

議案質疑   

日程第１．承認第７号 

日程第２．議案第６８号 

日程第３．議案第６９号 

日程第４．議案第７０号 

日程第５．議案第７１号 

日程第６．議案第７２号 

日程第７．議案第７３号 

日程第８．議案第７４号 

日程第９．議案第７５号 

日程第１０．議案第７６号 

日程第１１．議案第７７号 

日程第１２．議案第７８号 

日程第１３．諮問第２号 

日程第１４．同意第５号 

議案及び陳情の委員会付託   

○議長（佐野 故雄君）  日程第１、承認第７号平成２４年度日出町一般会計補正予算（専決第

３号）についてから日程第１４、同意第５号固定資産評価審査委員会委員の選任についてまでの

承認１件、議案１１件、諮問１件、同意１件を一括上程し、議題とします。 

 議案質疑を行います。日程第１、承認第７号平成２４年度日出町一般会計補正予算（専決第

３号）についてから日程第１４、同意第５号固定資産評価審査委員会委員の選任についてまでの

承認１件、議案１１件、諮問１件、同意１件について質疑を許します。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（佐野 故雄君）  なければ、これで質疑を終わります。 

 ただいままでに議案となっております承認第７号についてから同意第５号についてまでの承認

１件、議案１１件、諮問１件、同意１件、陳情１件を、お手元に配付しております付託表のとお

り、それぞれの所管の常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐野 故雄君）  異議なしと認めます。したがって、承認１件、議案１１件、諮問１件、

同意１件、陳情１件をそれぞれの所管の常任委員会に付託することに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１５．一般質問 

○議長（佐野 故雄君）  日程第１５、一般質問を行います。 

 質問者にお願いします。通告以外の質問はしないようにお願いします。 

 なお、答弁者には、簡潔に答弁をお願いします。 

 順次質問を許します。７番、森昭人君。 

○議員（７番 森  昭人君）  ７番、森でございます。通告に従いまして一般質問を行います。 

 今回の質問は、大きな項目で３つ、予算編成と定住促進支援、そして教育予算についてであり

ます。 

 まず１つ目、１２月に入りまして、町長のほうから２５年度に向けての予算編成の方針が示さ

れたと思っておりますが、その概要をお聞かせいただきたいと思います。 

 再質問、あとの質問は質問席から行います。 

○議長（佐野 故雄君）  財政課長、高倉伸介君。 

○財政課長（高倉 伸介君）  森昭人議員さんの来年度の予算編成方針ということについてお答え

いたします。 

 平成２５年度当初予算編成方針の基本的な考え方では、長引く不況や円高などの影響により地

域経済活動の低迷が懸念される中、日出町がさらに発展していくためには、既存の概念から脱却

した新しい角度から斬新なアイデアを持って事業を展開していく必要がございます。そのため、

平成２５年度も、今年度同様に枠配分方式をやめまして、１件査定方式を採用いたしました。 

 また、地域力を高め、本町の優位な条件を生かすことにより、「協働で取り組む元気・発展の

日出町」を推進していくことを基本的な考え方とし、それを踏まえ、基本方針を４項目掲げ提示

いたしました。 

 １項目めは、第４次日出町総合計画後期基本計画の着実な推進でございます。人と自然が調和

した触れ合いと活力のある町の実現に向けた事業の確実な実施でございます。 

 ２番目は、持続可能な財政構造の確立を目指しました財政健全化の推進でございます。 
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 ３番目は、国、県の情勢を的確に把握いたしまして、制度変更に適切に対応することを求めま

した。 

 ４番目は、通年予算の編成でございます。予算は、２５年度も通年予算といたしまして、補正

予算は災害復旧等の緊急やむ得ないもののみといたしまして、そのため、年間の財政需要を見誤

らないように計上することにしていただくようにいたしました。 

 以上が、平成２５年度当初予算の編成方針でございます。 

○議長（佐野 故雄君）  ７番、森昭人君。 

○議員（７番 森  昭人君）  今お話しされましたように、昨年度から枠配分を撤廃いたしまし

て、シーリングに戻ったと、財政のほうの一括査定ということになったと思うんですが、枠配分

について、私も議会のほうで提案をしたことがあると思いますけれども、これは事業の廃止や新

規立案を促すシステムということで、職員の方の、職員、各部局の職員の自主性、自立性を確保

するという意味もありますし、財政が大変厳しい中だったと思います。その中で枠を決めて、危

機意識を持って、各現場で予算を立ち上げていくということが目的だったと思いますけれども、

行財政改革、今も行っていますけれども、町長就任当初、７０億から８０億の間の予算ですかね。

現在は、防災の関係、耐震もそうですけれども、そういったことで投資的経費が増大して、近年、

９０億、８９億とか、９０億を超える予算ということになっています。 

 ただ、先ほど申し上げました枠配分を撤廃するということがいいのかどうかという問題もある

んですね。昨年から枠配分が撤廃されたということ、これはなぜまた戻ってシーリングになった

のかということ、それから来年度の予算に関してはゼロシーリングなのか、マイナスなのかプラ

スなのか、その辺をちょっとお聞かせください。まず、枠配分の撤廃した理由をお聞かせくださ

い。 

○議長（佐野 故雄君）  町長、工藤義見君。 

○町長（工藤 義見君）  森議員の御質問にお答えしたいと思いますが、当初は７０億半ばぐらい

というふうに思っておりますが、今回の補正予算を入れますと、２４年度は９８億ほどになって、

約２０億ほどふえてきております。これは、行財政改革やいろんな諸制度の変更によってこうい

うふうになっておりますが、一番やっぱり大きいのは、やっぱり小中学校の耐震強化等の事業を

積極的に進めているということによります。 

 ただ、森議員が今言われました、なぜ枠を撤廃したかと、この件については、私は、もう私も

町長になって８年を経過いたしました。今までどおりやっていけばいいのかという、やや停滞的

な、あるいはもう少し積極的──消極的といいますか、積極的な態度が欲しいというふうに私は

考えております。 

 したがって、今まで枠配分になりますと、大体一定の伸び率がこうだから、今までのものにこ
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れだけ加えておけばとか、あるいはこれだけ減しておけばと、こういう足し算、引き算の問題に

なってまいります。そういうことであれば、私は町勢の発展ということは余り望めないと、そう

いうふうに思っておりますので、今回思い切って枠を外すようにと、しっかり予算要求を、新た

な日出町の展望、将来を考えて予算要求をするようにということをもう財政課とともに申し上げ

ております。 

 そのかわり、一番困難なのは、財政査定をするほうであります。取捨選択をしながら、この事

業は従来踏襲型であるとか、これは新たな展望であるとか、そういうことをしっかり議論をした

末で、事業の取捨選択を迫られるわけであります。無限に予算規模を拡大していいということに

は全然ならないわけであります。それだけに、その予算を要求するほうも、あるいは予算要求を

受けて、これを査定するほうも、しっかり議論をして、町勢の発展とか今後の展望というのはど

ういうものなのか、明確に議論しながら模索して、その中で結論を得て、ここは最後は財政の査

定、あるいは町長の査定等になってまいりますが、こういうことの重要性が非常に強調されると

いうことであります。 

 やっぱり従来のマンネリを避けて今日まで来ましたが、さらに今後とも、従来の方向ではなく

て、新たな政策展望を持って町政を進めるべきであると、こういう考え方で、今枠廃止したとい

うことであります。 

 以上でございます。 

○議長（佐野 故雄君）  ７番、森昭人君。 

○議員（７番 森  昭人君）  まさにそのとおりだと思います。ただ、それが各部局、末端の職

員の皆さんに浸透していかなければならないと思うんですよね。 

 私ども議会でいろんなところに研修に行きますけれども、やはりその行くところは、やっぱり

特殊な事業を独自で行っているんですよね。その特殊な事業というのは、職員が立案して立ち上

げて、育てていって、毎年毎年プラス、プラスしていきながら事業を行っているんですよね。日

出町の場合は、残念ながら、よそからその事業に関して研修にどんどん来るということがなかな

かないんじゃないかなと。 

 ２番目の質問で、これは財政課長にちょっと無理を言ったんですけど、答弁でどういうふうな

答弁が来るかわかりませんが、その新規事業を立ち上げるシステムも、また新しくつくっていか

なければならないと、やはり今町長がおっしゃったように、発展、日出町がこれ以上発展してい

くためには、もう職員が元気じゃないと、目をきらきらさせて事業を行っていくということが大

変大事なことだというふうに思っています。 

 そこで、今申し上げました来年度に向けての新規事業、これいろいろな支障があるというふう

に伺いまして、課長にもちょっと無理を言ったんですけれども、できる範囲で結構ですのでお答
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えいただきたいと思います。来年度に向けての新規事業、これは査定通る通らない、予算化する

しないは別にして、各課が意欲を持って、どういう事業を思っているかということをちょっとお

聞かせいただきたいと思います。 

○議長（佐野 故雄君）  財政課長、高倉伸介君。 

○財政課長（高倉 伸介君）  来年度査定を予定している新規事業ということでございますが、今

現在、各課で来年度の予算を編成中でございまして、日出町の新たな発展を図るために、予算編

成方針にのっとりまして、雇用と暮らしの安定確保につきましては、企業誘致や新たな雇用の創

出、農林水産業の振興と後継者育成などを目指した事業を図ったり、子育て、教育の推進を図る

ために、子育て支援と福祉政策の充実や特色ある学校づくり、また地域の文化活動の推進をする

ような事業を組んだり、地域の活性化と資源の有効活用といたしまして、中心市街地の再生や日

出城址周辺の景観保全、観光情報の発信、地域生活交通の利用促進などを中心とした事業、安

心・安全、環境エネルギー対策といたしましては、保健、福祉、医療の向上や教育施設の耐震化、

施設の整備事業、再生可能エネルギーの活用、危機管理体制の強化対策を図るような施策を中心

に、新規事業や継続事業の見直しを進めています。 

 具体的な事業内容につきましては、まだ査定する前でございますので、内部検討の最中でござ

います。１月下旬ごろには公表できるんじゃなかろうかと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野 故雄君）  ７番、森昭人君。 

○議員（７番 森  昭人君）  今おっしゃった中でも、５つか６つ項目として上げられています

んで、ぜひ来年度予算、そういった形で予算書に「新」と、「（新）」というような文字が６つ

から１０個ぐらい上がってくるといいなと思っております。 

 ただ、先ほども申し上げましたが、各課ですね。我々議員もこういろいろ提案するんですけれ

ども、議員が提案するまでもない、もう職員からどんどん新規事業が上がってくるような体制が

できると本当にいいんじゃないかというふうに思っています。 

 きょうも、私、幾つか提案をしようと思っています。予算が伴うものでありますんで、また

後々、同僚議員、先輩議員がお話をしますけれども、ぜひその件についても各課で検討していた

だいて、予算がつくことを願っております。よろしくお願いします。 

 それでは、これからメーンの質問に移っていきたいと思います。大きい項目の２番目。 

 ３月に、人口の増加率が低下しているというお話、人口自体はふえているんですけれども、増

加率が極端に減っているというお話をさせてもらいました。そこで、それを受けてということじ

ゃないんでしょうけれども、今年度もそれに関連する事業を予算をつけて行っていると思います。 

 そこで、定住促進ということでお話を伺いたいと思いますが、具体的なその施策を行っている
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と思います。今年度、人口増加を目的とした予算を伴う事業、進捗状況、そしてその効果という

ことについてお話を伺いたいと思います。 

○議長（佐野 故雄君）  政策推進課長、越智好君。 

○政策推進課長（越智  好君）  ただいま森議員からの御質問についてお答えをしたいと思いま

す。総合的な観点からということで、政策推進課のほうから代表して御答弁させていただきたい

と思います。 

 人口増加対策の施策事業につきましては、総合的な観点から行わなければなりません。それゆ

え、総合計画にその基本的な施策が述べられております。 

 活力を支えるという項目では、市街地整備を行っております。これにつきましても予算化を

２４年度、２５年度も引き続きしておりまして、例えば、ＪＲの暘谷駅整備事業でありますが、

２４年度につきましては７,４００万ほど予算計上しております。引き続き、また２５年度もこ

れに向けて行っていきたいと、それから歴史的風情のある町並み環境整備事業、これにつきまし

ては５,８００万ほど予算計上しております。 

 事業の進捗、効果でございますが、高校跡地にケーズデンキ、御存じのようにケーズデンキや

亀の井ホテルがオープンしておりまして、その周辺ではだんだんと商業サービス機能が備わって

おりまして、亀の井ホテルの稼働率でありますが、７割近くにもなっております。そして、町外

からの来訪者、ビジネスマンなど、それから買い物客もふえておりまして、その周辺ではにぎわ

いが増してきております。 

 また、ＪＲの暘谷駅整備につきましては、基本設計に基づきまして、再三ＪＲとの協議を進め

ております。 

 日出城址周辺につきましても、二の丸館、それから裏門やぐらが完成し、鬼門やぐらも完成間

近となっております。歴史的風情のある町並みの環境整備が整っておりまして、観光客もかなり

ふえ、にぎわいも見せております。集客につきましては、的山荘については３０％増と、それか

ら二の丸館につきましては３万人以上の人々が訪れておりまして、売り上げも１６％増と、そう

いうふうになっております。 

 そのほか、道路整備事業も人口増加対策として重要なものでありまして、着々と家は建って、

人口増加対策として有効な手段であろうかと思っております。 

 それと、自然と調和したまちづくりにつきましては、良好な生活環境の保全ということで、上

水道の整備や公共下水道の推進も、今、浄化センターの増設も行っておりますし、これも人口増

加対策として有効な手段と、そういうふうに考えております。 

 さらに、人口増加対策で有効な施策というのは、何よりも人を育てるということにありますよ

うに、子育て支援の充実であろうかと思います。少子化を防ぎ、年少人口を増加させるというこ
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とが最も有効な施策であると、そういうふうに思っております。平成２４年度の当初予算では、

少子化支援対策だけで１３億円以上も予算計上しておりまして、これは歳出の１４％に該当をい

たします。その子育て支援も効果がありまして、御存じのように、平成２２年の国勢調査の年少

人口、いわゆる１５歳未満の人口の割合、年少人口率でありますが、大分市を押さえて県下トッ

プの１４.８％というようになっております。 

 そのほかでも、人を守るということで、防災行政無線の通信システムの整備などの防災体制の

確立も、安心・安全のまちづくりとして、住んでみたい、住んでよかったと思える有効な施策で

あると、そういうふうに考えております。 

 あと、人が輝くにありますように、地域福祉や高齢者福祉、障がい者福祉、国保、介護などの

保健・医療体制の充実もそうであります。 

 このように、人口増加対策としましては、総合計画に基づきまして、総合的な観点から予算計

上をしておりまして、その効果もあり、人口減少時代にありましても、日出町が県下でも有数の

人口の町として、確かに人口は鈍化はしておりますけれども、県下でもその人口増加の町として

発展していると考えております。 

 大分前になりますが、大銀の経済研究所のデータを見てみますと、８年後の２０２０年には

２万８,８１３人になると推計をしております。２.１％の増ということで、他町村が、大分市を

除く他町村が１％から１７％の減少率となっているのに比べまして、平均で４％の減少でありま

すけれども、そういうことからしますと、実質的には６％近く増というような形であると思って

おります。 

 確かに、森議員のおっしゃるように、この増加については何らかの有効な施策等も考えていか

なきゃいけないと、そういうふうには思っております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野 故雄君）  ７番、森昭人君。 

○議員（７番 森  昭人君）  交流人口の件はちょっとおいといて、社会減が増加してるんです

けれども、自然減がふえていると、これはまさにもう少子高齢化の影響が日出町にも来ていて、

平成──昭和、いろいろ私も資料をつくっているんですけれども、平成１７年までは大体増加率

が５％を超えていたんですよね。１７年から、これは国勢調査の数字を抜き取ったものですけれ

ども、１７年からの５年間で増加率は２.１％、もう半分以下になっているんですね。 

 日出町が、大分県の中でも大分市に次いで人口増加の町ということは、これはもう本当に誇れ

ることだと思っていますし、日出町の活力の源は、やはり人口が増加している町だということで、

企業誘致もするし、企業も来るし、水のおいしい町、住みよい町ということでふえているんです

けれども、自然減のほうがどんどん今追いついている状況の中ですね。これはやはり何か今から、
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人口がふえている今だからこそ、何らかの施策を講じていかなければ、人口減少時代にもう突入

していく、こうなったら、やっぱり日出町のその活力が失われていくというふうに思っています。 

 課長の認識もそうだと思いますが、ぜひ危機感を持っていただきたい。今、人口が若干でもふ

えている状況だからこそ、新しい施策を、これも先ほどの質問と重なります。皆さんで新規事業

を考えて、日出町を人口３万人の町にするんだという本当に強い意識を持って、施策を講じてい

っていただきたいと思っております。 

 そこで、２番目の質問ですが、これも他市町、県外の他市町でいろいろな施策、もちろん日出

町より人口が多いところがこういった施策をもう講じているということで、私は、新しい事業で

も、最初はまねでもいいと思うんですよね。まねたことについて、日出町独自の事業を重ねてい

くということがやはり大切だというふうに思います。 

 そこで、定住促進支援について、町外からの転入者、それから新婚世帯ですね。住宅を建設す

る、あるいは取得を助成していく、また民間の開発について、民間業者に何らかの助成を行って

開発を促すというようなことで、日出町からその定住促進のための直接的な支援をしたらどうか

という提案をさせていただきたいと思います。 

 これは幾つか私調べたんですが、富山の高岡市であるとか、島根県の出雲市、石川県の小松市、

こういったところが今定住促進支援制度というのをつくって、予算を割いて支援を行って、人口

増加を図っている。そこも人口は若干ふえているんですよね。ふえているけれども、他市町村と

の競合で、ほかからもどんどん転入を促そうということでですね。成果はどのくらい上がってい

るかというのはわからないんですけれども、こういう施策を講じているということであります。 

 日出町も、ぜひこういった施策をしていただきたいと考えていますが、答弁をお願いします。 

○議長（佐野 故雄君）  政策推進課長、越智好君。 

○政策推進課長（越智  好君）  森議員のおっしゃるとおり、私も人口が鈍化しているというこ

とについては非常に危機感を持っております。このことについて、どういうことが有効かという

ことは常日ごろ考えておりまして、非常に森議員の将来を展望する貴重な人口増加についての御

質問について、感謝申し上げます。 

 私ども、本当にこのことにつきましても、私もネットでいろんな事例を調べてまいりました。

例えば、先ほど島根も言われましたけれども、私も島根のほうも調べておりました。例えば、定

住促進の住宅建設だとか、賃貸アパート居住の補助だとか、定住促進に係る助成金だとか、新婚

世帯の奨励金だとか、いろんなそのものがございます。 

 しかし、このことについても、子育てにしてもそうなんですけれども、医療費も、合戦という

んですか、市町村合戦で、結局、予算計上しても、なかなかこれが本来の定住、本当にここにず

っと住んでこられるための、ここに定住される方の自立した生活の方々の呼び水と、そういうふ
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うな本来の趣旨であればいいかと思います。それで、有効な手段については、私どもも今後いろ

んなことで考えさせていただきたいと、それは思っております。 

 しかし、このような将来的な、先ほども御説明したんですが、定住促進支援よりも、総合的な

観点から定住促進の施策のほうも効果を有するものかなと、最もやはり効果があるのは、子育て

支援、教育を充実させること、それから市街地のインフラ整備や道路整備、こういうことがやは

り一番効果がある。総合的な観点からでございますが、やはり特に定住して子供をたくさん産め

るような子育て環境の整備だとか、子育て支援対策、これがもう有効じゃないかなと思っており

ます。 

 町を魅力的な町にすることにより、住みやすい町、住んでよかった町を実現するものと考えて

おります。そうすることによって、日出町のよさに、魅力に引かれてきた人々が日出町に移住し

てくれることこそ大切なことだろうと、そのために町の魅力づくりを総合的に行ってまいりまし

て、町報の「ひじ」やホームページ、フェイスブックなどの行政情報媒体だけではなくて、マス

メディアや日出町の情報誌の発行など、あらゆる媒体を駆使しまして日出町の魅力を発信し続け

るということが必要だと思っております。今、余りにもその情報発信というのが少ないように思

います。アピールをしていく必要性というのを非常に感じます。 

 そういうことを特に今後やっていくのに、今度の緊急雇用につきましても、情報誌を発刊して、

関東、関西、いろんなところに、それから旅行業者、それからエージェント、そういうところに

売り込んでいきたいと、そういうふうに思っております。特に、東北の人、方々を呼び込むのも

今がチャンスだと、そういうふうには思っております。 

 今までは、総合的な、私が御説明しました総合的な定住対策や人口増加対策を行ってまいりま

したけれども、今後は、森議員のおっしゃるように、そういう具体的な効果的なものがあれば、

いろんなことを今調べております。具体的な施策を検討してまいりたいと、そういうふうに思っ

ております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野 故雄君）  ７番、森昭人君。 

○議員（７番 森  昭人君）  先ほども言いましたが、この５年間、増加率が半減してるんです

よね。今までと同じこと、抽象的なことをおっしゃいますけれども、それではだめなんですよ。

もう直接的な支援をこれからは何か考えていかないと、今まで、以前もお話ししましたが、日出

町が人口増加してきたのは、辻間団地、４８年の辻間団地の造成、５４年の日出団地、それから

１５年完成の佐尾、仁王の区画整理ということで、それぞれ節目節目で大きな事業をやっている

んですよね。そこに人が集まって、人口がどんどんふえてきたと、１７年で一応それがもう終わ

って、道路をつくってインフラ整備して、少しずつこう張りついて、人が張りついていきますけ
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れども、それも大変重要なことなんですが、直接的な支援をする、あるいは大きな事業をやらな

いと、少子高齢化に追いついていかないんですよね。人口はふえているけれども、高齢化の波が

押し寄せて、自然増、自然減のほうが社会増を上回って、逆転してということになっていくと思

います。 

 ですから、課長がおっしゃるようなことも大変重要ですけれども、直接的な支援をですね。こ

れは、以前お話しした、公社を使ってはどうかというお話を町長にさせてもらいましたけれども、

公社はという話がありました。でしたら、民間の業者を使って、支援をして、入りやすくすると

いうようなことを考えて、もう何か考えないと、本当に人口減の町になると思います。今考えて

おかないとですね。ふえてる今だからこそ施策をね。 

 今、いろいろこう考えるとおっしゃっていましたけれども、ぜひ危機感を持って、政策推進課

のほうでですね。これはもうほかの課も同じです。子育て支援になれば、教育関係もそうですか

ら、どんどん新しい事業を──これも予算がつかなくてもできることなんて幾らでもあるんです

よね。予算が１０万、２０万でも１００万でも、全くなくてもできることはたくさんありますか

ら、ぜひ課長以下職員の方々に、その認識を持って、これから来年度の予算に向けて協議をして

いっていただきたいというふうに思います。 

 そこで、この件については、政策推進課のほうで取りまとめて審議をしていると思うんですけ

れども、私は、もうこの時期、もう専門に扱う部署を、係をつくって、それ専門に協議をしてい

くことが必要ではないかというふうに思っています。何もかんも一緒にして、片手間でというこ

とでは、もうこれからいけないと思いますんで、一応提案として、係あるいは課、もう専門に扱

うところをつくってはどうかと、来年度ですね。もうここら辺は期間限定で、５年なら５年、

３年なら３年、職員１人張りついて、この問題を研究、対処していくということが必要だという

ふうに考えていますが、どうでしょうか。 

○議長（佐野 故雄君）  政策推進課長、越智好君。 

○政策推進課長（越智  好君）  非常にまた貴重な御意見を賜りましてありがとうございます。 

 おっしゃるとおり、そういう課が必要というか、だとは思うんですが、今の段階で新しい課と

か係をつくることにつきましては、現在の職員定員では非常に厳しいものがございまして、また

先ほどから御説明していますように、総合的な問題というものにも捉えておりまして、具体的な

施策は今検討してまいりたいとは思いますけれども、人口の増加対策にどういう施策が最も効果

的なものかというものは、やはり今関係各課横断的に物事を考える、そういう横断的に知恵を出

して検討する、そういうワーキングチームのものをこしらえて、これは対処していきたいと、そ

ういうふうに考えております。 

 以上でございます。 
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○議長（佐野 故雄君）  ７番、森昭人君。 

○議員（７番 森  昭人君）  それでは、２つ目の定住促進について、町長の見解をちょっと今

のも含めてお聞きしたいと思います。 

○議長（佐野 故雄君）  町長、工藤義見君。 

○町長（工藤 義見君）  私も、森議員が言われるような心配をしながら町政をとり行っていると

いうことがあります。 

 ３年ほど前から人口自然減であります。出生率が低下しておりますし、一方で、高齢化率が

年々して、もう既に２４.７、８ですから、４人に１人は６５歳以上の方であります。もう

１０年すると、恐らく大分、あるいは日出町が最も高齢化率の高い町になり得ると、こういう想

定であります。 

 したがって、今は社会増でややカバーしておりますが、社会増が減になったときは、もう絶対

的に減であります。したがって、社会増をふやす方法と、あるいは自然増を行う方法、両方を考

えないといけないと、そういうことであります。したがって、今後とも、婚活の問題というのは、

今おる方々がぜひ相手、伴侶を求めて、日出町で住んでほしいということでありますが、新たに

日出町に来てもらうことが必要であります。それで、人口３万というのは、もう全てを含んで人

口３万人ということを申し上げておると、そういうことで御理解をいただきたい。 

 そのために、一方で、私は、今住んでいる人たちが、やっぱり日出町が、ここでないといけな

いというためには、やっぱり地域環境が非常に住みやすい地域環境でないといけないと、そうい

うふうに思いますし、また一方で、教育等が、日出町に行ったら教育の盛んなところで非常にす

ばらしいところだから、あっこで子供たちを育てようと、そういう環境をつくらないといけない

と思います。 

 と同時に、私どもは、日出町はそれでさえ、今もうすばらしい地理的環境条件を備えておるわ

けです。歴史、文化、あるいは総合交通、あるいは温暖であるし、非常に災害も少ないと、いろ

んな状況を備えておるだけで、日出町に何か行ったら、日出町にぜひ行きたいなといって打診さ

れる方はたくさんおります。ぜひそういう人たちを絶対に引きとめるような方法も必要でありま

す。 

 したがって、そういうのは定住促進の課を設けたらと、こういうことでありますが、私は、こ

れをトップで町長が率先して、全課を動員して、やはりこの方向に向かっていかなきゃいけない

と、そのために、私は、私が存在するんだと、こういうふうに思っておりますので、そういう意

味から今私どもはどういうことをやっているかといいますと、各課長に、自分の課は何をする課

なのか明確に自覚してもらいたいと、こういうふうに思います。環境問題であると、環境の何を

どうしようと思っているのか、今の課題は何なのか、どうすればその課題が解消できるのか、そ
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れは医療や保健や、あるいは環境も全てであります。 

 ですから、そういう目的意識、課題と目的意識をしっかり持って、今何をすべきか、どうも今

はっきり目的を知らずに周辺をうろうろしているという感じが私はあると、そして非常に重要な

中枢部門で空っぽになっているんじゃないかと、確かにいろんなことはやってるけれども、方針

や考え方を明確に打ち出す部門がないと、それは町長でもありますけれども、各課長でなきゃな

らんと、こういうふうに各課長に話しております。 

 したがって、後でちょっと出てくるようでありますが、やっぱり職員研修問題と職員の資質向

上は避けて通れない行革の中の最後のとりでだと、そういうふうに思って、今相当研修等につい

て力を入れております。私は、総合的に町政はやはり進めると、その先頭に立ってやはり町長が

存在しなきゃならんと、そういう意味から、今言われる定住促進の支援策というのも私は非常に

大事だと思っている。 

 大分の友人等いろいろ聞いてみますと、あちこち周辺部は、今言うように豊岡団地的な存在で、

非常に高齢化が進んだり、子供さんがよそに出ていったりして空き家が多くなったりという状態

は、県下各地に、特に新しいまちづくりした大分とか別府でもそうであります。団地が年とって

おるわけでありますから、そこが空き家になっています。その空き家のために、またいろんな補

充するために補助金を出したり、いろんな対策をしています。これは過疎地域だけの問題ではあ

りません。 

 そういうことでありますから、私どもは、やっぱり町を挙げて、人口３万人を目指すという抽

象的ではありますが、全ての私は日出町の行政部門がその任を担っていると、そういう自覚のも

とに私は今後仕事をしていかなけりゃいけないと、これはとりもなおさず、目的をしっかり持っ

て、課題解決に向かった町政を進めると、これに私は尽きる。その中に創意と工夫した町政をや

っていくと、限られた予算でありますから有効に活用していくと、こういうことが私は前提でな

ければならないと、そういうふうに思って、皆、職員の皆さん方、幹部の皆さん方と常日ごろそ

の辺の議論をしながら進めております。もっともっと進めていかなきゃならんと思います。ちょ

っと抽象的過ぎだとは思いますが、基本的にはそういう方向で今後とも努力させていただきたい。 

 今回の予算の中でも、今言われる問題は皆重要な問題でありますので、課題としてしっかり捉

えて、どういう予算を組むかということは今後検討させていただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（佐野 故雄君）  ７番、森昭人君。 

○議員（７番 森  昭人君）  町長の力強い言葉をいただきました。ぜひ頑張っていただきたい

と思います。 

 今お話が出ました婚活事業にしても、空き家バンクにしても、なかなか効果は上がらないと思
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うんですよ。ただ、やっぱり続けていってください。賛否ありますが、続けていきながら肉づけ

をしていって、効果が出るようにしていくというのも大切なことだと思います。これは効果が出

ないからやめるという話ではないです。続けてやっていかなきゃならないことだと思っておりま

す。 

 それから、質問の何かその定住支援策、開発業者の支援であるとか、直接新婚家庭に支援する

とかいうことも、ぜひ、なかなか予算の関係で難しいとは思うんですけれども、検討をちょっと

してみてください。それにかわるまた施策があれば、それをしていただく。 

 どんどん、今職員の資質の向上というのがありましたけれども、もうそこに尽きるんですよね。

新規事業のお話をしても、実はもうそこなんですよ。若い職員の方がどんどん新しい発想で仕事

をしてもらいたいという気持ちから、こういう質問をしています。ぜひ、町長以下課長さん方、

そういう仕事ができる体制を整えられるような形をつくっていただきたいというふうに思います。 

 それでは、もう時間も余りありませんので、最後の質問です。 

 私は、社厚委員会に所属していますけれども、１１月に研修に行きました。それで、岐阜県の

瑞穂市、ここには芝生化事業、学校、それから幼稚園の校庭、公園の芝生化事業について勉強さ

せてもらいましたが、その中で、そちらの教育長さんともちょっとお話を余った時間にしたんで

すけれども、各学校、幼稚園に９０万円の予算をとってあると、これは充実備品とか、そういう

関係と全く別で、別枠で、これこそ枠なんですけれども、上限を９０万にして、例えば幼稚園で、

私が行ったところはオーストラリア人の大きい講師、その９０万の枠の中で雇い入れて、幼稚園

の中で英語の授業をしてるんですよね。これは９０万円の中で話をして、教育委員会と保護者と

ＰＴＡですね。ＰＴＡ、保護者、それから教員で話をして、そういうふうにしてあると、びっく

りしましたよ。教室の中に、本当にこんな大きい、もう見るからにオーストラリア人です。そう

いったことをそれぞれの幼稚園、小学校もまた別の事業をして、９０万の枠の中で全額認められ

るということじゃないんですけれども、その学校の特色を出すような、学力向上、あるいは健全

育成のために予算をもらって、協議をして、予算がついているということでありました。 

 だから、日出町も、私もいろいろ提案をいたしまして、保護者負担の軽減であるとか、学校の

設備についても要望を出して、それぞれ１００％ではありませんが、実行していただいて大変感

謝していますけれども、こういったこともこれから、先ほどお話がありました定住促進に関して

も、子育てについて支援をしていくということをおっしゃっていましたけれども、こういう予算

のとり方もいいんじゃないかなというふうに思っております。 

 見解を伺いたいと思います。 

○議長（佐野 故雄君）  学校教育課長、清家健志君。 

○教育委員会学校教育課長（清家 健志君）  森昭人議員の御質問にお答えします。 
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 各学校におきましては、学校教育目標を掲げ、その具現化を図りながら、学力向上や体力向上、

また豊かな人間性の育成など、特色ある学校づくりに取り組んでいます。 

 これまで、学校での教育活動に関する予算としては、国や県の指定研究における補助金がほと

んどで、議員御指摘のような自由な発想で使える教育特別予算はありませんでした。確かに、学

校ごとに特色ある学校づくりを行うためには、学校が主体的に自由に使える予算があれば大変有

効であると考えます。 

 今後は、各学校はどのような特色ある学校づくりを目指すのか、そのためにはどのような取り

組みを行うのか、またどれくらいの予算が必要なのか等、各学校長から聞き取り、財政当局と協

議しながら積極的に検討してまいりたいと考えています。 

 以上です。 

○議長（佐野 故雄君）  ７番、森昭人君。 

○議員（７番 森  昭人君）  これはもう予算のことですから、財政当局、それから町長の考え

だと思います。 

 ただ、今まで学校にその配分されていたお金が減っては何もならないんですよね。それとはま

た別に５０万なら５０万の枠をつけて、それを使わないでもいいんですよね。特色ある。それで

学校現場が活性化して、保護者と密な協議をしていきながら、何らかのこの事業をしていくとい

うことが大切だと思います。 

 ぜひ検討していただきたいと、なかなか難しいでしょうけれども、今課長が答弁されたように、

それぞれの学校が特色ある教育をしていくということが大前提でありますので、ぜひ検討してい

ただきたい。また、それにかわる何かがあれば、予算をつけていただいて、議会でもしっかりと

審議をしていきたいと思っておりますので、ぜひ検討はしていただきたいと思います。 

 それでは、最後の質問になります。小学校の司書補についてであります。 

 私は、各学校をちょっと調査させてもらいました。町から８５万５千円、１人当たり８５万

５千円の補助が出てるということであります。それ以外は、臨時、恐らく臨時職員の扱いになる

のかなという気がしていますが、足らない部分は、ＰＴＡの予算、それからそれぞれ集めて、も

うこれは一律保護者から集めていると思います。図書費、保護者に負担をしてもらっているＰＴ

Ａ会費と、それから図書費というのがあるんですよね。図書費も学校によって違うんですが、

１５０円とかですね。１世帯──ごめんなさい。１人当たりですね。兄弟がおっても１人当たり、

２人兄弟が学校に行っていれば、１５０円なら３００円もらうと、月にですね。その中から、Ｐ

ＴＡの予算と図書費の中から補填をしている、足らない分、現行ですね。 

 以前、司書補を置かないというような話も、引き揚げるというような話もあったらしいんです

けれども、これは保護者からの要望もあって、また教育委員会も話をして、現在のような形にな
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っていると思います。 

 ただ、先ほど申し上げました研修先であるところでお話を聞きますと、やはりその司書補もち

ゃんと全額もう町から出しているんだよという話を聞きましたし、大分市あたりでは、かけ持ち

ですけれども、全額というような、２つの学校をかけ持ちとかいうこともあるんですが、全額公

費で負担をしていると。 

 これは、公務災害があったときにどこが補償するんだとかいう問題も、そういった問題もあり

ますし、ここはもういっそ、それによって全額出すことよって保護者の負担も少なくなりますし、

町の全額負担というようなことも考えてもいいんではないかなという気がいたしております。 

 大きい学校はいいんですよね。ＰＴＡのその予算が、例えば２００万弱ですよね。大きい学校、

豊岡であるとか、日出小学校であるとか、１８０万とか２００万とかの予算があるんです。その

中から司書補の報酬を出して流用しているんですけれども、小さい学校、藤原小学校あたりは予

算が少ないんですよね。もう４割、ＰＴＡのその活動費の中のＰＴＡ会費の予算の中の半分はも

う司書補に行っているというような状況ですね。だから、ＰＴＡの活動費がなくって、思うよう

にできない。バザーであるとか何かであるとか、そのお金を調達することをやっているんですけ

れども、ＰＴＡの予算の半分近く司書補に流用──流用という言葉が適切かどうかわかりません

が、高校あたりでその流用の問題がことしありましたけれども、流用という言葉が適切かどうか

わかりませんけれども、そちらのほうからお金が行っているということになっています。 

 例えば、ＰＴＡの予算の何割分で、それ以外は町から８５万５千円の分からもう１０万上乗せ

するとかいうようなことも考えてもいいと思うんですね。できたら、もう全額、いろいろな保障

の問題もあるかもしれませんけれども、全額司書補の報酬は町で見るというようなことができる

と、ＰＴＡの活動もですね。ほかの学校も、やっぱり３割ぐらいはＰＴＡの中から、この予算か

ら出していますので、そういった問題がありますので、ぜひ検討していただきたいと思いますが、

見解をお願いします。 

○議長（佐野 故雄君）  教育総務課長、宇都宮敏樹君。 

○教育委員会教育総務課長（宇都宮敏樹君）  森昭人議員の御質問にお答えします。 

 今日、子供の言語活動の充実や学力向上が言われる中、学校図書館及び学校司書の果たす役割

は非常に大きなものがあります。日出町では、各学校にほぼ１名を配置していることについて、

子供たちにとっては非常によい環境を提供しているものと考えております。 

 御存じのように、各小中学校の学校司書の給与については、日出町の補助金とＰＴＡ会費によ

って支払われ、ＰＴＡの雇用となっております。現状ではＰＴＡ雇用のため、社会保険等もなく、

勤務時間も各学校で決められております。 

 議員御指摘のように、保護者の負担軽減からも、町費による配置も考えられますが、これが町
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費による雇用となりますと、非常勤職員の扱いで、給与年額によって扶養から外れることとなり、

勤務年数も最長５年で、６０歳が定年となることが考えられます。 

 今後は、財政面もありますが、学校現場や学校司書の方々の意見も参考に検討してまいりたい

と考えております。 

 以上です。 

○議長（佐野 故雄君）  ７番、森昭人君。 

○議員（７番 森  昭人君）  物件費の賃金ですかね。報酬ということじゃなくって、社会保険

の関係もあるので、恐らく１３０万以下になっていると思います。これは町の補助金８５万５千

円と含めてですね。そういう問題もありますが、やはりさっき言った事情、会費のＰＴＡの予算

の３割、４割を占めるような形になっているので、十分ちょっと精査して、検討をしていただき

たいと思います。 

 藤原小学校もそうですけれども、川崎小学校もＰＴＡの予算が１００万円ぐらいです。司書補

の報酬に使っているのは、差し引きすると３６万円入れていますので、もう３割、４割出てるん

ですよね。 

 それから、山香あたりはもういないんですかね、司書補が。以前いなかった。今いるかどうか

わかりませんけれども、いないんですよね。図書館がもうがちゃがちゃになって、子供たちも使

いにくいということがありました。 

 それで、１人、学校に１人置いてるというのは本当にいいことだと思うんですよ、子供たちの

ためにも。ただ、それを一個上回るサービスをしていけないかということで、提案をさせていた

だきたいと思います。町長、どうですか。 

○議長（佐野 故雄君）  町長、工藤義見君。 

○町長（工藤 義見君）  今、教育現場の予算の話がさっきありましたが、ちょっとこれも触れた

いと思います。 

 私は、校長先生以下学校が主体的、自主的に学校運営をするように言っておるわけであります

から、校長が一切この自由にするお金がないということは大変問題だと思います。ですから、改

めるべきだと思います。 

 そういう観点から、私も、行政部局の全課において、それぞれ財政課、そして特に大きい都市

建設課等については、課長の必要と考えたときに速やかに迅速にいろんな事業ができるような予

算を既にもう相当前からやっております。 

 学校現場でそういうことがどういうふうにできているのか。私は、ないとすれば、やっぱり改

める必要がある。一方では、自主的に学校校務活動をやりなさいと、こう言ってるんですから、

やっぱりどうしてもお金が多少ずつついていきます。そういうことで、事情はもう少し財政課長
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にしっかり聞いて、対処するような方向でお願いしております。 

 今のは、その学校司書の問題であります。ここはご婦人方が、皆さんおいででありますが、せ

んだって、ロイヤルホテルで県の社会教育課の課長が見えました。私は一緒に仕事をしたことが

あるもんですから、いろいろ話しかけましたら、町長、日出町は大変すばらしいと、学校図書館

に人がいて、非常にいい活動をして、図書館の管理運営、非常に全体的に図書もそろえ、すばら

しいと、日出町の方向のような学校を県下市町村に広く広めて、日出町のようにしていきたいと、

こういうお話でありました。 

 それで、私が、さらに日出町の状況がどうなっているかちょっと見てみました。ところが、日

出町は９校ありますが、７校について図書館に職員が入っています。７人のうちの６人が司書の

資格を持っておりまして、１人だけであります。ところが、他の市町村はどうなっているかとい

うと、公費といいますか、採用はしておるんでありますが、臨時であったり非常勤であったり、

そしてまた２校、あるいは３校、４校の兼任の配置であります。そういうことからすると、私は、

日出町が最も、今の予算の問題は別にして、制度としては私は県下一番いい制度に、運用になっ

ていると、子供さん方にとってはいい図書館管理運営になっていると、こういうふうに思います。 

 問題は、保護者との負担関係であります。言われるとおりでありますので、私は、このさっき

出てくる前に調査をいたしましたら、６００万にちょっと一、二万足りないぐらいな予算が出て

いるようであります。今言われたとおりであります。したがって、こういう状況をよその他の市

町村の臨時、非常勤、直営はしてても臨時であるとか、臨時だと毎年かわることになる。非常勤

であると通年ですから、３分の２ぐらい以下しか勤められないと、その中で、このボーナスとか

いろんな対応についても、今さっき学校教育課長からお話がありました。 

 一体日出町としてどういう方向がいいのか、今この提起いただきましたので、しっかり、私は

聞いた中では、日出町は非常に子供たちにとっての図書館運営はすばらしいことになっていると、

こういうことでありますので、それを受けとめながら、ちょっと対応させていただきたいと思い

ます。 

 以上です。 

○議長（佐野 故雄君）  ７番、森昭人君。 

○議員（７番 森  昭人君）  先ほど申し上げました５０万なら５０万、１００万なら１００万

の枠も含めて、それをまたＰＴＡの中で使ってもいいんですよね。ＰＴＡと教員と教育委員会と

話をして、どういう使い方をするかというのはもう現場に任せると、そっちに行ってもいい、そ

れによってＰＴＡの予算の中のＰＴＡの活動が活性化するというようなことになれば非常にいい

んじゃないかというふうに思っています。 

 また、本当に、町長が今おっしゃいましたけれども、１校に１人いるというのはなかなかない
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んですよね。大変いいサービスだと思います。ぜひ続けていっていただきたいと思います。 

 またあわせて、私が申し上げました１番目、２番目、３番目の質問、十分町長、そして各課長

さん十分検討していただいて、来年度予算をつくっていただきたいと思います。 

 以上で終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（佐野 故雄君）  ８番、後藤佑君。 

○議員（８番 後藤  佑君）  ８番、後藤です。通告に従いまして一般質問をいたします。 

 最初の質問は、町営住宅の老朽化についてであります。 

 平成２０年に先輩議員がこのことについて一般質問をしていますが、検討課題として先送りを

して処理されているようにあります。その後の対応、また考え方等を教えていただきたいと思い

ます。 

 かなり空き家がありますが、火災などの事故が懸念されますし、聞くところによると、住んで

おられる方は建てかえ等にはかなり理解をされていると言われております。高齢者の方が安心し

て住まわれるように対応をお願いいたしますし、通告書にあるように、１番目の現状の入居者は

今何人なのか、お聞きをいたしますが、町内の各町営住宅がありますが、その入居率がどうなっ

ているのかも教えていただきたいと思います。 

 それと、青津山住宅については、景色のきれいなところでもありますし、建設されて、２カ所

に建設されていますが、将来もあの場所に建設していただきたいと思います。また、入居されて

いる方に１カ所に移動していただき、順次建設をしていくとか、いろいろな方法があろうかと思

います。災害時の避難場所等にも活用できますし、町の考え方を教えていただきたいと思います。 

 老朽化がかなり進んでいますので、やはり床が落ちるとか、いろんな事故等が懸念されますの

で、検討をしていただきたいかなと思いますし、また、家賃については、以前はかなり未納があ

るというお聞きをしていたんですが、今はかなり改善されておるということなんで、収納率が

何％なのかをお聞きいたしたいと思います。 

 次の質問からは質問席から行いますので、よろしくお願いします。 

○議長（佐野 故雄君）  都市建設課長、川西求一君。 

○都市建設課長（川西 求一君）  後藤佑議員の御質問にお答えいたします。 

 特に、青津山の現状について御報告させていただきます。 

 当住宅では、全体で２３棟ございまして、１０３戸の団地となっております。 

 本年の１１末時点の入居戸数は７４戸です。空き家戸数の２９戸に対しましては、耐用年数を

既に経過している家屋についての処置といたしまして、入居の募集を行っていない家屋でござい

ます。 
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 青津山住宅の入居者の特徴といたしましては、世帯主の年齢構成で大体６０歳以上の割合が

５６％と非常に高うございます。高齢単身者世帯につきましては、２８世帯、全体の３３.３％

を占めているという実情になっております。 

 一部、町内の町営住宅の入居率についてという御質問がございました。現在、町内の公営住宅

につきましては、その全てほとんど入居を行っているところでございます。 

 それから、家賃等の問題もあろうかという御質問で、家賃等の未納についての現状という御質

問がございましたけれども、若干大枠では私今お答えできるんですけれども、正確な数字につき

ましては、また議員のほうにお伝えしたいと思います。 

 大枠につきましては、昨年、一昨年と我々職員のほうで各住宅、これは青津山に限りませんけ

れども、６団地全てでございますけれども、入居者の方と常にコンタクトを持ちながら、近年で

は、また監査等で御報告申し上げたところですけれども、非常に少なくなっております。それと

申しますのも、とにかく入居者の方の身になった場合、やはり２カ月、３カ月とたまりますと、

我々が困るんじゃなくて、入居者の方自身が非常に不便な思いをするという前提のもとで、今担

当のほうが懸命にその趣旨を理解していただく中で、非常に少なくなっておることは御報告申し

上げたいと思います。 

 それから、建てかえに引き続きまして、その一部御質問にもありましたので、建てかえに賛同

する町民と、しない町民の比較はということが中にあったかと思うんですけれども、町民全体に

対しましては、公営住宅に関連してのアンケート等を行って、その賛同、不賛同につきましては

実施を行っておりませんけれども、当青津山住宅の入居者の方々とは管理上接することも非常に

多いため、さまざまな意見を聞く機会がございます。 

 修繕等につきましては、年間十五、六件は必ず生じてくるわけなんですけれども、そういった

修繕等で対応できる範囲におきまして、またその後、２０年を過ぎました２２年でしたか、町政

懇談会等も青津山区といたしまして、町長ともお伺いした中でいろんな御意見を聞く中では、建

てかえ等について具体的要望というのがなかなか示されていないというところが現状でございま

す。 

 平成２０年からどういう取り組みを町としては行ってきたかというものがございました。こう

いった老朽化した住宅に対しての御提言等をいただいている中で、平成２２年に公営住宅の長寿

命化計画というものを着手いたしました。 

 それから、平成２３年の５月には、主に子育て世代を中心といたしました低中所得者向けの住

宅といたしまして、県職員住宅を買い上げ、辻間住宅９戸を改修して、供用を開始したところで

ございます。 

 それから、藤原、豊岡住宅におきましては、国、県の補助を活用した中で、できるだけ今の住
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宅の住環境を長く保全するという目的を持ちまして、外壁とか屋根の防水等の改修を積極的に予

算、財政当局とも協議をした中で、長期維持に努めているところでございます。 

 当住宅については、特に長屋形式、５戸ないし６戸が連続してある長屋形式でございます。そ

れで、現に空き家が２９戸、その長屋の中にぽつんぽつんとあることから、議員の御指摘のとお

り、防犯上、それから環境上若干問題があるのではなかろうかという御提言でございます。 

 このような対策といたしましては、もちろんそういった仮設住宅で順次あきの多くなった長屋

の方に移っていただいたらどうかという御提案、１つの手段ではなかろうかと思いますが、これ

は実際のところ、検討の中で有効な手段と感じております。それにつきましても、入居者の方と

十分な相談を行いながら、対応につきましては図ってまいりたいと思っております。 

 近々の具体的対策はどうするかという問題ですけれども、あくまでも入居者の方とコンセンサ

ス、特に対話ですね。どこが困っておられるか。いろんな面がございます。家賃の面もあります

し、家屋の使い方、それから修繕部分等の問題もございますので、そういったコンセンサスを図

りながら、最低限生活に支障を来さないような修繕、保全に努めてまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野 故雄君）  ８番、後藤佑君。 

○議員（８番 後藤  佑君）  かなり今突っ込んでお話をいただきましたが、青津山については、

やっぱり３分の１が空き家ということなんで、本当に、しかも高齢者の方がかなりおられるんで、

災害等が懸念されます。それと、やはり何とか、ほったっちょってもしようがないわけですから、

早目にやっぱり建てかえ等を計画されたほうがいいんじゃないかなと思いますし、それと南海・

東南海地震等の避難場所にもうってつけだろうと思いますし、そういうところを加味したところ

で、早目に建てかえをするというような計画があるのかないのかをお聞きしたいと思います。 

○議長（佐野 故雄君）  都市建設課長、川西求一君。 

○都市建設課長（川西 求一君）  大変貴重な御意見のその当地域の避難場所としての活用もとい

うことをいただきました。これはもちろん、ちょうど高台にありまして、１万６,３００平方

メートルという敷地も有しておりますので、これにつきましては、また防災担当のほうと十分に

そういう地域の活用ができないかということについて検討させていただきたいと思います。 

 それから、建てかえにつきましては、大体この住宅の団地そのものが大体耐用年数を超えるの

が平成３１年、各棟の構造によって耐用年数がそれぞれ異なるわけなんですけれども、大体平成

３１年が全てのこの団地の中の住宅の耐用年数となっております。少なくとも現時点、平成

２０年の御提言をいただいてから、その３１年までの中で、具体的に藤原住宅についても一部耐

用年数の問題が発生する等がございますので、それと含めて、建てかえ等、またいろんな公営住

宅の手法等検討してまいりたいと思っております。（「その前の歴史があるんぞ」と呼ぶ者あ
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り） 

○議長（佐野 故雄君）  ８番、後藤佑君。 

○議員（８番 後藤  佑君）  青津山については、昭和４８年ですか、私が日出町に来たときに、

一番上の段が先にできておりまして、４８年ごろですか、４６年か７年ぐらいに、あとの下の

１戸が何かできたような気がして、それから二、三年ですか、たって、２階建てができたと、成

田尾がまたその後に──その前後ですか──に成田尾ができたと私は記憶しておるんですが、確

かに古うございますし、あの当時というと、電気にしたって、あの当時と今と使用料も違います

し、そういう不安定な面もかなりあろうと思いますんで、できるだけ早く、中に入っている町民

の人の要望に応えてあげるといいますか、かなりやっぱり危険を押して生活しているという話も

聞きますし、今３０戸の空き家があるということは、やっぱそれだけせっかく設備がありながら、

やっぱり収入がないわけですから、そこら辺を含めた耐用年数もかなりあろうかと思いますが、

やっぱ早目早目の対応をしたほうがいいんじゃないかなと思いますので、そこら辺を含めて、町

長の意見を聞きたいと思いますが。 

○議長（佐野 故雄君）  町長、工藤義見君。 

○町長（工藤 義見君）  日出町の低所得者あたりの町営住宅は、私も手元のこの資料を見ますと、

３７年から４１年まで市の原住宅、それから４２年から４８年ぐらいまで青津山住宅、そして

４９年ぐらいから５２年まで藤原住宅、豊岡住宅は５４年から５７年、上仁王が６２年から平成

になって、そして先般、県職員住宅を町が買い求めてした。これがもう平成２２年であります。

長いこと、町の人口増加といいますか、低所得者のための住宅、相当日出町として努力されてき

た跡が見受けられます。 

 そういう中で、いろいろ駅の上のほうの楠住宅については、非常に老朽化して危険であるとい

うことから、廃止させていただいたわけであります。そこについては土地を分譲するという方向

になっております。 

 今、具体的に青津山住宅については、先ほど１０３戸ということであります。これも、私が町

長になって一番先に一番危険だと思ったのが、この青津山住宅であります。したがって、つぶさ

にあそこを見ましたところ、もう今でいきますと耐用年数が３０年のところが７８戸、４５年の

ところが２５戸、もう非常に、もう既に耐用年数を超えようとする時期があるわけであります。 

 したがって、私も、あの青津山のほうで、都市建設課ともども総務課とで、移動町長室で何回

かお訪ねをしております。皆さん方のいろんな要望をお聞きしたんでありますが、そのときに、

当然町営住宅の建てかえ問題がお話になりました。私は明確にお答えをさせていただきました。

町営住宅を建てれば、今３千円とか１万円とかいう単位の入居料ではございませんと、七、八万

の住宅入居料が必要です。日本全国あちこちで建てかえ問題のときに、全て立ち退きと新規入居
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と、こういう問題が両面から非常に大きな問題になっております。当然、ここについてもそうい

う問題が起こってまいります。 

 したがって、建てかえを希望されますか、それともというようないろいろお話を伺ったら、建

てかえ問題については、ほとんど皆さんの御意見はございません。そして、安くて何とかいけた

ら今のままで、ただ、ごみの清掃とか排水の問題とか、そういうものには十分気をつけてほしい

と、そういうようなお話が何回か上がっております。あの進入路を含めて道だとか、ごみ、小さ

い車にごみをいっぱい積み込んで荒れてたりすることは、それはもう皆さんのおっしゃるとおり

でありますから、しっかりきちっとしなきゃならん。 

 問題は、私が、都市建設課で危険であるという理由から、もう新たな入居は、あいた場合は全

部補充しないように、もう私は指示させていただいております。それが、今この２９戸という数

になっております。できるだけ、古いところは、あいたら新しいところに移っていただいて、そ

して古いところはできるだけあけていくように、そのうちに、今は非常に全体的に長屋になって

たり、２階建てになったり、もう２階も大変危険であります。手すりが折れたり、あるいは階段

の手すりが危険であります。いろんな課題があります。 

 したがって、今のとこの精いっぱいを維持しながら、その町営住宅の問題は別に考えるとして、

今の皆さん方の対応をどうするかと、こういうことでありますが、非常に難しい問題をこの中に

含んでおります。したがって、私どもは、この数年来ともこの問題に当面しながらも、青津山問

題については対処させていただいております。 

 いろんな御意見があると思いますし、私も現地に赴いて、いろんなお話も聞いたりしておりま

すので、いろんな御意見があれば、ぜひお聞かせいただいて、私は基本的に、もう一戸一戸建て

かえていくということにはならない。新たに考えるときは、その一角を町営住宅コーナーにする

とかということにしても、これは恐らくあの一戸一戸ということになるか、あるいは数階建ての

鉄筋になるか、何戸建てになるかということは検討の余地があるとしても、今の皆さん方の転居

先ということには、なかなか一般論としてなりにくいんではないかというふうに思っております。 

 十分、議員が言われる問題の所在については承知しておりますが、なかなか踏ん切りがつかな

いというか、ただ、町営、先ほど質問がございましたように、人口をふやしていくとか、低所得

者の皆さん方に、また結婚して間もなく所得が低い間にというようなときの住宅の必要性はもう

十分認識をいたしております。そういうものを、全体を考えながら、今度、日出町のこの公営住

宅のあり方については今後とも考えさせていただきたいと思います。 

 以上であります。 

○議長（佐野 故雄君）  ８番、後藤佑君。 

○議員（８番 後藤  佑君）  今、町長から、かなりいろんな面で検討していることは聞きまし
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たが、私たちから、私の考え方としては、先ほど課長のほうが古いところの移転をしたりとかい

うことも考えておるということなので、本当に老朽化したやつについては、もう２９戸もあるん

やったら、もう撤去して、更地にしてからしたほうが、いろんな事故等の心配せんでもいいんじ

ゃないかと思いますので、そこら辺を含めて検討していただけるとありがたいかなと思います。 

 それでは、次に２つ目の質問ですが、新エネルギーについてお伺いをいたしたいと思います。 

 この質問の目的は、農地の転用及び課税対象の取り扱い等の確認をするという意味で質問をい

たしますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

 日出町は、九州一円の中で今最も多く太陽光発電の設置及び申請が多い町だということのよう

にあります。したがって、農地とか雑種地等、取り扱いの課がいろいろ違いますが、１１月の時

点で申し込みが日出町周辺で二十数件、九電のほうにあったと思いますし、また担当課のほうで

も把握をしておるのではないかと思っております。 

 一番心配されるのが、設置場所が雑種地とかでつくる場合、どうしても雨が急にやっぱ流れて

出てくるわけですから、水路の関係が一番心配をされるところであります。先般、藤原で起こっ

たのも、やっぱそういうことで、大雨が流れてきて迷惑をしたということも聞いていますので、

そういうチェックを──これ非常に難しいと思うんですよ。各課によって違いますからですね。

それと、町が全然関知しない場所もあろうかと思いますので、なかなか大変だろうと思いますが、

そこら辺を含めて、今どういうふうになっているのかを各課にお聞きをいたしたいと思います。 

○議長（佐野 故雄君）  政策推進課長、越智好君。 

○政策推進課長（越智  好君）  後藤佑議員の御質問にお答えをいたしたいと思います。 

 その御質問につきましては、非常に公のほうが関係してまいりますので、政策推進課のほうで

代表してお答えをいたしたいと思います。 

 太陽光発電設備についての開発につきましては、都市計画法上の開発申請につきましては、開

発行為には当たらないというケースがありまして、その指導があるようであります。そうすれば、

個々の法律により規制を受けるということになります。 

 例えば、農地法でいえば農地転用の許可でありますし、それから農業振興地域の整備に関する

法律と、いわゆる農振法でございますが、それにつきましては農振解除などですね。そういう法、

それから森林法でいけば林地開発許可と、そういう個々の法によって対応するというような形に

なります。 

 それゆえ、雨水などの被害が想定される場合につきましては、先ほどの個々の法律による指導

によるしかございません。ましてや、非農地などの場合や個々の法律にも該当しない場合、把握

は町のほうでできません。土地所有権者の責任において設置するという形になろうかと思います。 

 農地につきましては、聞きましたら、農林水産課が農業委員会と連携、協力しながら、雨水対
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策について対策指導を行いたいと、そういうことでございます。 

 太陽光発電設置にかかわる開発行為の法規制が、まだ十分確立はされておりません。急遽、そ

の原発等の代替エネルギーというか、そういう形で太陽光発電が急激にふえてまいりましたので、

これにつきましては、いろいろと十分確立されていない中で、いろいろ想定されることはござい

ますので、その想定されることにつきましては、県や国に対して法整備を行うように働きかけて

いきたいと、そういうふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野 故雄君）  ８番、後藤佑君。 

○議員（８番 後藤  佑君）  農業委員会のほうでは、転用を検討した件数が何件かありますか、

どうぞ。 

○議長（佐野 故雄君）  農業委員会事務局長、野上悟君。 

○農業委員会事務局長（野上  悟君）  それでは、後藤議員の御質問にお答えします。 

 先ほど政策推進課長が申し上げましたけど、実際にはもう本年、４条申請において２名ほども

う実際に豊岡のほうで設置をしております。 

 また、本年の今月４日に総会をいたしました。本月分の申請の中で、４条申請、自分が太陽光

を設置したいというのが１件あります。それとあと、５条ですね。実際には賃貸借とか売買によ

る申請が５カ所出ております。 

 以上です。 

○議長（佐野 故雄君）  ８番、後藤佑君。 

○議員（８番 後藤  佑君）  今、何カ所か出ているようにありますが、やはり先ほど言いまし

たように、雨水対策を十分にやっていただきたいかなと思います。 

 それと、あともう一つ心配されるのが、こういう自然エネルギーができたときに、今までは太

陽光は各家庭につけて、その余剰電力を電力会社に売るという形でつけたわけですから、屋根の

上にあるのが一般論で、器物破損等の心配がなかったわけですが、今回つけてるのが、ほとんど

地面につけておるのがかなりあろうかと思います。そういうことで、子供等の事故ですね。例え

ば、石投げるとかいうことで事故が起きるんじゃないかなということが懸念をされておるところ

ですが、そういうことで、こういうのを日出町につける場合、申請があったときに、そこら辺も

含めて設置者等に御指導いただけるとありがたいかなと思うんですが、そこら辺の指導ができる

のかできないのか、課長、お願いします。 

○議長（佐野 故雄君）  政策推進課長、越智好君。 

○政策推進課長（越智  好君）  太陽光の設置につきましては、先ほども申し上げましたように、

農地、農業地関係、これにつきましては農業委員会、それから農林水産課のほうで、これは指導
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を行ってまいりたいと、そして、あと非農地の部分がございますので、これにつきましてもそれ

ぞれの所有権者というのがございまして、町が関与できない部分がございますので、これにつき

ましては広報等で十分この雨水対策について留意するように啓発をしてまいりたいと、そういう

ふうに思っております。 

 あと、開発行為上につきましては、いろんなそういう懸念されることにつきまして、先ほども

申し上げましたように、県、国のほうに、やはり早急にこの太陽光設置につきましては開発の指

導を法規制等の整備もあわせて働きかけてまいりたいと、そういうふうに思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

○議長（佐野 故雄君）  ８番、後藤佑君。 

○議員（８番 後藤  佑君）  これは、今課長が言われましたように、電力会社に責任があるか

といったら、電力会社のほうも、私のところは責任ありませんという意見を聞いております。な

ぜかというと、買うほうでもありますし、４２円という大きな金額で買っていますので、やはり

つけるところがそれだけやりなさいというような言い方をしておりました。 

 それと、太陽光もあっちこっち、日出町の場合、まだまだ件数が二十何件、杵築と日出町です

か、二十数件申請があろうかということなんで、かなり配電線につないでも意味がないんで苦慮

しているようにございますが、いろんな面で苦情等が出ないように、関係するところで対応をお

願いいたしたいかなと思います。 

 それと、３つ目の質問ですが、藤原地区には池があります。高いところに池がありますが、そ

ういう池を使って揚水発電所等の設置が可能ではなかろうかなと思います。確かに、町としては

できませんが、こういう地理的に考えたら、１時間でも２時間でも揚水発電所で電気を起こせば、

それだけメリットがあるわけですから、こういうところをＮＥＤＯあたりと相談しながらやって

みたらどうかなと思います。 

 それと、今、太陽光発電で公園や電気の通ってないところの町道あたりの街路灯は太陽光発電

だけで取りつけが可能なんで、そういう電柱のないところの防犯灯の取りつけ等も、これから先

考えていかなければならないのではなかろうかなと思います。 

 そういうことで、これは、町長、ＮＥＤＯに行っていろいろまた相談をして、必ずしもつけな

い、つけんならつけんでいいわけですから、そういういろんな第２、３、４の発電可能なのがあ

るか。例えば、日出町も結構今、杵築を含めて、瓦れき等とか、産業廃棄物等の焼却、今回、上

野焼却場がやろうかと言っていますが、ああいう小型のやつも取りつけが可能なんで、そういう

ところも日本全国何カ所かあります。小っちゃい焼却炉ですが、夜だけ、冬の夜だけ電気使って

焼却して、その電力で、例えばハウスミカンとか野菜とかの夜の電気に使うとか、いろんなのが

ありますんで、ＮＥＤＯと相談してやるのも私はいいんじゃないかなと思うんですが、そこら辺、
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町長、いかがでしょうか。 

○議長（佐野 故雄君）  政策推進課長、越智好君。 

○政策推進課長（越智  好君）  後藤議員の新エネルギーにつきましていろんな御提案をいただ

いておりますことを感謝申し上げます。 

 まず、太陽光によるその街路灯等の防犯灯、街路灯の設置でありますが、今プロムナードに十

何カ所、太陽光の分を設置しております。街路灯等につきましては、都市建設課等の関係もござ

いますので、今そちらに都市建設課長がおられますので、今後、その設置できるところについて

は、そういう形で検討はされるんじゃないかとは思っています。 

 私の担当部署ではございませんので、このことについてはもうそのぐらいにしまして、先ほど

の揚水発電の件でございますが、後藤議員が言われますように、日出町には５７もの池がござい

ます、確かに。それはもうほとんど農業用水用の池ということでありまして、揚水発電というの

は、御存じのように、池と池、ダムとダムのその標高差、それを利用しまして発電するものであ

りまして、電力需要が少ない時間帯、夜間などに高い池に水を送りまして、電力需要が大きくな

る時間帯、昼間にそれを低いダムに水を落として発電するというシステムでありますけれども、

ですから、実質的にその発電だけを目的とするよりも、電力需要、供給の平準化といいますか、

それを狙う蓄電を目的とした、その蓄電池とか蓄電所とか、そう言うべきものでございます。 

 発電する電気量に対しまして、水をくみ上げるために消費される電気量というのがおよそ

３０％割り増しになります。そういう点では効率の悪い発電様式でありますので、この揚水発電

は、施設建設した上に３０％の電力損失をしますので、町としては、これは非常に効率的に余り

採用はちょっと難しいかなとは思っております。 

 また、この農業用水用のため池を利用いたしますので、水利権の問題だとか、農業用水を利用

する場合、流量をですね。やはりそういう流量の問題もございます。そういう難しい面がござい

ますので、やはりこの揚水発電については難しいんじゃないかなというふうには判断はしており

ます。 

 しかしながら、先ほども御提案をいただきましたように、再生可能エネルギーについては、バ

イオマスや、ほかの風力や、いろんなことも考えられますし、日出町がどういうものが適してい

るのか、引き続き調査、検討はしてまいりたいと思っております。非常に貴重な意見ありがとう

ございました。 

○議長（佐野 故雄君）  町長、工藤義見君。 

○町長（工藤 義見君）  せっかくなので、私もエネルギー関係については一言申し上げたいと、

大変ありがとうございます。 

 日出町も、当初からこの役場庁舎にもソーラーシステムを早くつけたわけでありますし、また
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是城の浄水場にもつけておりますし、豊岡小学校についても同様であります。そういう時代だか

らという認識をしっかり持って、そういう対応をさせていただいております。 

 そういう中で、海岸の遊歩道の島山の周辺まで、たしか、ちょっと私ははっきりしませんが、

１１基か１３基か、全部あれはソーラーで設置しました。やっぱ電線を配置してなかなか工事費

がかかるということもありますので、ソーラーを全部海岸線、あの５０メートル置きぐらいに、

１１基か１３基か設置してあります。ですから、町としてできることは最大限やられると思いま

す。 

 いま一つ、議員がＮＥＤＯとの協議もということであります。ＮＥＤＯも大変その専門家筋の

集団でありますので、十分相談をしながら、もし仮にいい制度や資金等があれば、日出町で考え

る点については模索してまいりたいと思います。 

 以上であります。 

○議長（佐野 故雄君）  ８番、後藤佑君。お願いします。通告書に沿った質問をお願いいたした

いと思います。 

○議員（８番 後藤  佑君）  はい。かなり太陽光発電や太陽電池等をつけてるのは、私も把握

はしております。まだまだほかのところの各学校等つけていただけるとありがたいかなと思いま

すので、検討しているということでありがたいかなと思います。 

 それでは、最後の質問ですが、いじめ対策についてですけど、これは後で同僚議員がしっかり

詳しく御質問されると思いますので、私のほうからは簡単に教育長にお聞きをいたしたいと思い

ますが、全国でいじめが多くカウントされています。というのが、ことしですが、大幅に、前年

度よりもかなりの何倍かのいじめの実態が明らかになったということなんですが、当日出町もか

なりいじめを把握しておると思います。私の友達も、四、五年前ですか、中学校でいじめを受け

て、家族はめちゃめちゃになってということも聞きますので、結局、ここ二、三年で結構ですか

ら、把握をですね。何件ぐらいあって、どのくらいの処理をしているのか、まだ継続をしている

のか、そこら辺がわかれば教えていただきたいかなと思います。 

 また、詳しくはまた後で御質問があろうかと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（佐野 故雄君）  学校教育課長、清家健志君。 

○教育委員会学校教育課長（清家 健志君）  それでは、後藤佑議員の御質問にお答えします。 

 教育委員会では、いじめの実態把握のため、７月、１２月、３月と年３回、小中学校において

アンケートによる調査を実施しています。 

 本年７月調査の結果ですが、最新でございますが、小学校では４９件、中学校で２４件が認知

されています。 

 いじめの内容としましては、冷やかしやからかい、悪口や嫌なことを言われるが４８.１％、
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仲間外れや無視をされるが２１.２％、ぶつかられたり遊ぶふりをしてたたかれたりするが

１９.２％、持ち物を隠されたり壊されたり捨てられたりするが１１.５％となっており、新聞報

道のような生命や身体の安全が脅かされるような重大な事案の報告はありません。 

 認知されたいじめにつきましては、その後の対応により、ほぼ解消されております。 

 滋賀県大津市での中学生の自殺をはじめ、相次ぐいじめ報道を受けて、教育委員会では、臨時

校長会を開催し、各学校ごとのいじめに関する研修会の開催、組織的ないじめの早期発見・早期

対応体制の見直し、全てのいじめに対する毅然とした対応の徹底などを指示し、いじめ対策の取

り組みを行っております。 

 以上です。 

○議長（佐野 故雄君）  ８番、後藤佑君。 

○議員（８番 後藤  佑君）  ありがとうございました。やはりかなり日出町でも実態があると

いうことがよくわかりましたので、あと、詳細についてはまた後で同僚議員から質問があろうか

と思いますので、私のほうはこれで質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。

（「都市計画課長、答弁せんか、あんたは、せっかくあなたが答弁しようて今言うたのに」と呼

ぶ者あり） 

○議長（佐野 故雄君）  もう終わりました。（「いや、本当は終わってないじゃろ」と呼ぶ者あ

り） 

……………………………………………………………………………… 

○議長（佐野 故雄君）  １１番、熊谷健作君。 

○議員（１１番 熊谷 健作君）  １１番、熊谷でございます。それでは、午前中の最後になると

思いますけど、質問させていただきます。 

 今回は、いじめ問題を特にテーマとして質問させていただきます。 

 この問題は大変難しく、とてもデリケートな問題でございます。私自身、本を読んだり、いろ

んな方に御意見を聞き、勉強や研究を重ねても、根本的な解決法が全くわからない難しい課題だ

と思っております。 

 そこで、いつもは提案型の質問を心がけておりますが、今回は、純粋に不明な点を質問してい

きたいと思っております。ということで、答弁のほうも本音のところで出していただければと思

います。 

 さて、昨年１０月の大津市の中２男子生徒の自殺から、いじめ問題が大きな社会問題となり、

国民的議論となりました。しかし、過去を振り返ってみますと、いじめによる自殺が何年か置き

に発生し、その都度マスコミを騒がし、世論が沸騰しますが、しばらくすると鎮静化し、忘れ去

られ、また事件が起きると、その繰り返しだったと思います。 
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 それでも、今回幾らか明かりが見えるのは、文科省がこの事件を深刻に受けとめ、全国の小・

中・高校に実施したいじめ調査で、半年で１４万件の報告があったということでございます。こ

れは昨年１年間の約倍の件数だと聞いております。 

 思えば、私が議員になって間もないころ、日出中学でいじめがあると聞き、私と同期の議員で

当時の教育長や担当課に問い合わせたところ、何度聞いても「いじめはない」との回答でした。

終始全く事実を認めない、そういう対応でございました。 

 そういったことからすると、今は隔世の感があるわけですが、ようやく文科省、それから教育

委員会、学校も、隠蔽が最もよくないということを自覚し、対応するようになったのかもと思わ

れます。 

 そこで、質問に入りますが、今後藤議員がいじめの調査について質問して、回答がありました。

私も事前に、これは担当の社会厚生常任委員会に配られた冊子だと思いますが、事前にアンケー

トの結果をいただいております。それで、今清家課長が答弁されたような報告も聞いております

が、これは、まずその調査方法ですね。これをどのようにして行ったのか。それから、当然これ

は、調査結果については外部に公表されるんだと思いますが、その公表もどういうふうに行った

のか。行ったとすれば、保護者やＰＴＡ、そういったふうにはどういう方法でやられたのか。そ

の辺について、まずお聞きしたいと思います。 

○議長（佐野 故雄君）  学校教育課長、清家健志君。 

○教育委員会学校教育課長（清家 健志君）  それでは、調査方法はどのようにしたかということ

でございますが、先ほど述べましたように、７月、１２月、３月の年３回、アンケート調査を実

施いたしました。 

 公表につきましてですが、県教育委員会への報告は行いますが、現時点、ホームページや町報

等による認知件数の公表はしておりません。 

 以上です。 

○議長（佐野 故雄君）  １１番、熊谷健作君。 

○議員（１１番 熊谷 健作君）  その調査方法は聞きました、３回というのは。どうやって、子

供にどういうふうに聞いて、それを集計したのかをお聞きしています。 

○議長（佐野 故雄君）  学校教育課長、清家健志君。 

○教育委員会学校教育課長（清家 健志君）  このアンケート調査につきましては、原則無記名で

ございます。調査をし、学校で集計をし、教育委員会に報告ということになります。 

 以上です。 

○議長（佐野 故雄君）  １１番、熊谷健作君。 

○議員（１１番 熊谷 健作君）  ということは、ここに添付されているそのいじめのチェックポ
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イント、こういったものを配って、無記名で集めたということですね。それでよろしいですか。 

○議長（佐野 故雄君）  学校教育課長、清家健志君。 

○教育委員会学校教育課長（清家 健志君）  そのチェックポイントというのは、教員がいじめを

発見するための１つの指標といいますか、チェックするポイントでございまして、アンケート様

式はまた別個にございます。 

 以上です。 

○議長（佐野 故雄君）  １１番、熊谷健作君。 

○議員（１１番 熊谷 健作君）  それはどういった様式になっていますか。 

○議長（佐野 故雄君）  学校教育課長、清家健志君。 

○教育委員会学校教育課長（清家 健志君）  １つの例でございますが、例えばここにございます

が、小学校の低学年用なんですが、学年と男女、これに丸をするということで、「小学校いじめ

アンケート、次の１から９までの質問について当てはまる番号に丸をつけてください。そのほか

を選んだときは、括弧の中に文で書いてください」というような記載がありまして、名前を記入

するところはございません。 

 以上です。 

○議長（佐野 故雄君）  １１番、熊谷健作君。 

○議員（１１番 熊谷 健作君）  議長にお願いします。もしよければ、その文書を後でまた提出

をお願いしたいと思いますけど。 

○議長（佐野 故雄君）  はい。いいですか。学校教育課長、清家健志君。 

○教育委員会学校教育課長（清家 健志君）  その文書というのは、このアンケートのことで、様

式でよろしいですか。わかりました。 

○議長（佐野 故雄君）  １１番、熊谷健作君。 

○議員（１１番 熊谷 健作君）  それで、今、何か保護者のほうには公表はされていないという

ことだったが、それでよろしいんですか。それはどうしてですか。 

○議長（佐野 故雄君）  教育長、石尾潤治君。 

○教育長（石尾 潤治君）  それでは、熊谷議員の御質問にお答えをします。 

 いじめについて、その調査結果を公表するということについては、それぞれの学校、あるいは

教育委員会ごとは県教委への報告はしておりますけれども、それを保護者や、あるいは地域に

ホームページ等を使っての公表はしておりません。 

 その理由は、公表されることによって、いわゆる数字だけがひとり歩きをしていくと、そして

さまざまな憶測を聞くことによって、今後の調査等に影響があるのではないかというふうなこと

が言われておって、どこの市町村も、その公表は実際していないのが現実であります。 
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 私どもは、今基本的には、学校におけるそのいじめというのは絶対にあってはならないという

立場に立って指導をしております。そのためには、子供の側に立って、できるだけ細かな観察の

視点を設けて調査してほしいと、だから、先生の判断で、ああ、これはいじめじゃないとか、こ

れはいじめだというふうな判断をするんじゃなくて、その先ほど申しましたような国からも一つ

のアンケートの見本が来ております、形式の。そういう子供の側に立った調査をして、そして、

疑わしきといいますか、これも子供にとってはつらいことやないかというようなことも、全て件

数として報告をするようにしております。 

 だから、私どもは、認知件数が多い少ないではなくて、その上がってきたことについて、その

後どのような取り組みをしたのか、そしてそれがどう解決されていったのかということが、むし

ろ学校現場には問われていることで、大事なことではないかというふうに考えております。 

 したがって、数のみの公表というのは、そういう理由でしていないところが現実であります。 

 以上です。 

○議長（佐野 故雄君）  １１番、熊谷健作君。 

○議員（１１番 熊谷 健作君）  教育長、お言葉を返すようですが、その辺から私たちとちょっ

と認識が違っていると思うんですよ。ただ、私たちが今公表というのが、ただ数を発表してくだ

さいじゃなくて、それについてどういう対応して、どういうふうに解決をしましたということま

で、やはり保護者に知らせることのほうが必要じゃないでしょうか。 

 そうじゃなくても、結局、そのいじめがあれば、陰でそういったことがＰＴＡとか保護者の間

でやっぱり伝わると思うんですよ、こそこそ。それよりも、実態をちゃんと正しく出して、それ

について学校としてはこういう対応していますということのほうが、私は今からのその方法じゃ

ないかと思います。 

 別に、その文科省は、これについて公表するなとか、そういう指導があっているわけですか。 

○議長（佐野 故雄君）  教育長、石尾潤治君。 

○教育長（石尾 潤治君）  国からは、特に公表をしてはならないというような指導があっている

わけではありませんが、先ほど申しましたようないわゆる配慮から、それぞれの教育委員会とし

ては、公表というのは差し控えておるのが現実であります。 

 おっしゃるように、件数のみならず、その対応等につきまして、いわゆる具体的な内容を公表

するということは、若干その子供がいわゆる特定をされたり、あるいは学校が特定をされるとい

うことで、その後の調査がかえって正確なデータとして上がってこないという心配もあるわけで、

だから、一般的な事案として、それぞれの学校で報告をするとか、あるいは保護者のほうに伝え

るとかいうことはあるにしても、個人が特定されるような、いじめられる側、いじめる側、いず

れにしても特定されるような公表の仕方はしておりません。 
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 以上です。 

○議長（佐野 故雄君）  １１番、熊谷健作君。 

○議員（１１番 熊谷 健作君）  その辺が、私は隠蔽体質の第一歩じゃないかなと思うんですよ。

それで、どうせわかりますよね。学校の中では、いじめられている子といじめられていない子は

当然子供たちは認識してるわけですね。それを何で隠すかなというのが、皆さんお聞きになって

どう思いますかね、これは。私が言ってるほうが常識的には正しいんじゃないかと思うんですけ

ど。 

 それと、ということは、これ、調査結果は、学年ごととか学校別の調査結果というのは、公表

は絶対我々にもしてくれないんですね、学年別、学校別。 

○議長（佐野 故雄君）  教育長、石尾潤治君。 

○教育長（石尾 潤治君）  もちろん、この調査をする時点で、学校別とか、あるいは学年別とか

いうのは数としては上がってきております。しかし、それは数ということであれば、社厚委員会

をはじめとして議員さん方にはお知らせをすることはやぶさかでないと思います。 

 具体的なその中身についてというのは、若干差し控えていただきたいと思います。 

○議長（佐野 故雄君）  １１番、熊谷健作君。 

○議員（１１番 熊谷 健作君）  じゃ、つきましては、ぜひ配付をまたお願いしたいと思います。 

 それで、清家課長にお聞きしますが、このいじめの対応、先ほど言われましたパーセントのや

つですね。これは、その別冊にあるレベル１から５のどれに当てはまるんですかね。 

○議長（佐野 故雄君）  学校教育課長、清家健志君。 

○教育委員会学校教育課長（清家 健志君）  このアンケートの様式とこのアンケート実施のガイ

ドラインとか、直接は実は結びついてはいませんが、いじめられたということについての対応、

どのようなことをやられたんですかというような項目がアンケート調査の中にございます。その

数を把握したときに、先ほどの総数をパーセンテージで示したものが、先ほど言いました、例え

ば悪口や嫌なことを言われるが４８％というような数字になっております。 

 以上です。（「レベルは関係ない」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐野 故雄君）  １１番、熊谷健作君。 

○議員（１１番 熊谷 健作君）  いや、ここ、ガイドラインにレベル１から５って書いてあるん

ですけど、これはもう具体的には分けてないということですね、この結果は。その辺もよくわか

らないんですけど、それで、この解消したとあるんですが、その後、その教師の方とかはずっと

見守っていってるんですか。 

○議長（佐野 故雄君）  学校教育課長、清家健志君。 

○教育委員会学校教育課長（清家 健志君）  アンケート調査につきましては、先ほど教育長も答
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弁しましたが、アンケートの方法等によって数字が変わって、実は変わってくる考えています。

アンケート調査は、調査のための調査ではなくって、保護者や子供たちとの信頼関係を結ぶ１つ

の手段だと考えています。学校へは、必ず調査を行ったら、言葉で言いますと、例えば教育相談

週間を設けたり、面談週間を設けたりして、全てフォローしてくださいと。 

 ただ、いじめの定義は若干、平成１８年度以降、定義が、調査の定義が変わっております。と

申しますのは、本人が一定の関係にある者から精神的な苦痛を受けたら、全ていじめという概念

でいきますので、７月調査の先ほど数字を報告し、その後、学校の先生方の対応で一定の解消を

してるんですが、またちょっと例えで言いますと、強い子供がおって、大きい声で言って不快な

思いをすると、また１２月調査ではいじめというふうなことが上がってきているのが現状でござ

います。しかし、それはもう理由になりませんので、引き続き加害者をつくらないというような

立場に立って、指導は繰り返しております。 

 以上です。 

○議長（佐野 故雄君）  １１番、熊谷健作君。 

○議員（１１番 熊谷 健作君）  時間がないんで、じゃ次の項目に行きますけれども、そのいじ

めの対応ですね。ふだんはどういうふうにされているのか。先ほどちょっと一部答弁がありまし

たが、具体的にもう少しよろしくお願いいたしたいと思います。 

○議長（佐野 故雄君）  学校教育課長、清家健志君。 

○教育委員会学校教育課長（清家 健志君）  ふだんの予防策はということでございますが、未然

に防ぐためには、いじめは人として絶対許されない行為であるということを学校教育活動全体を

通じて児童生徒一人一人に徹底することが必要だと考えています。社会性や規範意識、思いやり

など、子供の豊かな人間性を育み、いじめの加害者をつくらないよう、人権教育の計画的な実施

に努めています。 

 また、毎日の生活ノートや教育相談、教職員同士の情報交換などにより、いじめのサインを見

逃さず、早期発見、早期対応が大切だと考えております。 

 以上です。 

○議長（佐野 故雄君）  １１番、熊谷健作君。 

○議員（１１番 熊谷 健作君）  そういう答弁だと思うんですが、その後ですね。これは、今は

心理的とか身体的ないじめだと思うんですが、その問題なのはネットによるいじめですよね。そ

れについての対応策というのはやられていますか。 

○議長（佐野 故雄君）  学校教育課長、清家健志君。 

○教育委員会学校教育課長（清家 健志君）  今、議員御指摘のネット上のいじめというのも、今

特に中学生ではちらほら聞いておりますが、具体的にそれによって子供が不登校になったとか、
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そういう報告は実は受けておりませんが、今後、携帯電話あるいは家でのパソコンによってウエ

ブ上でのツイッター等も含めて、そういったいじめは十分もう考えられることだと思っています。 

 それはそれで、例えば携帯電話は今のところ小中学生原則持たせないということになっており

ますので、その辺の徹底を図ってまいりたいと考えているところでございます。 

○議長（佐野 故雄君）  １１番、熊谷健作君。 

○議員（１１番 熊谷 健作君）  携帯電話を持たせないというのはお聞きしてるんですが、私は、

もうこれは多分パソコンが多いと思うんですよ、逆に。お父さん、お母さんが使っているパソコ

ンを夜使うとか、そういったケースのほうが多いんじゃないかと思うんですよ。その携帯電話よ

りもですね。 

 だから、そういった対応について、専門家を呼んで研修会を開くとか、子供たちにそういう学

習の機会にそれを触れて、させないようにするとか、そういった対応策はされているんですか。 

○議長（佐野 故雄君）  学校教育課長、清家健志君。 

○教育委員会学校教育課長（清家 健志君）  今、学校現場では、ネット上のいじめに対しての子

供への指導というのは生徒指導主任を中心に一般的な指導になっておりますが、今教育委員会で

は、生徒指導相互連携推進委員会というのを立ち上げていまして、平成２２年度ですが、保護者

等を対象に、あるいは先生方を対象に、県警の生活安全課のサイバー犯罪対策室というところが

ございます。そこから講師を呼んで、保護者が中心なんですが、子供さんたちにはこういうこと

が懸念されるので気をつけてくださいよという啓発の講演会を２２年度に持ったところでござい

ます。 

 以上です。 

○議長（佐野 故雄君）  １１番、熊谷健作君。 

○議員（１１番 熊谷 健作君）  それはもう大変有効なことだと思います。やっぱり家庭がこの

場合は主だと思いますので、そうやって大げさにしていただくのが一番いいと思うんですけど、

２２年からされてないということで、次の機会はまたいつごろか、計画されているんですか。 

○議長（佐野 故雄君）  学校教育課長、清家健志君。 

○教育委員会学校教育課長（清家 健志君）  この生徒指導相互連携推進事業が、それぞれのテー

マを抱えていますので、昨年度は挨拶運動と困ったときはいつでもおいでのあのＳＯＳの家庭で

すね。ここの見直しを行いました。本年度は、不登校対策ということで取り組んでいまして、ち

ょっと今のところ、そのサイバー犯罪対策室を再度呼んで、毎年毎年ということは考えておりま

せん。 

 以上です。 

○議長（佐野 故雄君）  １１番、熊谷健作君。 
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○議員（１１番 熊谷 健作君）  ぜひ引き続き、こういったことについても取り組んでいただき

たいと思います。 

 次の質問ですが、事件が起こったときの対応ですね。これは日ごろの小さないじめもそうでし

ょうけれども、特に重大ないじめ、この場合の教育長さんが書かれていますけど、危機管理、リ

スクマネジメントですか、そのマスコミへの対応とか、そういうことを含めて、何か計画されて

いることがあるんでしょうか。 

○議長（佐野 故雄君）  学校教育課長、清家健志君。 

○教育委員会学校教育課長（清家 健志君）  次の事件が起こったときの対応はという御質問でご

ざいますが、今一番問題になっているのは、学級担任任せということが絶対だめであると、校長

のリーダーシップのもとに、生徒指導主任や学年主任、あるいは養護教諭、それから各学校に関

係しますスクールカウンセラー等により組織体制を確立し、教職員間の緊密な情報交換や共通理

解を図り、協力して対応することが大切だと考えています。 

 ９月に実施しました臨時の校長会では、いじめ問題への対応を組織的に行うために、各学校の

危機管理マニュアルの中に位置づけるよう指示し、教育委員会に提出をさせております。 

 以上です。 

○議長（佐野 故雄君）  １１番、熊谷健作君。 

○議員（１１番 熊谷 健作君）  そうやって、一人じゃなくて複数の方が対応するのが一番いい

と思うんですけど、それとあと、後段の重大な事件が起きないということだと思うんですが、も

し起きたときは、どういった対応されるか。 

○議長（佐野 故雄君）  学校教育課長、清家健志君。 

○教育委員会学校教育課長（清家 健志君）  重大ないじめがあったときのことでございますが、

暴行や恐喝等の重大ないじめにつきましては、必要に応じて児童相談所や警察等の関係機関との

連携も十分考えられます。 

 また、学校教育法におきましては、市町村の教育委員会は、他の児童生徒に傷害、心身の苦痛

を与える行為や、授業その他の教育活動を妨げる行為を繰り返し行う場合、出席停止を命ずるこ

とができるとされています。いじめの程度によっては、いじめられる児童生徒の教育を受ける権

利を保障するという観点から、出席停止の措置をとる場合も考えられます。 

 以上です。 

○議長（佐野 故雄君）  １１番、熊谷健作君。 

○議員（１１番 熊谷 健作君）  今、もう次の質問の答えを言っていただいたみたいなんですけ

ど、私が言いよるのは、その──もうそれはじゃいいです、前の質問は。起きないということで

されているんでしょうけど、それで、今言われたんですが、その場合の規定は、これをつくりな
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さいと、それで見ましたら、学校管理規則の８条にもうちゃんとつくってあるんですが、実際の

運用ですね。これ具体的な運用、それはどういったふうにするのか、そのルールづくりというの

はしていますか、出席停止について、学校長ただ一人に、その裁量でさせるということじゃない

と思うんですけれども。 

○議長（佐野 故雄君）  学校教育課長、清家健志君。 

○教育委員会学校教育課長（清家 健志君）  議員御指摘のとおりでございます。学校管理規則に

「別に定める」というふうに末尾にあると思います。出席停止制度のの運用要綱というのを具体

的には定めていまして、平成１４年１月１１日から施行するというふうに教育委員会では定めて

おります。 

 出席停止の措置をとる場合、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、出席停止の理由及

び期間を明示した文書を交付します。その際、教育長、校長、教頭、学級担任等が立ち会い、保

護者、児童生徒を同席させて、出席停止を命じた趣旨について説明するなどの配慮が求められま

す。 

 また、出席停止を命じた児童生徒の出席停止期間中の学習支援、その他教育上必要な措置を講

じることも必要だとされております。 

 以上です。 

○議長（佐野 故雄君）  １１番、熊谷健作君。 

○議員（１１番 熊谷 健作君）  今言われたのは、そのもう文科省から言われているその要件の

明確化、規定の整備、学習支援措置、その３つだと思うんですけど、その以前ですね。この子を

出席停止の措置にするべきかどうか、その判断はどこでするんですかという今質問なんですが、

学校の中で誰がするのですか、校長一人がするのですかということです。 

○議長（佐野 故雄君）  教育長、石尾潤治君。 

○教育長（石尾 潤治君）  出席停止についてお答えをいたしますが、出席停止は、教育委員会で

決定を最終的にします。その前提として、その事案につきまして学校から詳細な報告を受ける。

そのことが出席停止をしなければならない程度なのかどうかということを委員会、委員さん方の

御意見を聞きながら、最終的には委員会で判断をするという手続でやっております。 

 以上です。 

○議長（佐野 故雄君）  １１番、熊谷健作君。 

○議員（１１番 熊谷 健作君）  そういった事件が起きないのが一番なんですが、これをこうや

ってお聞きするのは、やはりそういった警察への通報とか出席停止の措置ということが非常にや

っぱり抑止力になると、日出町の教育委員会、学校は、こういったことがあった場合にはこうい

ったことまでやるんだと、その覚悟を示すことによって、事前にこれは抑止力になるんではない
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かということでございます。 

 ですから、そういったことをあんまり公に公表するのはおかしいんでしょうけど、端々でそう

いったこともあるんだぞということをやっぱり学校現場でにおわせていただくと、ちょっとまた

対応も違うんじゃないかと思うんですけど、その辺について、私は、教育長さん、あるいは教育

委員会の方にまたぜひお願いしたいと思っております。 

 それから、最後の質問ですが、結局、この前の文科省の調査結果が新聞に出たときに、学校の

先生方のアンケートとかも載っておりました。その中で、先生方が言われるのは、もう圧倒的に

時間が足りないと、もうそのいじめの発見や、その見守りについてまでの時間が足りないという

ことがもうほとんどの意見だったんですが、実際学校現場で、もう私もかねてから言っておるん

ですけど、その人が足りないんじゃないかと、だから、そういった面で、今の学校現場で本当に

何が足りないのか、人が足りないのか、時間が足りないのか、そのほかにもっと足りないものが

あるのか、その辺についてちょっとお聞きします。 

○議長（佐野 故雄君）  学校教育課長、清家健志君。 

○教育委員会学校教育課長（清家 健志君）  学級数に応じて教職員の定数が決まりますので、正

直、学校現場にはそれほど人的余裕も時間的余裕もありませんが、それがいじめへの対応ができ

ない理由にはならないと考えます。 

 教職員には、いじめはどの学校でも、どの子にも起こり得るという危機意識を持って、日ごろ

の子供たちとのかかわりの中で、いじめを受けている子供が発するサインを見抜くということが

求められると考えています。 

 以上です。 

○議長（佐野 故雄君）  １１番、熊谷健作君。 

○議員（１１番 熊谷 健作君）  もちろんそれは模範的な答弁で、それでちゃんといけばいいん

ですけれども、私は、その先ほどの数字も私は少ないと思うんですよ。本当はまだあるんじゃな

いかと思います。そのアンケートでも、子供がなかなか言えないところもですね。 

 それで、この前、大神中学にちょっと行かせていただきました。日出中学と比較したときに、

やっぱ大神中学は伸び伸びしていますよね。やっぱりその空間だと思うんですよ、やっぱり人数

が少ないという。日出中学の子供は、やっぱり私の何か目がおかしいかどうかわかりませんけど、

緊張感がありますね、やっぱ学校へ行くことについて。やっぱ緊張感を持っていってる子が多い

ですね。それはもうしようがない。それはもう物理的に、予算的にもう無理なんですから、それ

はもうしようがないんですけど、だから、あの狭い学校の中に閉じ込めるということが、やっぱ

りなかなかいじめというのはなくならないと思うんですよ。 

 だから、それを少なくとも少なくする。発見を早くして、重大ないじめにならないためには、
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やはりもう少し先生たちが余裕を持って、子供を見れる時間とか、見回りができる時間があった

ほうがいいんじゃないかと思うんですが、それには絶対予算が要りますので、それについて、教

育長、どうでしょうか。もう今ので十分足りていると思われますか。 

○議長（佐野 故雄君）  教育長、石尾潤治君。 

○教育長（石尾 潤治君）  今議員御指摘のように、それぞれ学校という１つの施設の中には、ゆ

とりという、それが人的なもの、あるいは時間的なもの、あるいはその箱物といいますか、空間

的なもの、そういうものについては非常に大事だというふうに思っております。 

 ただ、このいじめにかかわって、じゃ人が加配をされた、あるいはゆとりの時間的なゆとりが

確保できたからといって、そのいじめを見つけられるのかどうかということを私は各学校の校長

会、教頭会で話をしているわけです。確かに、学校現場としては、一人でも多くの教員を配当し

てほしいとか、あるいはもっと時間的な余裕が持てるようになってほしいという要望はあります。 

 私は、言っていることは、その目の前におる子供たちの実際の動きの中で、いじめに遭ってい

るんじゃないか、この子は最近どうも顔色がさえない、あるいは元気がないという、そういうと

ころを見抜く先生方の目が大事ではないと、あるいはいろんな友達とか、あるいは地域の声とか

いう、その中から早期発見につながるような情報を聞き取る耳がまた必要ではなかろうかと、そ

ういう意味で、それは人は多いにこしたことはありませんし、余裕が必要ということはもうわか

りますけれども、その前に、先生方はもう少し感覚的にそれを見抜く鋭さを持ってほしいという

要望をしております。 

 おっしゃるように、大きな学校とそれから小さな学校と若干ゆとりの時間的なものはあります

が、私は、それぞれの学校で教職員全体を拘束する時間をできるだけ減らしなさいというふうに

言っております。例えば、具体的には諸会議の時間を減らして、連絡あたりは、今もうそれぞれ

パソコンを通して校内でネットが組まれていますので、それを使って伝えると、一堂に会して話

をしなきゃならん時間、内容は極力減らすようにと、それで時間があれば、できるだけ子供の前

に立つ、それは中学校であれば部活であったり、課後の指導であったりですね。そういうふうな

ところから、いじめに関するいろんな情報を早期に先生方が把握するというような努力をしてほ

しいということをお願いしているところでございます。 

 以上です。 

○議長（佐野 故雄君）  １１番、熊谷健作君。 

○議員（１１番 熊谷 健作君）  そういった今教育長が言われるのは、その現場の努力だけで解

決していけばいいんでしょうけれども、日出町ではそういうことはないと思うんですけど、ほか

の学校で、いじめがあっても先生が見て見ぬふりをしてたとか、うわさに聞いてても全然取り合

わなかったとか、そういう事例もありますんで、それがその現場の努力だけで、今、日出町が大



- 66 - 

きな事件がないからいいんでしょうけど、今後もないという保証はどうなのかなという私は気が

します。 

 それで、よその事例なんですが、例えば保護者や地域住民の方がサポーターとなって、その学

校運営に参加していくと、サポーター制度、あるいはまた保護者や地域住民の方が学校運営に直

接参加するコミュニティースクール、そういったものが今あるようにあるんですよ。 

 ただ、そのコミュニティースクールは、なかなか組織自体がちょっと難しいんで、すぐには実

現しないと思いますけど、三鷹市では、いち早く好評な実績を残していると、東京の三鷹市です

よね。 

 だから、そういった熱心に取り組まれているところもありますし、また先ほど言いましたサ

ポーター制度についても、今、割と地域の方がそういったことについては興味を持っていただい

て、熱心にボランティアに参加してくれる人もいるんですが、やっぱり学校現場というのは、そ

ういった外部の人が入ってくること自体に嫌悪感、拒否感がやっぱあるんじゃないかと思うんで

すよ。 

 その辺がどうでしょうか、これから日出町でそういったサポーター制度、コミュニティース

クール、そのやっぱ提案として取り上げていただけるようなことが、考えがありますか。 

○議長（佐野 故雄君）  教育長、石尾潤治君。 

○教育長（石尾 潤治君）  じゃ、お答えします。 

 ２年前に、学校相談サポート会議というのを立ち上げて、日出町のほうも１０名ほどの委員さ

んにお願いをして、委員会という組織を持っております。これまでに、その委員会にかけなけれ

ばならないような重大な事案というのは発生をしておりませんので、年に１回集まっていただい

て、御報告は、１年間の御報告はさせていただいておりますけれども、皆さん方にかかわって相

談をする案件は現在のところできておりません。しかし、組織はつくっております。 

 以上です。 

○議長（佐野 故雄君）  １１番、熊谷健作君。 

○議員（１１番 熊谷 健作君）  今私が言う、そのサポート制度というんですが、日常的にその

複数の外部の方が学校の中を見守っていただくと、それで先生たちが目が届かない陰でこっそり

やっているようないじめについて発見するとか、そういった制度なんですけれども、それについ

ては、やはり学校現場としてはやっぱ嫌でしょうか。 

○議長（佐野 故雄君）  教育長、石尾潤治君。 

○教育長（石尾 潤治君）  確かに、全国のいろんな情報を私どもも見聞きする中で、荒れた学校

といいますか、非常にその教師集団だけではなかなか正常化できないという実態を踏まえて、お

っしゃるような地域の方、あるいは保護者の方々を校内に入れて、そして常時パトロールじゃな
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いですけれども、そういう学校教育を支援していこうという取り組みをしているところもありま

す。 

 ただ、日出町の場合は、今のところ、将来的にはわかりませんが、今のところはそういう状況

までございませんので、そういう事態になれば、そういうことも考えてみたいというふうに考え

ます。 

 以上です。 

○議長（佐野 故雄君）  １１番、熊谷健作君。 

○議員（１１番 熊谷 健作君）  おっしゃるとおりで、入ったことによって授業の妨げになって、

かえって子供が落ちつかなくなるということもあるんで、その辺は私もきょうはそういうことが

ありますよというお話だけで終わらせていただきたいと思いますけど、とにかく、今のところ日

出町ではそう大きな問題はないというような印象を受けているんですが、しかし、やはりいつそ

ういったことが起きるかわかりません。やはり私たちが見とっても、ちょっと心配だなという子

もいますしね。だから、そういった面については早目に早目に手を打っていただきたいと思いま

す。 

 人によると、どうせ社会に出たら人間関係で苦労するんだから、学校でそのいじめはあっても

いいんだというふうな暴論を吐く人もいますけど、私たちは絶対そういった意見にはくみするも

のじゃありませんので、少しでもなくなるように、それもしかも一過性のものじゃなくて、ずっ

と続けていただけるようないじめ対策をひとつ講じていただきたいと思います。 

 で、休みにします。 

○議長（佐野 故雄君）  いいですか。 

 お諮りします。一般質問の途中ですが、ここでしばらく休憩したいと思います。これに御異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐野 故雄君）  異議なしと認め、したがって、しばらく休憩します。午後１時１５分よ

り再開いたします。 

午後０時18分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時14分再開 

○議長（佐野 故雄君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問を続けます。１１番、熊谷 健作君。 

○議員（１１番 熊谷 健作君）  それでは、引き続き２点目についてお聞きをいたします。 

 教育委員会のことについてお尋ねをしたいと思うんですが、この教育委員会自体のことを取り
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上げるのは、この議会では初めてではないかと思います。ただ、最初に申し上げますが、私は、

教育委員会の方や教育委員会そのものを非難やら批判するものではございませんので、よろしく

お願いいたします。 

 教育を取り巻く諸問題から、今、教育委員会が大きくクローズアップされているのは事実です。

大津市での対応では、隠蔽したことに厳しい批判が寄せられました。しかしながら、マスコミや

世間が抱いているイメージや認識と実際の教育委員会や教育委員の方々の現状では大きく乖離し

ているのではないかと思われます。特に、民間から選任された教育委員の方は、そういった意見

にとても困惑されているのだと想像します。 

 そこで、質問ですが、教育委員会には、地教法ですか、２３条で１９目の職務権限があるよう

にありますが、それを踏まえて、そもそもの存在意義について簡潔にお答え願えればと思います。 

○議長（佐野 故雄君）  教育長、石尾潤治君。 

○教育長（石尾 潤治君）  午前中に引き続いてということですので、この席から答弁をさせてい

ただきます。 

 今議員御質問の教育委員会の存在意義についてでございますが、教育委員会は、法、いわゆる

地教行法と言われる法律が、この法に基づき、地方公共団体に設置をされている合議制の執行機

関というふうに位置づけております。 

 その執行に当たっては、次の３点が重要であります。まず、１点目は政治的中立性の確保、

２点目は継続性、安定性の確保、３点目は地域住民の意向の反映であります。教育委員会の存在

意義を簡潔に申し上げれば、この３点に尽きるかと思います。 

 中立性、安定性、継続性を確保するための仕組みとして、首長からの独立制、それから合議制、

そして委員の交代の時期が重ならないような任命等々考えなければなりません。 

 また、地域住民の意向の反映では、教育委員は、それぞれの地域の中から各界各層幅広く、偏

ることなく選任されるのが望ましい。最近、委員の中に保護者の代表として選任されるようにな

りましたのも、この考えに立ったものと考えます。 

 以上です。 

○議長（佐野 故雄君）  １１番、熊谷健作君。 

○議員（１１番 熊谷 健作君）  今、本当にわかりやすく説明していただきました。こういった

質問をするのは、やはり一般の方は特に何をされているのか、よく聞く組織ではあるけれども、

実際中身は何をされているのか、どういう組織というのが、なかなか理解をまだされていない方

が多いし、私たちもまだ半分も理解していないんではないか思っております。 

 それで、そういった大まかな今説明がありましたが、じゃ日出町の教育委員会として、今現状

というのはちょっと難しいかと思いますけれども、活動状況、どういった活動をされているのか、
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これも簡潔にお願いしたいと思います。 

○議長（佐野 故雄君）  教育長、石尾潤治君。 

○教育長（石尾 潤治君）  それでは、現在日出町の教育委員会の現状並びにその活動状況につい

てお答えをしたいと思います。 

 日出町教育委員会は、教育委員長、それから委員長職務代理がそれぞれ１名ずつ、そして教育

委員３名及び教育長の計６名の委員の組織となっております。 

 活動状況は、毎月１回の定例教育委員会及び教育委員協議会を開催しております。また、必要

に応じて臨時の教育委員会も開催をしているところであります。 

 そのほか、各学校への訪問や授業公開での現場視察のほか、入学式や卒業式、あるいは運動会

等をはじめ、学校内外で開催される教育的諸行事に出席をし、地域における学校への、あるいは

教育委員会への要望や課題の情報収集に努めているところであります。 

 また、年間を通しての業務として、教育事務の管理及び執行状況の点検評価を行っております。 

 以上が活動状況であります。 

○議長（佐野 故雄君）  １１番、熊谷健作君。 

○議員（１１番 熊谷 健作君）  今、活動状況について、会議のあり方から行事の参加等御説明

いただきましたが、学校現場のほうですね。どれぐらいの頻度で実際に足を運んでおられるのか、

それがわかればお答え願いたいと思います。 

○議長（佐野 故雄君）  教育長、石尾潤治君。 

○教育長（石尾 潤治君）  まず、定期の学校訪問につきましては、それぞれ年度はじめに１回開

催をしております。 

 それから、臨時としましては、今それぞれ各学校が学校開放という形で授業公開をしておりま

す。その中に委員さん方も積極的に参加をしていただいて、その学習の状況、指導の状況を見て

おります。 

 それから、また学力向上会議というのをそれぞれ設定しておりますが、その中にも各学校ごと

に教育委員さんが出席をするようになっております。 

 以上です。 

○議長（佐野 故雄君）  １１番、熊谷健作君。 

○議員（１１番 熊谷 健作君）  ということは、学校に行かれるのは、もう決まったその行事、

会議という場合がほとんどで、抜き打ちに突然行かれるというようなことはないんですね。 

○議長（佐野 故雄君）  教育長、石尾潤治君。 

○教育長（石尾 潤治君）  はい。一応それぞれ予定された行事について、会議等につきましては

御案内を差し上げますので、そのたびに出席をしていただいておりますが、抜き打ちに、例えば
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学校の様子を見たいというようなことであれば、もう委員さん方には遠慮なしに、どの学校であ

れ訪問してくださいというふうにお願いをしております。 

○議長（佐野 故雄君）  １１番、熊谷健作君。 

○議員（１１番 熊谷 健作君）  そうおっしゃられても、やはり若干の遠慮があるんじゃないか

と思うんですが、それであえて行こうという方は結構いらっしゃるんですか、それともやっぱり

遠慮なされる方が多いんでしょうか。 

○議長（佐野 故雄君）  教育長、石尾潤治君。 

○教育長（石尾 潤治君）  委員会を月に１回、定例を開催していますし、先ほど申しましたよう

に、教育委員協議会というのを開催しております。そのときに、それぞれ委員さん方から、その

学校についての情報交換等をします。それから、遠慮して、案内がないと行かないという方は今

は少なくなりました。もう積極的に、もう必要があれば、地区の学校だけじゃなくて、町内全域

の学校を対象に足を運んでいただくというふうにしております。 

 以上です。 

○議長（佐野 故雄君）  １１番、熊谷健作君。 

○議員（１１番 熊谷 健作君）  やはり別にその抜き打ちだから特別何かミスを見つけたという

ことはないと思うんですけど、やっぱり構えて行かれるのと自然のままを見られるのとでは、ち

ょっとやっぱ違うのかなというので、できましたら、そういったほうも積極的に行っていただい

たらと思うんですけれども、会議の協議内容ですけれども、議事録というか、それを一応今公表

するようになったんで、中身についてはまだ見させていただいていないんですけれども、一応項

目だけは書いてありますよね。その協議内容について、主に大体どういったことですかね。私が

お見受けすると、転入学、編入学が結構目につくんですが、ほかには大体どういったことを年間

行事として、議題として上げられているのか。 

○議長（佐野 故雄君）  教育長、石尾潤治君。 

○教育長（石尾 潤治君）  最近の委員会での協議事項としましては、今おっしゃるように、校区

外の変更、それから指定校の変更、そういうものについてが主であります。 

 しかし、最近協議をした中には、先ほど申しました評価検討委員会の報告事項、あるいは報告

書についてとか、あるいは今度予定しております給食調理場の委託にかかわる業者の選定委員会

の設置要綱等について協議をしております。 

 以上です。 

○議長（佐野 故雄君）  １１番、熊谷健作君。 

○議員（１１番 熊谷 健作君）  諸問題があるんで、その都度協議されていると思うんですけど、

いじめ問題についても、先ほど私が質問しましたけど、結構諮問があったり、結果を踏まえて御
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意見があったりと、そういったことは積極的にやっぱりやられているんでしょうね。 

○議長（佐野 故雄君）  教育長、石尾潤治君。 

○教育長（石尾 潤治君）  お聞きのいじめ問題だけじゃなく、学校の重点目標であります学力向

上、あるいは体力向上問題、対策、それからいじめを発生させないための手だて、こういうこと

については常時こちら側も資料を提供しながら、委員さん方の御意見を集約しておるところでご

ざいます。 

 以上です。 

○議長（佐野 故雄君）  １１番、熊谷健作君。 

○議員（１１番 熊谷 健作君）  では、次の質問ですが、日出町独自の教育方針とか教育目標が

あると思うんですが、私も何度か見させていただきましたが、これはどういった経過で、どうい

うふうに策定をされたのか、それを簡単にまたお願いしたいと思います。 

○議長（佐野 故雄君）  教育長、石尾潤治君。 

○教育長（石尾 潤治君）  日出町のいわゆる教育方針の策定についてですが、本年も年度当初に、

日出町の教育行政の基本目標としてベースにあるのは、日出町の総合計画の「人を大切にするま

ちづくり」であり、その中で「人を育てる」というところが中心に座っているわけでございます。

それに、国や県の指導内容とあわせ、地域の実態等を踏まえて、教育行政の本年度の重点課題、

あるいは具体的な取り組みを策定しているところであります。 

 策定に当たっては、先ほど申しました前年度の点検評価をベースにしながら、教育委員さん方

の御意見をもとに、各課がございますので、委員会事務局にですね。各課ごとに基本方針、基本

重点目標を定めて、それを教育要覧という形でまとめておるところでございます。 

 以上です。 

○議長（佐野 故雄君）  １１番、熊谷健作君。 

○議員（１１番 熊谷 健作君）  そうやって大まかな目標をつくって、細かく策定されていると

いうことですね。 

 ついでにお聞きしますが、何年か前の安倍政権のときに、教育基本法が改正になりましたよね。

それを踏まえての何か大きく基本方針が変わったとか、目標が変わったということはあるんです

か。 

○議長（佐野 故雄君）  教育長、石尾潤治君。 

○教育長（石尾 潤治君）  そのときそのときの政権の交代といいますか、そういう中で出されま

すけれども、私どもとしては、時の政権がどうのじゃなくて、いわゆる文科省、いわゆる国の施

策、あるいはそれを受けての県の施策、そういうものが直接私どもの教育行政の中に生かされて

いるというふうに考えております。 



- 72 - 

 以上です。 

○議長（佐野 故雄君）  １１番、熊谷健作君。 

○議員（１１番 熊谷 健作君）  そのときの国の方針とか県の方針が変化したということはない

んですか。 

○議長（佐野 故雄君）  教育長、石尾潤治君。 

○教育長（石尾 潤治君）  当然その当時の文科省の施策が変われば、私ども、先ほどの流れの中

で変わってきますけれども、やはり教育については、先ほど言いました継続、あるいは安定、そ

ういうものがありますので、国もそうころころ変わるような施策は打ち出してきませんので、基

本的には余り大きく変化はないというふうに捉えております。 

○議長（佐野 故雄君）  １１番、熊谷健作君。 

○議員（１１番 熊谷 健作君）  わかりました。 

 じゃ次に、教育委員の選任について、ちょうど選任の時期に今当たっているようですが、かね

てから、町長は教育委員の何人かは一般の方からというお考えをお持ちのようで、私は、それは

確かに本当にいいことだと思っております。昔といえば、全員が学校の先生の出身の方ばっかり

で、言葉は悪いんですが、教育村の中で相談されているような印象を受けておりましたが、それ

が一般の方が入られることで、新しい考え方も十分に反映されると思うんですが、町長は今後も

そういったお考え、例えば全員が一般の方というのはちょっと無理だと思うんですが、その辺に

ついてどういうお考えなのか、一言お聞かせください。 

○議長（佐野 故雄君）  町長、工藤義見君。 

○町長（工藤 義見君）  教育委員の選任についてのお問い合わせでございます。 

 ちょっと日本の戦後の教育委員会制度をちょっとだけ振り返えらさせていただきたいと思いま

すが、戦後我が国に導入されたこの現教育委員会制度でありますが、数次にわたっていろんな改

正がなされておりまして、その中には、教育委員の選任につきましても、昭和３１年に政治的中

立性の確保、そして一般行政との調和の実現を目的として、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律というものの４条の中で公選制が決まってきております。人格が高潔で、教育、学術及び

文化に関して識見を有する方を首長が議会の同意を得て任命すると、こういうことに今なってい

るのは御案内のとおりであります。 

 また、平成１２年の教育改革国民会議の報告におきましても、教育委員会の活性化に関する提

言がなされておりまして、教育委員の人選に当たって、年齢、性別、職業等に著しい偏りが生じ

ないように配慮するとともに、教育委員に保護者を含めるよう努めることと、こういうことにな

っておりまして、これも先年、保護者の代表として教育委員を選任し、今１人任期が切れて、次

の方に今かわってきておるのは御案内のとおりであります。 
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 当然のことながら、教育は、地域住民にとって大変身近で関心の高い行政分野であることは御

案内のとおりであります。また、特定の見方や教育理論の過度の重視など偏りが生じないように

する必要があることから、専門家のみで担うのではなく、広く地域住民の意向を踏まえて行うこ

とが必要だということにもなっております。 

 このようなことから、今後とも、教育委員の人選に当たっては、決して教育委員の教員の出身

者を避けるということではございませんで、広く人材を求めることを基本として選任していきた

いというふうに考えておるところでございます。 

 午前中から、あるいは先ほどまで、教育について大変御熱心な非常に深い造詣等、いろんな御

質問があっております。サポーター制度であるとか、コミュニティー制度、コミュニティーの学

校制度、あるいはまた学校教育のサポーター制度と、いろいろな御提案があって、私も、そうい

ろいろこうお聞きする中で、今の教育でいろいろ考えるべき課題があるんだなというふうに感じ

ております。 

 ちょうど私は、平成元年から平成４年の３月まで大分県教育委員会の総務課長という職を３年

間務めたわけであります。その間、大分県教育委員会の教育委員の選任、あるいはいろんなもの

についてもある程度勉強させていただいて、そしてまた今日出町長として、教育委員会の関係に

もかかわっております。そういう意味からしますと、私は、今までどおり、教育委員の選任につ

いては考え方を踏襲してまいりたいと、参考に申し上げたいと思いますが、別府市においては

５名中１名が教育関係者であります。杵築市にありましては、せんだって教育長が新たにかわり

ましたので、５名のうち２名、国東市教育委員会は５名のうち１名であります。 

 御指摘のとおり、全員が教員出身だということ自体が、私は若干課題があったと思います。私

は、むしろ１名か２名あればいい。日出町の場合は教育委員会は６名でございますから、そうい

う関係からいたしますと、１名または２名でいいんではないかと、そういうふうに考えて、広く

町民の御意向を教育委員会の中に反映させたいと、これが私の基本的な考えであります。 

 以上であります。 

○議長（佐野 故雄君）  １１番、熊谷健作君。 

○議員（１１番 熊谷 健作君）  大体お考えはこの前ちょっとお話ししたときにも伺ったんで、

大体のお気持ちはわかっておりますが、人物本位で選んでいただければと思っております。その

分、教員の方が悪いということでは絶対ないと思うんです。絶対一人二人はいないと、やっぱ運

営上困ると思いますので、素人の方ばっかしではですね。だから、その辺はぜひお願いしたいと

思います。 

 次に、先ほど教育長さんもおっしゃいましたが、教育の独立性、政治からの独立性ということ

なんですが、近ごろ、やっぱり改革派と自称する首長さんたちから、もっとその行政が教育にか
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かわるべきだと、中にはもうその要らないんじゃないかと、教育委員会自体が要らないんじゃな

いかとおっしゃる方もいますし、また教育委員を公選制に戻すべきだと、そのいろんな意見があ

るんですが、今この独立性というのが非常に揺れている状況ではないかと思うんですけれども、

それについて、まず最初に教育長さん。 

○議長（佐野 故雄君）  教育長、石尾潤治君。 

○教育長（石尾 潤治君）  おっしゃるように、大津の例の事件への対応のまずさ、これが学校も

そうでしたし、教育委員会もそうでしたので、非常に世間から教育委員会の存在、あるいは特殊

性、そういうものについて問われてきました。おっしゃるように、今全国では、教育委員会制度

というのを見直したほうがいいんじゃないかという御意見があるのを承知しております。 

 日出町の場合はどうかというふうにおっしゃると思いますので、一般的に教育委員会というの

は、御案内のように、地域の学校教育、それから社会教育、それから文化、スポーツ等に関する

事務を担当する機関として、学校の設置、それから管理、それから教育事業の実施を担っており

ます。一方、首長のほうは、教育委員の任命、先ほど申しました教育委員の任命、あるいは教育

に関する条例案の提案、それから予算の編成、執行に関する事務、そして財務に関する事務を担

っております。 

 このように、いわゆるすみ分けがあるとはいえ、教育行政を執行する上で予算を伴うことが大

変多ございます。したがって、首長と教育委員会というのは、常に連携、協力していかなければ

ならないということは、これはもう言うまでもありません。 

 日出町の場合も、町長さんのお計らいによって、学校教育の施設の改善ということで、豊岡小

学校の校舎改築をはじめ、各学校の耐震工事等に伴う膨大な予算措置をしていただいております。

そういう面で、ハード面の部分を町長部局のほうで、そして私どもとしては、どちらかというと

ソフト面の充実、それが子供たちにとっての教育環境の整備につながるんではなかろうかという

ことで、両者が連携、協力をしながら今日出町の教育を進めておるところでございます。 

 最初に申し上げましたが、教育行政の特性としての中立性、継続性、安定性からも、一定の独

立というのは保たれるべきでありますし、現在、日出町もその独立性が保たれていると、そうい

うふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（佐野 故雄君）  １１番、熊谷健作君。 

○議員（１１番 熊谷 健作君）  最後の部分は本当の話でよろしいんですね。 

 町長も、先ほど自分でおっしゃられていましたが、教育についてはかねてより一家言持たれて

いるんで、ぜひその辺も町長はどういうふうにお考えか、お願いしたいと思います。 

○議長（佐野 故雄君）  町長、工藤義見君。 
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○町長（工藤 義見君）  まさに、私は、時代が中立とか、中立、なかなかわかりにくいんであり

ますが、時代の進展といろんな状況を十分見つめながら、私はそういう事態に即応しなきゃいけ

ないと、そういうふうに思っております。ですから、中立といっても、やっぱり若干の私は動き

があると、そういうふうに思います。 

 そういう中で、今まさに日出町の状況を見ましたときに、教育委員会に置かれた立場は、やは

り教育長を中心にしながら、独立性は当然保っていただくとしても、リーダーシップとこの行政

手腕を大いに発揮する。若干今まで教育分野だと思われたとこについても、行政部分に少し入っ

ていく。私のほうも、行政、行政と言うんじゃなくて、教育のほうに若干、余り介入ということ

にはなりませんが、やっぱり関心を持ってかかわっていくと、この双方の関係がなければ、私は

円滑な町村運営、あるいはまた教育委員会の運営というのは無理だと思います。 

 そういうことからすると、まさに、私は、大分県の中で模範的というかどうかわかりませんが、

先般、津久見市で行われました。教育長に行政関係の職員を配置して、そのほうが、教育委員会

関係からまた副市長さんのほうに異動されたと、教育長のとき、かなり思い切っていろんな提言

や踏み込んだ発言をされたと思います。私は、そういうことも１つの見本であろうと思いますし、

また、杵築市の教育長さんが、また公募制というか、若干そういうことを含めて行われたと、そ

ういうことを考えていくと、私は、時代の中に日出町がどういうその即応、対応していくかとい

うことについては、今後とも十分考えていかなきゃならぬと。 

 そういうことで、くれぐれも気をつけなくてはいけないのは、教育の内容について行政がいろ

いろ申し上げるということは、私はいかがかと思います。やっぱりそこに専門性を持った方々が

多々いられるわけでありますから、それはそういう皆さん方の中でしっかり十分議論を尽くして、

それぞれのしっかりした方向を定めた上ので教育は、私は日出町で行っていただきたいと、そう

いうふうに思っています。 

 以上であります。 

○議長（佐野 故雄君）  １１番、熊谷健作君。 

○議員（１１番 熊谷 健作君）  今お二人のお話をお聞きしますと、かなりの部分では重なって

いるとは思うんですけど、若干の温度差もあるようにお見受けします。 

 ただ、独立性といっても、今の時代でなかなか御批判が集中するのは、もう何度も言いますけ

ど、大津市なんかでも最後は女性市長が陳謝されていましたんで、どうしてもやっぱり首長も一

緒の御批判を受けるようになると思いますので、ある程度のその強要するような介入は避けてい

ただいて、やっぱり教育全体にも責任を一緒に持っていただくということは必要じゃないかと思

いますので、できたら、もう少し御両者でいろいろ御協議いただいて、方向は一緒だと思います

ので、正しい方向にお願いしたいと思います。 
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 最後に、その教育委員会が日出町の教育全体にどういった主導的な役割を担っていらっしゃる

のか。先ほど活動状況とかずっとお聞きしましたんで、大体のことはわかるんですが、本当に教

育委員会が中心となって主導的な役割をされているのかと、結局、つまるところは教育長さんと

担当の教育総務課、学校教育課がやられているのかなという印象が若干あるもんですから、その

辺について、簡潔にまたお答えをお願いします。 

○議長（佐野 故雄君）  教育長、石尾潤治君。 

○教育長（石尾 潤治君）  いわゆる教育委員会の主導的な役割と申しますか、先ほども申し上げ

ましたように、教育委員会そのものが、いわゆる合議制として機能しているわけでございますね。

したがって、いろんな懸案事項につきましては、教育委員会にお諮りをして、委員さん方の御意

見を聞きながら、そこで結論を出すと、その決まりましたことについては、具体的に事務局のほ

うで執行をしていくというふうな流れで進めておるわけでございます。 

 教育委員会も、定例会以外に自由に各個人が自分の思いを言えるということで、協議会の設置

もしたわけでございますので、委員さん方の御意見、これは十分教育委員会の組織としても機能

しておるというふうに考えております。 

 ただ、私ども、これまでいろんな事業を進めてまいりますが、教育委員会だけで事が進むとい

うことはなかなか今はもうありません。例えば、先ほど御質問にもありました子育てとか、ある

いは就学前教育であるとか、そういうことについては、当然それを担当する福祉対策あたりと連

携をとらなければなりませんし、校舎建築ということになれば都市建設課とか契約検査室とか、

いろんな町長部局の組織とも協議を重ねながらやっていかなきゃならんと、それから生涯学習課

も、委員会の中に当然課長が出席をします。 

 したがって、教育行政全般にわたって、教育委員さん方は、それについての御意見、あるいは

質問等を出しながら、決定をしながら行政を進めておりますので、ここでいう主導的な役割とい

うことは担っているというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（佐野 故雄君）  １１番、熊谷健作君。 

○議員（１１番 熊谷 健作君）  何か事があると、もう何遍も申しますが、批判が集中するのは

教育委員会なんですけど、その割に、法律や条例ではその決められているとはいいながら、実際

の本当の実質の権限とか責任がいま一つ見えてないのかなという気がするんです。 

 ですから、もっと積極的にどんどん活躍していただけるような教育委員会を主導していただけ

ればと思うんですけど、そのためには、皆さんやっぱり職業を持たれていますし、お忙しい方も

いらっしゃいますし、その報酬もですね。やっぱりちょっとその金額的に申しわけないんじゃな

いかなというのは私もかねてから思っているんですが、それにやっぱりいろいろ見学とか視察も
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していただくためには、今、毎年１回視察に行かれているんですかね。それ、視察の件だけ、ち

ょっとお答えください。 

○議長（佐野 故雄君）  教育総務課長、宇都宮敏樹君。 

○教育委員会教育総務課長（宇都宮敏樹君）  ただいまの御質問ですけれども、１年に１回という

ことで、隔年で実施をしております。 

○議長（佐野 故雄君）  １１番、熊谷健作君。 

○議員（１１番 熊谷 健作君）  ですから、もう今はこういう時代ですので、積極的にやっぱり

見ていただくということも必要なんで、隔年じゃなくて、毎年行っていただくとか、活動費、調

査費をもう少しつけていただけると、私ももう少し教育委員会の方にいろんな御意見も言えるん

じゃないかと思うんですけれども、その予算のことについてはどうでしょうか、そちらのほうは。

町長部局のほうは、予算をもうちょっと考えていただける余裕がありますでしょうか。 

○議長（佐野 故雄君）  財政課長、高倉伸介君。 

○財政課長（高倉 伸介君）  教育委員会と十分協議してまいりたいと思います。 

○議長（佐野 故雄君）  １１番、熊谷健作君。 

○議員（１１番 熊谷 健作君）  ここでいろいろ論じてもしようがないんで、担当委員会に、ぜ

ひ委員長さん、こういったことも議論していただければありがたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

 最終的に、結論で言わせていただくと、もう少し一般の方に見える形で、教育委員会が、何が

できて何ができないかと、方向性はどういうふうに向いているんだとか、そういったことを明確

にするためにも、もう少し広報とかにも力を入れていただいて、活動状況を見せていただけると

ありがたいと思っております。よろしいでしょうか。 

 では、最後の質問に参ります。最後は、公共事業の用地交渉のことについてでございますが、

通告にありますように、現在、町発注の事業で用地交渉が難航している箇所は何カ所か、そのう

ち国、県からの補助事業は何カ所か、それをお答えください。 

○議長（佐野 故雄君）  都市建設課長、川西求一君。 

○都市建設課長（川西 求一君）  熊谷健作議員の御質問にお答えいたします。 

 現在、今御質問で難航という表現に変えさせていただきまして、現在町発注事業で継続して事

業協力への交渉を行っている路線については７路線で１０カ所、そのうち国庫補助事業は、計画

路線を含めて４路線で７カ所でございます。 

○議長（佐野 故雄君）  １１番、熊谷健作君。 

○議員（１１番 熊谷 健作君）  今、課長からお答えいただきましたけど、以前はこれほどなか

ったように私は思うんですよ。国、県の直轄事業を含めても、そうなかったと思うんですよ。繰
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越明許費というのがありますよね。これ今資料を持っているんですが、これについても、昔はこ

んなに繰り越してなかったと思うんですよ、本当に。これ出すときにも、昔はやはり申しわけな

さそうにそっと出してたもんですけれども、これは今は堂々と、これだけ繰り越しているんです

よというふうに出てるんですよね。それは何でですかなというのが私の率直な疑問でございまし

て、何でこれが、今交渉が難しいのか。 

 １つは、社会環境が変わったのはあると思うんですよ。昔の人とやっぱり公共事業に対する認

識も変わってきたこともあるでしょうし、それで、当時は──当時というか、昔は地域、地域で

有力な方、あの人が言えば大体話がまとまるとか、世話をやく方がいらっしゃったのが、それが

もうだんだんいなくなったと、そういった原因は私も思いつくんですが、それにしてもちょっと

多いんじゃないかと思うんですよ。 

 何でこれをわざわざ言うかというと、補助事業が今４路線７カ所ですよね。これ、補助事業と

いうのは、国、県から来るお金ですよね。これ今やらないと、どんどんほかの新規事業ができな

いわけですよね。日出町は今これだけ予算をつけてるのに消化してないから、次の事業は認めま

せんよというのが国、県の態度ですよね。それは間違いないですよね。だから、これをしないこ

とには、新しい事業はできないわけですよね。だから、停滞するわけですよね、地域が。これ必

要な事業なんでしょう。不要不急な事業じゃないですね。町長、必要だからやってるわけですね。

これ、これから先、もう本当に国、県もお金がなくなってきてるんで、補助事業がいつまでもあ

るかわからないんですよね、これ政権がかわったにしても。 

 ですから、私は、これ今市町村が一生懸命競争している時代で、とにかく事務能力の処理、こ

れがやっぱり競争に勝つ手段だと思うんですよ。次から次に用地交渉を解決して、事業をつけて

いただいて、それを消化して、また新しい事業に取り組むと、これが新しい今からの地方自治体、

今までもそうですけど、特に今からはそれが必要な地方自治体のあり方だと思うんですが、その

根本的な原因は何で、それをどういうふうに解決しようとか思われていますか。課長でも町長で

も……。 

○議長（佐野 故雄君）  都市建設課長、川西求一君。 

○都市建設課長（川西 求一君）  まさに、その状況、情勢につきましては、今議員がおっしゃら

れた内容がほとんどでございます。用地交渉につきましては、本当まず計画段階から地域の方に

御理解をいただいた中で、いろんな内容について合意形成を図らなければならないと、昔はそん

なに、件数そのものも少なかったとは思うんですけれども、昨今、この繰り越しを毎年度お願い

している中で、非常に我々執行担当課といたしましても反省すべき点でございます。それで、当

然、道路等についての用地については、九分九厘が終わって、あと一厘が終わらなくては、もう

ほぼゼロに等しいという性格のものでもございます。 
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 それで、この御質問が提言されてから、その根本的な解決策というのも我々のほうでも検討し

ているわけなんですけれども、これまでの反省点等を含めた中での対策、考え方といたしまして

は、当然これが怠ってたというところもございましょうけれども、事業遂行そのものを行う上で

常に厳格なスケジュール、これは我々がスケジュールをある程度何年度計画ということを持ちな

がらも、今年度の危機感、今年度ここまでをしなければ、今言った住民の負託に負えないといっ

た、そういった厳格なスケジュールを樹立した中で、その中で皆さんの御提言を求めたりとか、

密接な接触を行うなどして、そのスケジュール管理の中で町が一丸となって解決の努力をしてい

かなければならないと痛切に感じております。 

○議長（佐野 故雄君）  町長、工藤義見君。 

○町長（工藤 義見君）  一部私からも補足をさせていただこうと思います。 

 やはり今町でやっている補助事業関係は、大きい事業がございます。例えば、内野深江港線、

深江、あれが１.７キロ、１.２キロ区間をやっています。１６メートルぐらいの拡幅であります。

やはりあの立ち退き等当然生じています。例えば、広域農道で大神の照川のほうが、広域農道が、

この工事ができていないところがあります。ああいうところも、積極的にきちっとした道路のネ

ットワークをしっかりしていこうということで今やっております。そういうことでありますので、

かなり用地交渉と用地の立ち退き、あるいは相続、いろんな難しい問題を抱えております。 

 言われるとおり、私もその点を非常に心配しております。いつまでも今のを抱えて、他地区に、

やっぱ５年といえば５年で済ませないと、他地区が行えない。そういうことですから、今内部的

に集中して、一丸となって、そこにかかっていくように、担当が、ことしできんじゃったけん、

来年、再来年と引き延ばしするということは許されないと、町長以下副町長、全職員が一体とな

って、やっぱり用地交渉に当たるように、そういうふうに、あるいは計画期間どおりに、今さっ

き言いましたが、事業計画をスケジュールどおりにやれるように、そうしなければ、繰越明許費

で議会の皆さん方にお願いするわけであります。 

 そういうことでありますから、例えば、今内野のほうにできております笹尾松ケ鼻線でありま

す。ああいうところも途中で非常に土地、あの家の移転とか相続とかあって起こっています。そ

れでも、私は、ある程度残してでも強行して、年限以内にやるようにということで今やっており

ます。 

 今後は、もう少し具体的な期間、スケジュールを明確にして、進行管理を明確にして、やっぱ

りできるだけ繰り越しをしないという方向で内部でやるということで、内部的に相当論議してお

りますので、ある程度やむを得ないところはもうそのまま残して、他に移るということを考えざ

るを得ないと思います。 

 いろいろ課題が多い中で、若干事業量も多いということが１つ、それから今土地を提供してい
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ただいて道路をつくっている部分が多々あります。そういう分からしますと、若干職員の皆さん

方の過重な労働的な、過重的なものがあるものはありますが、やっぱここはしっかり踏ん張って、

やっぱり日出町がよくなると、さっき午前中にも課題になりましたが、やっぱり人口がふえると

いうことは、やっぱその辺のところの道路のネットワークをきちっとして、住みやすい町をつく

っていくと、その中にまた安い土地が提供されて、ここにまた家が建ってくると、そういうこと

をやはり基本的に日出町の発展の方策というふうに考えておりますので、今後とも、今言われた

点はもう重々注意しながら努力させていただきたいと思います。 

 以上であります。 

○議長（佐野 故雄君）  １１番、熊谷健作君。 

○議員（１１番 熊谷 健作君）  その１点、町長の答弁の中でお聞きしたいんですが、その今よ

くやられている用地の無償提供ですね。これは補助事業についてもやられているんですか、お願

いをしているんですか、補助事業についても。 

○議長（佐野 故雄君）  町長、工藤義見君。 

○町長（工藤 義見君）  補助事業についてはないと思います。（「そうでしょうね」と呼ぶ者あ

り）あくまで、当地の用地をいただいておるところは、３年、５年、町として計画がないと、で

すから、どうしても道が欲しいとか、いろんな皆さん方の要望があれば、皆さんの御同意があれ

ば、町としても、そういう地元の皆さんの気持ちを推しはかって、率先、優先してやりましょう

ということでありますから、補助事業の中はほとんど皆ちゃんと補償で用地交渉によって行われ

ております。 

 以上です。 

○議長（佐野 故雄君）  １１番、熊谷健作君。 

○議員（１１番 熊谷 健作君）  それと、今町長のお話の中でもう一点、相続の問題で大変だと

いうのも、それは私もよく聞くんですが、だから、そういったことを踏まえて、やはり私も、内

部、中だけで頑張るのは、それは当然頑張っていただくんですけれども、システム的にちょっと

無理な時代に来ているのかなと、もうある程度外部の力とかＯＢの方とか、そういった何か外的

なその団体とか、その人間の方にお願いするというか、その発注するとかですね。なかなか今の

その人員だけでできないからとどまっているんですよね。停滞しているんですよね。ですから、

そういうシステム自体の何か変更というか、その拡大するとか、そういったお考えはないですか。 

○議長（佐野 故雄君）  町長、工藤義見君。 

○町長（工藤 義見君）  もう言われるとおりであります。職員で、一人で自分でやるなんていう

のは、もう到底できません。ですから、議員、ここに皆さんおられます。あるいは区長さんや地

域のいろんな世話人がおります。やっぱ積極的にそういう方々と相談して、力を合わせてやって
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いくことが、私は最短距離と思います。今まで職員が持ってて、いつまでも持っててもどうにも

なりません。やはり解決のためには、多くの皆さん方の知恵や力をかしていただくと、これがも

う最優先すべきことだと思います。 

 これは内部的にも相当徹底していっておりますが、いろんな点で助言とか、路線ごとにいろい

ろありますから、助言等があれば、こういう人に相談したらというようなことで、ぜひお力をい

ただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（佐野 故雄君）  １１番、熊谷健作君。 

○議員（１１番 熊谷 健作君）  それで、法的な問題はやっぱり法律家に相談するとか、やっぱ

そういった方向のほうが、いち早くしていただくほうが簡単だと思いますし、何度も町長が言わ

れたように、全庁的とおっしゃいますけど、よその課がそうですね。福祉関係の課がするわけじ

ゃないんで、事業課が、今都市建設課長が答弁しただけですけれども、ほかの事業課も一緒にな

って、このやっぱ根本的な原因と対策を一度協議していただいて、一刻も早く今の事業が完成す

るように御努力をお願いしたいと思います。 

 では、これで質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（佐野 故雄君）  ４番、工藤健次君。 

○議員（４番 工藤 健次君）  ４番、工藤健次です。通告に従い一般質問を行います。 

 はじめに、職員研修についてですが、職員研修については、平成２２年９月議会で民間企業へ

の派遣研修をということで熊谷議員が質問し、そのときの答弁は「積極的に検討します」とのこ

とでした。その後、どのように検討しましたか、少しでも取り入れましたか。 

 職員研修も計画どおりやっているとは思いますが、実務的な研修から民間的な研修等数多くあ

りますが、話を聞くことも効果はあります。しかし、体験研修をすることによって、話だけでは

わからなかった部分がわかり、そこに入って初めてわかることも数多くあり、また入らないと絶

対にわからないこともあります。 

 官と民の格差が問題になっており、民間企業等は非常に厳しい状況であり、企業、それから農

林水産業等への体験型の研修をふやせば、今企業等がどうなっているのか、また町民の声、考え、

困っていることがわかるはずです。長年の行政の仕事からの考えや発想とは全く違う民間的な考

えや発想につながっていくものと思います。 

 今、行政に必要なのは民間型の考えや発想が求められているのに、何も変わらないでは、町民

のほうは行政に失望してしまいます。したがって、職員研修に体験型研修を多く取り入れて、よ

り効果的な研修にしていただきたいと思います。 

 町長は、９月議会で「３期目の町政運営の中で、２期８年間で、職員の意識改革などを通して
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一定の成果を上げることができた」と答弁しています。今期、協働のまちづくりを掲げており、

行政と町民が一体となった町政運営が体験型研修等でできると思いますが、先にこの体験型の職

員研修について町長の考えをお聞かせ願いたい。 

 職員研修の対象者、それから回数、内容等については、町長の後に御答弁を願いたい。 

 あとの質問は質問席で行います。 

○議長（佐野 故雄君）  町長、工藤義見君。 

○町長（工藤 義見君）  ただいま工藤議員の職員の研修についてのお問い合わせがありました。 

 私は、朝から、あるいはまたこれまでにも、いろんな行財政改革１次、２次にわたっておりま

す。特に、２次については、やっぱり給与問題と、あるいはその研修、研修問題といいますか、

職員の体質改善というか意識改革とか、そういうものを最重点にしているということを申し上げ

たとおりであります。 

 その中に、いろんな研修があります。その中に、１つに体験型の研修があると、そういうふう

に思います。私も、体験を通して非常に貴重ないろんなものを学ぶことができます。座学といい

ますか、いろんなお話を聞いただけでわかりにくい部分が多々あるわけであります。非常に私も

そういう点を重視して、今研修計画をとっております。 

 後で、中身については担当課長からお話をさせていただきますが、いずれにしても、職員の意

識改革は第一であると、職員が率先して町民の先頭に立って行政サービスに当たっていく、これ

がもう最大の日出町の課題であると、もうこれまでいろんな形で改革は多少ずつは進んでまいり

ましたが、この意識改革というものはちょっと時間がかかるわけで、一人一人の考えや見方、そ

ういうものを少しずつでありますが変えていくことになります。従来型の行政の踏襲であっては

ならないと、こういうことであります。 

 そういうことからすると、今議員が言われたのは非常に貴重な御意見であります。十分今後そ

ういうものに対して、研修計画を練ってまいりたいと思います。 

 以上であります。 

○議長（佐野 故雄君）  総務課長、木付尚巳君。 

○総務課長（木付 尚巳君）  それでは、工藤健次議員の職員研修の対象者と年間の回数等々の御

質問にお答えをしたいと思います。 

 まず、日出町では、平成１７年度ですか、行財政改革に取り組んできまして、あらゆる経費の

見直しをしまして、財政基盤の回復といいますか、一定程度の成果をおさめております。 

 平成２２年度から第２次の行財政改革プランを実行中であります。その中に、改革の柱が６つ

あるんですが、第１次で財政基盤等の見直しができましたので、第２次では役場内部の組織とい

いますか、職員にも目を向けまして改革を進めております。その中で、改革の柱の１つに職員の
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意識改革と人材育成というのを掲げております。職員研修に積極的に取り組んできております。 

 予算につきましても、平成２１年度は５７万円程度の予算でありましたが、今年度、平成

２４年度は１４８万、現時点で予算的に１４８万と、約３倍程度に予算を膨らませております。 

 それと、平成２２年度から研修担当の非常勤職員を１名雇用しております。その年度から早速、

これまでの大分県市町村研修センターの研修に加えまして、町独自の研修に積極的に取り組んで

おります。 

 まず、平成２２年度、その年度から、当時の大分銀行の会長であります小倉義人氏を講師に招

きまして、管理職を対象としましてトップマネジメント研修を行っておりますし、同じくその年

度、新採用職員の研修として、ハーモニーランドで現場体験を実施させております。 

 平成２３年度におきましても、引き続き町独自の研修に積極的に取り組んでおりまして、中堅

職員や若手職員といった各階層別の研修とあわせまして、専門的な実務研修を計８回実施しまし

て、人数的には、延べですが３４４名と、これ全職員を集めて研修したこともありますので

３４４名とかなりの人数になっております。 

 これ以外に、従前から行っております大分県職員研修センターの研修につきましても、町独自

の研修ではできない講座もありますので、これにも職員を参加させております。これにつきまし

ては、２３年度３０回の研修で、延べ７０名が受講しております。研修の内容につきましては、

各階層別の基本研修、それから行政リーダー育成のためのステップアップ研修、各担当業務に応

じた行政実務研修、それから職務能力向上研修、研修指導者養成研修、それから先ほども御指摘

ありましたが、派遣研修としまして、財団法人自治研修協会と、あと株式会社トキハへ２名職員

を派遣しております。 

 このほかの派遣研修としまして、地方自治制度を研修するために、千葉県の市町村アカデミー

というところ、場所があるんですが、ここへ係長級の職員を１名、９日間派遣をしております。

この職員につきましては、その後、日出町の独自研修や市町村職員研修センターで講師を務めて

おるような状況であります。 

 なお、２４年度、今年度の研修につきましても、４月から大分県市町村振興課へ１名、１年間

の予定で派遣をしております。これについては、給与や市町村の法務支援等の実務研修を現在行

っているところであります。 

 それと、町独自研修について、今年度、講師の幅を広げまして、民間のキャラクターデザイン

の会社の代表者を講師に招いて、キャラクターづくりを通して表現能力の向上や新たに挑戦する

という意識改革を図ることを試しているような状況であります。 

 このほか、これも今年度の事業なんですが、地域貢献型の職場外研修といたしまして、辻間団

地東区のふれあい農園に出向きまして、農作業体験を通して地域づくりについての研修を行った
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ところでございます。 

 議員御指摘のように、民間型、体験型研修というのはまだまだ少ないかもわかりませんが、今

後積極的に取り入れて、職員一人一人のスキルアップにつなげていきたいと考えております。よ

ろしくお願いします。 

○議長（佐野 故雄君）  ４番、工藤健次君。 

○議員（４番 工藤 健次君）  今総務課長の説明で、研修をしているのはよくわかるんですけど、

やはりまだ民間型の体験、外に行かなくても、やはり町内でいろいろそのやっぱできると思うん

ですよ。そこに入って、先ほど言ったように、やはりその話を聞いただけでは絶対にわからない

部分があるんで、やはりそこに入れて、業務だけやなくて、やはり声を聞いたり、その業務を体

験することによって、わからないことがわかってくる。それがまた行政に生かせるという、こう

いう仕組みにやっていただきたいんですけど、そこら辺、比率的にはどうなんですかね。今まで

こうやってきたその研修の中で、やはり業務上の比率が高いんでしょうね。その業務上のね。そ

こ辺をちょっと、大体比率は何％ぐらい、やっぱ業務上が多いんですかね。 

○議長（佐野 故雄君）  総務課長、木付尚巳君。 

○総務課長（木付 尚巳君）  役場の業務に関係する研修ということですね。８０％を超えるんで

はないかと思っております。この率をなるべく下げるように、民間型の研修もどういうものがで

きるのか、勉強しながら取り入れていきたいと思っております。 

○議長（佐野 故雄君）  ４番、工藤健次君。 

○議員（４番 工藤 健次君）  やはり、やっぱ８０％ぐらいということなんで、やはりもっとそ

れを半分ぐらいでいくように、ぜひもう早急にやっていただきたいと思います。 

 先ほどから議員の質問にも、こう森議員とか出てきたように、やはりこの民間的なそういうア

イデア、発想が出てこないと、今までずっとこう行政で２０年も３０年もやってきて、それは研

修をいろいろ、その業務的な研修は受けても、やはりその民間的な発想にいかないと、斬新的な

アイデアとか、そういうところに結びつかないと思うんで、こういう質問をしたんですけど、ぜ

ひその職員の意識改革とか、そういう面からも積極的にですね。そのやはり地元でいいと思うん

ですけど、その遠くへ行かなくても、地元の中に入っていけば、いろんな声も聞けるし、やはり

その業務はこの町内の業務的なことが主になってくるんで、やはりその困っていることとか、そ

ういう町民の声とか、やはりその企業や農林業のそういうわからない部分も知って、その中で行

政に生かしていただきたいと思うんですけど、もう一度そこら辺を……。 

○議長（佐野 故雄君）  総務課長、木付尚巳君。 

○総務課長（木付 尚巳君）  午前中からの一般質問の中でも出てきておりますが、３万人の町を

目指すためには、役場という組織が政策集団にならなければならないということも考えておりま
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すので、そのためには、職員一人一人のスキルアップがぜひとも必要であります。と、あと、議

員さんがおっしゃるように、発想の転換ですね。必要であると考えております。 

 でありますので、今後検討させていただいて、積極的に取り組んでいきたいと思っております

ので、よろしくお願いいたします。 

○議長（佐野 故雄君）  ４番、工藤健次君。 

○議員（４番 工藤 健次君）  町長、では、今やるということやったんですけど、もうできるだ

けですね。その熊谷議員が２年前にそういうあれをして、２年前にそういう体験型の研修、そう

いうことを言っていますので、それからそこで検討するということになっていたんですけど、あ

れからあんまり進んでいないように多分思いますので、できるだけ職員をみんなそういうところ

に入れて、声を行政に反映させていただきたいと思います。最後にもう一回、町長。 

○議長（佐野 故雄君）  町長、工藤義見君。 

○町長（工藤 義見君）  ありがとうございます。 

 私は、研修というのはジョブトレーニング、毎日職場において、朝来て帰るまで、ここで本来

の研修を毎日積み上げていくというのが、私は基本だと思っています。 

 したがって、やっぱり職場の中で研修をするということは、管理職、課長とか、あるいは中間

管理者とか、あるいは係長、いろんな人たちがそういう人たちをお互いに高め合うような、スキ

ルアップするようなこの体制をしっかりして、毎日の仕事の中で私はこれを実現していくことが、

私は基本だと思います。 

 そういうためには、やっぱりそのためには、この管理職の職員が自分の考えを明確に職員に伝

えること、ですから、朝礼を必ずすること、何を考えて、どういうふうに自分は考えて、また、

あるいはまた皆さんがどういうことをやってきたとかいうことについて報告、連絡をすると、そ

ういう職場における関係が明確に私はなっていく必要があると、こういうふうに思っております。 

 そういう意味で、いろんな形で私は研修を、今言われるとおり、どの研修も皆重要であります。

今、町内の中でということですが、いま一つ、私は職員に徹底的に日出町の歴史、文化、地理を

学ぶこと、どこの角はどうなって危ないとか、安全であるとか、そういうこと、あっこにカーブ

ミラーがないとか、横断歩道がないとか、Ｕ字溝がないとか、そういうことを、町をまず知るこ

と、そして町民の皆さん方にしっかりいろんな意見を聞いたら率直にお聞きすること、そしてま

た帰ってそういう箇所を集約して、しっかり皆さんで確認して、優先順位をつけて仕事をしてい

くと、こういうことであります。 

 私は、研修も大変重要でありますが、もう非常に貴重な時間でありますので、今後とも、福祉

士関係、あるいは医療関係を含めて体験をさせていくということはもちろんでありますが、私は、

日常の仕事の中でしっかりとした仕事を身につけていくと、その指導はこの先輩方がしっかりや
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ると、先輩方がされるようなことではだめであります。先輩方がしっかり部下職員について研修

の先輩として、行政経験者としてやっていくと、そして私はいま一つ申し上げておりますが、万

能であれと、福祉だから福祉ということだけではだめだと、全ての部門をある程度知ることと、

こういうことを今職員の皆さん方に申し上げておりますので、そういう意味を含めて、今言われ

る研修の、あるいはこのスキルアップのための助言、指導は非常に重要だと思っておりますので、

今後続けてまいりたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（佐野 故雄君）  ４番、工藤健次君。 

○議員（４番 工藤 健次君）  それでは、しつこいようですけど、総務課長、体験型はぜひ取り

入れて、早急にやって、意識改革をやっていただきたいと思います。 

 それでは、次の質問に移ります。次は、この町営住宅についてですが、先ほどから質問も何回

も出ていますが、建てかえの時期とか、そういう問題もたくさんありますが、私の場合は、この

南畑の地区に絞っての質問です。 

 南端小・中学校の地域は、少子高齢化の影響で過疎化の問題が深刻になっています。学校には

新入生がいなくなり、数が減ってきていますが、早く手を打つべきだと思います。進んでいない

ように見受けられます。 

 ことしの３月議会で、南端小・中学校の今後について質問したところ、「小規模特認校を継続

しながら特色ある教育をします」と教育委員会は答弁をしていました。その後は、生徒をふやす

ことまではまだ多分できていないようですが、発想を変えて、町営住宅をつくって、子供のいる

家庭を呼び込むなどしてはと思い、こういう質問をしました。 

 その地域の空き家などを借り上げ、改築して貸し出すなどの考えはないですか。人口３万人を

目指す町長の考えをまた先にお聞かせ願いたい。 

○議長（佐野 故雄君）  町長、工藤義見君。 

○町長（工藤 義見君）  人口増加、あるいはそういう関係からすると、町営住宅をつくっていく

というのは１つの有効な手段だと思います。そのほかにも有効な手段は多々あるわけで、また総

合的なわけであります。 

 私も南畑に行きますと、南端に行きますと、ある方々、「町長、町営住宅をつくれ」と、こう

いうお話を聞きます。ちょっとこの話には、そうじゃなとすぐうなずけないわけであります。小

学校、中学校が少人数になっているという事態は大変憂慮すべき問題でありますが、あそこに町

営住宅をつくるかについては、今ここで御即答はいたしかねると、こういうことであります。 

 そういう一環として、私どもは、速見エコビレッジということが、約２６０区画のもうその売

買された形跡があって、土地の所有者もあるわけで、できるだけあそこに家が建ち込めて、少し

人がふえていくことを期待して、ここ七、八年まいりました。若干意に反して、地元の方々同士
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で若干水の問題、土地の問題やいろんなもの、若干この争いがあるやにあります。 

 できたら、私は、あの広い土地に、大変立派なとこに、一時は民間の方で住宅団地を造成しよ

うとした動きがあったわけでありますから、それもあって、また奥のほうではお茶園ができたり、

茶の製茶工場があったり、あるいは今トラピスト修道院の入り口では、その水の処理工場、飲料

水の生産工場が増設されたりしています。そしてまた、私どもがかなり前から申し上げてきたわ

けですが、県道の拡幅改修等については若干動きはちょっとだけ見られて、南端小学校・中学校

のあの前の道路は改修しようかという動きになっております。 

 ですから、そういうことを含めて地域の問題に、私は必ず、あのふるさと祭りだとか体育祭と

かあったら、あそこに一番先に行って、皆さんとともに激励しておりますが、何とか受け入れ施

設でいろんな対策が自主的に行われて受け入れして、他地区からの受け入れ等の中で、学校が少

し規模を大きくするとか、地域が繁盛していくとか、そういうふうなことを結びつけられればと

思っておりますが、ちょっと町営住宅については、ここでは何とも、今は準備というか、考えは

持ち合わせておりませんので、お答えいたしかねますが、今後とも努力させていただきたいと思

います。 

 以上です。 

○議長（佐野 故雄君）  ４番、工藤健次君。 

○議員（４番 工藤 健次君）  町長、今何か勘違いやないですかね。その新規でつくれという話

じゃないんですね。だけん、その空き家とか、今政策推進課が空き家バンクとかいうことでやっ

ていますよね。そういう、多分あの地域も、空き家とかが多分出ていますので、それを例えば借

り上げて、改修して貸し出すとか、そういう考えとかはないですかということを聞いたんですけ

ど、政策推進課長も町長も、どちらでもいいです。もう一度。 

○議長（佐野 故雄君）  町長、工藤義見君。 

○町長（工藤 義見君）  その点については、さっきの答弁にも若干申し上げましたが、やっぱり

大分市でも、人口増地帯、あるいは非常に市街化地域でも、その中に、団地の中はそういう状態

になっております。日出町もそういう傾向があります。 

 したがって、どういうことを考えれば、住宅の若干の手当をするとか、引っ越し手当を出すと

か、改造するとか、どういうことをすればふえられるのか、それを日出町全体としては政策推進

課で検討しておりますし、私は今後検討していくべき課題だと、そういうふうに思っております。 

○議長（佐野 故雄君）  ４番、工藤健次君。 

○議員（４番 工藤 健次君）  政策推進課長のところの空き家バンクで、あそこの地域にその空

き家とか、そういう把握はないんですか。 

○議長（佐野 故雄君）  政策推進課長、越智好君。 



- 88 - 

○政策推進課長（越智  好君）  今のところ、空き家バンク制度をし始めて、登録してください

ということで広報等はしております。ただ、需要はあります。来られています。ただ、供給する

その空き家のほう、この登録がないので、区長さんや農業委員会や、いろんなほうにはお話をさ

せていただいているんですけれども、今はないような状態です。 

 ただし、都市建設課のほうで、空き家が多くなって危険だということもありますので、各区長

さんに実態調査をしております。そのデータを政策推進課がもらいまして、実態調査、実際現場

に行ってみないとわかりませんので、使えるのかどうか、そしてまたその貸してくれるのかどう

か、そういうことを今後やっていきながら、その南端にしても、ほかの地区もそうですけれども、

まず都市建設課とその辺は連携しながら、データをもらいながらやっていきたいと思っておりま

す。 

○議長（佐野 故雄君）  ４番、工藤健次君。 

○議員（４番 工藤 健次君）  それでは、なかなかこの話は進まないような感じなんで、次に行

きますけど、やはりそのお金をかけなくて、教育委員会も、家族や子供があの地域にはやはり少

ないということで、子供はやはりいろんな学校の存続もなかなか危うくなってくるんで、やはり

教育委員会とそれから政策推進課の空き家バンクの関係とか、それから町営住宅は都市建設課で

すので、ここら辺、三者で話をして、できるだけやはりあそこの地域に子供を呼び込む、やはり

町営住宅は新設じゃなくても、さっき言ったようにお金をかけない方法が多分考えられるんで、

そこら辺はぜひ、それは１棟でも２棟でも貸して、例えばその家賃を１円でも２円でも免除する

とか、いろんなその方法が考えられる。できるだけ子供をあの地域に呼び込めば、活性化とか、

地域の活性化にもなるし、ぜひこの問題は早急に取り組んでいただきたいと思います。 

 では、その次の質問に移ります。次は、シルバー人材センターの事務局体制の早期確立につい

てということですが、シルバー人材センターについては、もうこれで３回目の質問になります。 

 できてもう２年が経過しようとしていますが、事務局の体制をいつもしっかりとつくってくだ

さいと言ってきましたが、もう今はがたがたになっているじゃないですか。誰がこの責任をとる

んですか。理事長、責任がとれますか。 

 いつも、この早目に、私たちにこの情報が入ったら早急に連絡をとるようにということで言っ

てきました。言っても、すぐにやらないし、行政のスピード感の問題も毎回言っていますけど、

これもできていない。 

 町長は、ことしの６月の議会の答弁で「重点事業として実施し、組織をつくり、理事長以下職

員、専任職員の２名であるが、やり方を含めて研究する必要がある。補助的な職員等も配置して、

臨機応変に有効に機能する仕組みをつくらないといけないと思います」と言うて、それから「商

工観光課との指導を通して、円滑な運営ができるように努力させていただきたい」と答弁してい
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ます。 

 町長、シルバー人材センターの今の実態をどの程度把握していますか、御答弁を。 

○議長（佐野 故雄君）  町長、工藤義見君。 

○町長（工藤 義見君）  シルバー人材は、初代の事務局長が退任をして、その後また事務局長が

後つきました。その事務局長も若干また交代して、今、後で事務局長候補が入っているというふ

うに聞いております。 

 今言われたとおり、私は、非常に仕事の量、件数は一定目的、目標に向かってある程度合格点

に達しているようであります。 

 私がどうこうと言うのは、ここ、隣に理事長がおりますので、理事長でお答えをさせていただ

きますが、私は基本的に、余り事務局長とか、ごく一部の人たちに非常に過重にならないように、

仕事をしたとき、全部事務局長が現地を見て、また帰ってきて、でき上がったらまた見に行って、

また請求すると、そういういろんな難しいことじゃなくて、ちゃんともう少し班長さんが決めた

り、行く人たちについて責任を決めて、もう少し仕事の簡素化だとか、いろんなことを考えて、

円滑にいくようにできないかということについては内部で検討しておりますし、また私も指示し

ております。その方向では動いておるというふうに思います。 

 しかし、中身については、私は会議も出たわけではありませんので、担当関係者からひとつ御

説明を申し上げたいと思います。 

 以上です。 

○議長（佐野 故雄君）  ４番、工藤健次君。 

○議員（４番 工藤 健次君）  これは設立に２年かかって、会議もそれは何十回もやって、多分

その担当の方は何回も視察に行ったり、周辺の状況も調べてきて、やっと２３年の３月、４月か

らこの運用ができるようになって、局長をそのときも公募で多分したんですよね、あの方は。そ

れでやってきて、それで１０月末にもうやめられたんですよね。体を壊してということだったん

ですけど、そこら辺をちょっと副町長である理事長、ことしの６月の議会で「所管課があり、問

題があれば親切丁寧に私のほうから出向きながら、また所管課のほうも事務局に行って、気軽に

相談しながら運営に努めていきたい」と、こう答弁していますけど、今はもう本当にがたがたや

ないですか。そこら辺をちょっとしっかりと答弁してください。 

○議長（佐野 故雄君）  副町長、堀田義人君。 

○副町長（堀田 義人君）  工藤健次議員の御質問にお答えを申し上げますが、本当にあの事務局

長が短期間の間に交代せざるを得ないと、そういう不測の事態を招いたことにつきましては、私

のほうから大変おわびを申し上げたいというふうに思っております。 

 工藤議員さんのシルバー人材センターの事務局体制を早期に確立するについてでございます。 
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 御承知のとおり、この日出町のシルバー人材センターは、２３年の１月に設立をいたしました。

そして、今年度は、もう本当に昨年度と比較して仕事の受注量等は大幅に伸びてきております。

これもひとえに会員の皆様、また事務局のお骨折りのたまものだと、そういうふうにも思ってお

るところでございます。 

 そういう中で、それに伴いまして、本当にあの事務局の事務量も大変ふえてきております。職

員の負担も増大をしてきておりますので、ことしの６月に会員の１人の方に見積もり等の事務を

お願いし、職員の事務量の軽減を図ってきております。 

 そういう中、先ほど議員さんの御指摘もございましたように、当初設立時からかかわっていた

だいた事務局長が、健康上の理由というようなことで１０月末で退職をいたしました。新たに事

務局長を迎えたわけでございますが、冒頭お断りを申し上げましたように、この事務局長につき

ましても、事務に支障が来すような状況が生まれ、１１月末で退職しましたので、再度男性の臨

時職員を採用して、現在は女性の職員と男性の臨時職員１名で業務を行っております。 

 本当に御心配等をおかけして申しわけなかったんでございますが、本当に早急にこの臨時職員

を事務局長に昇格させて、この事務局の体制を確立したいと考えております。さらに、事務量の

軽減を図るために、また新たに臨時職員の採用も検討しておるところでございます。 

 また、法人化への数字的な条件は、現時点で業務量等々でクリアをしております。このシル

バー人材センター、３年の実績が基本ですが、なるべく早く法人化を行いながら、国からの補助

を受けることにより、シルバー人材センターの体制の財政的な強化も図ってまいりたいと考えて

おります。本当に色々ゴタゴタがございましたけど、今のようなことで事務局体制の充実を図り

たいというふうに考えておりますので、どうか御理解を賜りたいというふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（佐野 故雄君）  ４番、工藤健次君。 

○議員（４番 工藤 健次君）  今、理事長がそういう答弁をしたんですけど、ではその２３年と

２４年の今の現在の比較、どのくらいことしは多くなっているんですか、大体。そこら辺を。 

○議長（佐野 故雄君）  副町長、堀田義人君。 

○副町長（堀田 義人君）  人材センターの１１月末時点の事業実績を、昨年の同期と比較しまし

て、数字的なものをちょっと資料を持ってきておりますので、発表いたしたいというふうに思い

ます。 

 ことしの２４年１１月末現在で、会員数は１１１名、それから１１月末ですから８カ月分、

４月から１１月までの契約金額の総トータルが２,２７０万程度でございます。そして、ちょう

ど１年前、２３年の１１月、このときの会員数は９７名でございます。それから、１１月末まで

の契約金額、４月から１１月末でございますが、これが１,１００万程度でございますので、倍
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以上にふえているのが現状でございます。 

 以上でございます。 

○議長（佐野 故雄君）  ４番、工藤健次君。 

○議員（４番 工藤 健次君）  でも、売上とか倍以上になってきて、業務量がだんだんふえて、

私が質問するたびに事務の軽減を図るということで来たんですけど、結局、一番最初の局長さん

は、体調を崩してしまったんです。体調を壊しますよと言って、早く体制をつくらなかったら壊

しますよと言ったのに、体制がちゃんとできんうちに体調を壊して、それからその後に入れたＯ

Ｂの方、事務に支障をきたすって、その理由は何やったんですか。そこを具体的に言ってくださ

い。 

○議長（佐野 故雄君）  副町長、堀田義人君。 

○副町長（堀田 義人君）  実は、事務局のほうでいろんな数値等を入力するのにパソコンで今や

っております。そのパソコンがなかなかうまく使えないということが大きな原因でございます。 

○議長（佐野 故雄君）  ４番、工藤健次君。 

○議員（４番 工藤 健次君）  しかし、職員のパソコン、課長とか所長までしてパソコンが使え

んとか言って、誰がその人選をしたんですか。（笑声）その人選は誰がしたんですか。そこをち

ょっと。 

○議長（佐野 故雄君）  副町長、堀田義人君。 

○副町長（堀田 義人君）  それは、私も含めてＯＢなら即戦力があるかというようなことで考え

た結果でございます。 

○議長（佐野 故雄君）  ４番、工藤健次君。 

○議員（４番 工藤 健次君）  業務量がだんだんふえてきて、パソコンが使えなかったとかいっ

てから、じゃあその１０月から１カ月ぐらい引き継ぎをしていたでしょう。１０月から１カ月ぐ

らい引き継ぎをしてて、私が１０月１０日ぐらいか、ちょっと私の耳に入ってきたんで、あそこ

の事務所に行ったら、一番最初に入って来たのは、シルバーに出ている人に会ったときに、工藤

さん、局長が変わったんですよちゅうけ、そんな話知らんでって、聞いてないでって。いや変わ

っています、役場のＯＢの人が来てますよっちゅうことで見に行ったら、新局長さんが来ていて、

今引き継ぎしているんやって、１１月１日からするということでやっているということでやって

いたんですけど、全然その引き継ぎができんで、そして１１月の１０日ぐらいやったか、またそ

れから日がたって、そして寄ったら、全然回っていないんです。回ってなかったです。それで、

聞いたら、女性職員は残業を１日４時間ぐらいしてきているんです。その時点で。だけん、そん

なんでいいんですかと、残業だけは、家庭の主婦です、あの方は。子供もおるし、９時、１０時

まで毎日、毎日残って、こんな状態を家のほうからも話を聞いたんで、１日でも早くその状態だ
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けは解消してくださいちゅうてからお願いして、それでまた１０日してもまた全然変わらないん

です。状況は。結局、新局長がパソコンができんかった。そういうことを理事長が答弁するんで

すけど、さっきも言ったように、６月の議会で問題があれば親切丁寧に私のほうから出向いてす

るちゅうて答弁しているやないですか。毎日、新局長さんが入ってから行かれていました。 

○議長（佐野 故雄君）  副町長、堀田義人君。 

○副町長（堀田 義人君）  毎日は無理でございますけど、随時事務所のほうには顔を出しました。 

○議長（佐野 故雄君）  ４番、工藤健次君。 

○議員（４番 工藤 健次君）  毎日でも出てたら、回っていないちゅうのはわかっていたんじゃ

ないですか。で、公募とかしたらよかったんやないですか。前局長さんが体調が悪いと言って、

多分話によったら８月の盆過ぎぐらいから体調が悪いけんやめさせてくれという話が、多分理事

長のところには行っているはずなんですけど、そこら辺から、例えば役場のＯＢ探すんやったら

ＯＢ探しながら、公募でもかけて、本当に若くてやる気のある人を探してやったら、まだこんな

ことにはならなかったんじゃないですか。 

 また、それなら、もう一個聞きますよ。今、臨時さんですか、臨時さんが入って、それをさっ

き聞いたら、局長にするという話やったんですけど、臨時さんはそこまで了解をしているんです

か。 

○議長（佐野 故雄君）  副町長、堀田義人君。 

○副町長（堀田 義人君）  そういうことも含めて、一応お願いをするときにお話を申し上げてお

ります。 

○議長（佐野 故雄君）  ４番、工藤健次君。 

○議員（４番 工藤 健次君）  何日か前に寄ったら、臨時さん、これは大変やって、こんな大変

なとは思わんがったと言っているんです。これまた同じ、新局長さんとまた二の舞を踏むんじゃ

ないですか。こんなことを続けていたら。いつになったら、さっき法人化をできるだけ早くする

っちゅうて答弁したんですけど、またこれ繰り返しやないですか、これやったら。そう思いませ

んか。大丈夫ですか。今度は言えますか。理事長。 

○議長（佐野 故雄君）  副町長、堀田義人君。 

○副町長（堀田 義人君）  ですから、先ほど申し上げましたように、事務局の確立のために、新

たにパソコンのできる臨時職員も採用しようと、そういうふうには検討もしております。そして、

事務局体制を確立したいと、そういうふうに思っております。 

○議長（佐野 故雄君）  ４番、工藤健次君。 

○議員（４番 工藤 健次君）  では、もう一回確認しますけど、ではその女性の職員さんですか。

１０月、１１月の残業時間を言ってください。残業時間。 
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○議長（佐野 故雄君）  副町長、堀田義人君。 

○副町長（堀田 義人君）  私のところに仔細な資料がございません。担当課長、資料を持ってお

ればお答えをお願いします。 

○議長（佐野 故雄君）  商工観光課長、河野晋一君。 

○商工観光課長（河野 晋一君）  １１月の残業時間については、１００時間を超えたというふう

に聞いております。 

 以上です。 

○議長（佐野 故雄君）  ４番、工藤健次君。 

○議員（４番 工藤 健次君）  １０月分も把握してないんですか。 

○議長（佐野 故雄君）  商工観光課長、河野晋一君。 

○商工観光課長（河野 晋一君）  １０月については、前局長がいましたので、残業時間はほとん

ど発生していないというふうに聞いています。 

 以上です。 

○議長（佐野 故雄君）  ４番、工藤健次君。 

○議員（４番 工藤 健次君）  引き継ぎ期間中はなかったんですか。ちょっと理事長、また把握

していないんですか。１０月は残業はなかったんですか。その女性の職員さんですか。１０月、

１００時間ですよ。これ職員の中で誰か１００時間も残業するような人はいるんですか。いませ

んか。町長、おかしいと思いませんか。こんな状態でこのままずっといくんですか。このシル

バー人材センター。法令違反ですよ、これ。家庭の主婦を、家からも話が来ていますよ。佐藤克

幸議員も知っていますけど。もうやめさせるか、体壊すか、どっちかやって言っています。これ

回らんごとならないですか。今さっき言ったように、２年もかかってここまで築いてきて、また

運営を始めて２年もしてこんな状態で、局長をころころかえて。これちょっと、どう答弁します

か。 

○町長（工藤 義見君）  私も会議も役員もしていないんで、しかし町としては、非常にゆゆしき

事態であります。私もシルバー人材センターの動向については、今申し上げたようにある程度は

承知しております。私が報告を受けるより、皆さんからも耳に入りますので、聞かせていただい

てあるんですが、実は私は、これは商工観光課のやっぱり行政の副町長、理事長も去ることなが

ら、指導機関であります。商工観光課が。ですから、商工観光課のほうにしっかり把握して、助

言したり、予算措置とか対応をするように言っております。そして、その中で、今の状況で３年

経過後に、社団の方向にということでありますが、私は２年でどうなるのか。いろいろ聞いてみ

ますと、今、７００万ちょっとぐらいの予算が投入されておるようでありますが、あと財団等に

なってくればどうかというと、倍ぐらいの予算になるので、そのときは町の一般財源が若干少な
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くても、やっぱりこれを維持しながら、体制強化をしないといかんと、そういうふうに考えてお

りますので、もう少し中身は、ちょっと今どうこうということを、私も申しかねますが、中身を

しっかり精査し、把握して、やっぱり商工観光課の主管課でありますから、しっかり指導させた

いと思います。 

○議長（佐野 故雄君）  ４番、工藤健次君。 

○議員（４番 工藤 健次君）  商工観光課は理事の一人で、そりゃ窓口は窓口か知らないんです

けど、理事長が最高のあれじゃないんですか、責任者じゃないんですか。理事長が最高の責任者

で、商工観光課長は何か権限や何かもらっているんですか。一理事やないんですか。窓口は窓口

でも。どういう、組織がちゃんと、この前のときも言ったやないですか。組織体制をちゃんと作

っとかんと、問題が起こったときに誰が責任をとるんですか。それ、労基法違反やって訴えられ

たら、誰が責任取るんですか、これ。 

○議長（佐野 故雄君）  町長、工藤義見君。 

○町長（工藤 義見君）  そういうふうに申し上げると、私は発言を控えたいと思います。 

○議員（４番 工藤 健次君）  そうなってくるでしょう。 

○議長（佐野 故雄君）  ４番、工藤健次君。 

○議員（４番 工藤 健次君）  こげんしてずっといきよる間に、女性の職員さんは、毎日、毎日、

残業が発生してるやないですか。理事長、倒れたらどうするんですか。訴えられたらどうします。 

○議長（佐野 故雄君）  副町長、堀田義人君。 

○副町長（堀田 義人君）  先ほども御説明申し上げましたように、それでまず事務局長を新たに、

今の男性の臨時職員を早急に事務局長に昇格をさせて、そして新たにパソコンのできる臨時職員

を採用して、事務局体制を今の女性の職員、そして事務局長、女性の職員、さらに臨時職員、そ

して外に出て回っておられる方がおります。その４名体制でこの事務局をちゃんとしたものにし

たいと、そういう考えでございますので、御理解を賜りたいと思います。 

○議長（佐野 故雄君）  ４番、工藤健次君。 

○議員（４番 工藤 健次君）  これなかなか、今理事長がそげん言ったけど、理解できないです、

それ。ずっと、残業状態はずっと続いているんです。家からも何回も電話がかかっているじゃな

いですか。どうにかしてくれっていってから。副町長、知ってますか、これ。何回も電話がかか

っているんですよ。克幸さんのところにもかかっていますよ。克幸議員のところにも。どげんか

してくれってから。家庭の主婦ですよ。日曜日も土曜日もなく１カ月出て、１００時間も超える

残業をして、体壊さんのがおかしいじゃないですか。前の局長かて体を壊しているんですよ。

サービス残業も相当しているんです。知っていますか、それ理事長。だから体を壊したんです。

私は、体を壊しますよって、こんなことをしよったら。理事長にちゃんと言ってくださいとずっ
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と言い続けてたんです。前局長さんにも。前局長さんは結局体を壊したやないですか。またこの

ままずっといくんですか。時間がかかりますよ。もしそれ、今の臨時さんが受けなかったら、理

事長はずっとあれですか。間違いないんですね。そういう体制になるんですね。受けるんですか

ね。臨時さんはちゃんと事務局長に昇格させて回していくんですね。それができなかったら、誰

が責任取るんですか。 

○議長（佐野 故雄君）  副町長、堀田義人君。 

○副町長（堀田 義人君）  できるように努力をいたします。 

○議長（佐野 故雄君）  ４番、工藤健次君。 

○議員（４番 工藤 健次君）  これは、議員の皆さん、みんな聞いていますので、大変なことで

すよ、これ本当に。（「日にちを切ったほうがいいんじゃないですか、日にちを」と呼ぶ者あ

り）という意見もありますけど、これはちょっと、私もずっとシルバーにかかわっていて、いろ

いろ情報を私に入れてくれるんで、私がいろいろ聞いているんですけど、全然できないやないで

すか、事務局体制が。これ、一番肝心なことですよ。ふやしていかなければ、法人化もできない

んです。この間、あそこで聞いたら、何か新局長がおるときに新しい事業をできるだけ取らんほ

うがええといったとか言って、それはちょっとどういう意味やったんですか。一回、そこをみん

なに知ってもらわないかん。言ってください。新しい事業は取らないということ。 

○議長（佐野 故雄君）  副町長、堀田義人君。 

○副町長（堀田 義人君）  事務局が当時はごたごたしておりましたので、また残業もかさんでお

るということでございますので、事務局体制が確立するまでは新しい受注は控えたほうがいいの

ではないかと、そういう発言の内容でございます。 

○議長（佐野 故雄君）  ４番、工藤健次君。（発言する者あり） 

○議員（４番 工藤 健次君）  理事長がそげなこと言いよったら、町民の方は何も内情わからな

いんです。わからないのに、お客さんから電話入って、新規の事業を取らなかったら、どうする

んですか。シルバー人材センターに頼んでも何もしてくれんよって、そんなうわさが広がってい

ったらどうするんですか。これもう大変な問題ですよ。理事長。本当に大変な問題。笑いごとや

ないですよ。女性職員は大変なんですよ。今言ったように１００時間したら、ぶっ倒れますよ。

男の人でも、頑強な人でも倒れますよ。月に１００時間もしたら。家から悲鳴が上がってから、

電話かかったりしているのに、それを何とかしてください、何とかしてくださいといっている。

きょうから理事長はあそこへ１日おってくださいよ。私が、さっき体験型の研修を言ったのは、

この声もあったから言ったんです。理事長ずっとあそこにおったらどうですか、１日。丸々おっ

たら、あの大変さはわかりますよ。臨時さんも言っていました。こんなに大変やなんて知らんか

ったって。１週間たって。これはもう、私はわかりませんわって言いよったですよ。それを、多
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分、またおかしくなったら、理事長、絶対責任です。どういう形をとるんですか。もう一回、最

後にお聞かせください。 

○議長（佐野 故雄君）  副町長、堀田義人君。 

○副町長（堀田 義人君）  先ほどから何回も申し上げておるように、人員が不足しておる中で、

そういう事態が起こっておるということでございますので、やはりパソコンのプロ的な方、そう

いう方の臨時職員等を早急に採用して、そして軽減を、事務量の、業務量の軽減を図っていくと、

それしか手がないのではないかと、そういうふうに考えております。 

○議長（佐野 故雄君）  ４番、工藤健次君。 

○議員（４番 工藤 健次君）  パソコンだけの問題やないんです。さっき言ったでしょう。体験

型でないと、把握はできない部分があるって、あそこにおって、パソコンができるだけやないで

す。あの局長の仕事って、どんな仕事かわかりますか。私も同じような仕事をしているんです。

警備の関係で。朝の５時から夜の９時、１０時まで人の配置とかしよったら、そんな時間がかか

るんです。わずかな人数おっても、連絡つかなかったり、それを待っちょったら、次に配置がで

きんとか、これの苦労を、理事長わかりますか。わかってない、絶対そこまで把握できていない

です。あそこ１週間ぐらいあそこにおって、初めてわかるんで、私がきょう体験型の研修をやっ

たらどうですかちゅうことを言ったんです。本当に大変な仕事なんです。局長というのは。多分、

理事長はそこまで把握をしていないと思います。できないと思う。できていないでしょう。人の

配置ということは、絶対できんと思いますよ。例えば、今１０人おって、みんなレベルが一緒や

ったらいいです。みんないろんな事情があって、得意とか不得意とかいろいろあって、ＡとＢさ

ん組み合わせてこっち行け、ならＣ、Ｄはこっち行けっちゅうて、そういうわけにはいかないん

です。仕事の内容とか確認して、そして組み合わせを考えて、そしてしていかないかんのじゃね。

前は前局長さんはどれだけ朝早くから来て、サービス残業的なことをしてやっていたかって、そ

こを把握していないでしょう。だけん、体を壊しているんです。新局長さんもあのままずっと続

けておって、本当に前局長さんみたいにしていたら、体壊します。それで、今度は臨時さんが同

じようなことをしても体壊しますよ。これ、根本的にしっかり問題点を洗い出して、公募でもし

て、お金をちょっとでもたくさんでも払って、本当にやる気のある人を据えんと、また繰り返し

ですよ。この責任は誰も問えないと思います。絶対、理事長でも取れないはずなんです。だから

私がずっと言ってきているんです。早く。 

○議長（佐野 故雄君）  町長、工藤義見君。 

○町長（工藤 義見君）  どうも大変御心配をかけております。事情が相当深刻のように拝見しま

した。町が責任を持って、重要施策として結成して稼働しております。そういうことからしたら、

十分聞いて、やっぱり多少、若干どういう職員の派遣ができるかどうか、わかりませんが、支援
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ができるかどうかわかりませんが、早急に、きょうの議会終わって会議を開いて、対策を十分、

事情聴取して対策を講じたいと思います。ちょっと時間をいただきたいと思います。 

○議長（佐野 故雄君）  ４番、工藤健次君。 

○議員（４番 工藤 健次君）  それでは、今最後に町長がすぐやるということだったんで、すぐ

は、その事務局の女性職員さんの残業を、何とか、誰か職員があそこに座ってでも、理事長が座

ってでも、解消してください。これだけお願いして終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（佐野 故雄君）  お諮ります。ここで１０分間休憩したいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐野 故雄君）  異議なしと認めます。したがって、１０分間休憩します。３時５分より

再開いたします。 

午後２時53分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後３時03分再開 

○議長（佐野 故雄君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問を続けます。 

 １０番、佐藤隆信君。 

○議員（１０番 佐藤 隆信君）  １０番、日本共産党、佐藤隆信です。一般質問を行います。 

 はじめに、幼稚園の２年保育について質問いたします。 

 日出町の保育の現状は、保育園は園児が定数を大幅に超え、逆に幼稚園は定数割れになってい

ます。これをどう解消するのか、これまでも大きな問題になっているといえます。町は問題の解

決のために、これまで午後６時までの預かり保育や、給食、夏休みの預かりなどを取り入れてき

ました。それでも、保育園の詰め込みはいまだ解消されていません。 

 親御さんたちからは、自分の住んでいる地域の保育園に入れたいが、なかなか思うようには入

れないなどの声が多く聞かれます。私はこれまでいろいろな提案をしてきましたが、幼稚園にど

うしたら園児を集めることができるのか、町が対策を立てることはないのでしょうか。 

 そこでお聞きします。現在、日出町の保育園は、定数を何人ぐらいオーバーを、入園の定数よ

りも入園児がオーバーしているでしょうか。４歳児、５歳児は保育園に何人ぐらい入園している

でしょうか。それについて、答弁を先にお願いします。 

 次は質問席で行います。 

○議長（佐野 故雄君）  教育総務課長、宇都宮敏樹君。 
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○教育委員会教育総務課長（宇都宮敏樹君）  幼稚園の２年保育をということで、佐藤隆信議員の

御質問にお答えします。 

 日出町の保育園の定員と入所者数についてでありますが、町内７カ所の認可保育園の定員は、

合計６１５名となっております。１２月１日現在の入所者数は、町内児童６８０名、町外児童

２４名の合計７０４名が入所しており、定員数に比べ８９名の増になっております。 

 ２番目の、４歳から５歳児の入所児童の人数についてでありますが、町内保育園に２２８名、

町外の保育園に１５名の合計２４３名が入所しております。 

 以上であります。 

○議長（佐野 故雄君）  １０番、佐藤隆信君。 

○議員（１０番 佐藤 隆信君）  今ありましたように、町内の７園で８９名も、本来保育園から

幼稚園に行く年齢の人がオーバーをして入れられています。そして、４歳児から５歳児でも

２４３名いるのです。以前から町長も委員会などで聞くと、２年保育を実施したいというような

考えを述べていました。先般、私たちも議員研修に行ったとき、そこでは幼稚園を２年、３年保

育までもしていました。日出町のこの解消をするには、今までも預かり保育もやってきました。

それでもなお解消しないと言うなら、私はやはり４歳児、５歳児の２年保育を実施するべきだと。 

 そして、今、幼稚園はどういう状況になっているのか。園児の定数からすれば、私は定数より

も大幅に少ないんではないかというふうに思いますが、その辺わかれば、幼稚園の問題を言って

ください。わかる、わからない。（「わからんにゃ悪いわい」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐野 故雄君）  教育総務課長、宇都宮敏樹君。 

○教育委員会教育総務課長（宇都宮敏樹君）  各幼稚園の定数でありますけども、現在、管理の規

則に書いてありますのが、町内全体の幼稚園で５６０名という定数があります。各幼稚園につき

ましては、豊岡幼稚園が１２０名、日出幼稚園が１２０名、藤原幼稚園が４０名、川崎幼稚園が

１２０名、大神幼稚園が８０名、真那井幼稚園が４０名、南端幼稚園が４０名というふうな定数

が書いてあります。 

 以上であります。 

○議長（佐野 故雄君）  １０番、佐藤隆信君。 

○議員（１０番 佐藤 隆信君）  現在は、それでどれぐらい入っちょる。 

○議長（佐野 故雄君）  教育総務課長、宇都宮敏樹君。 

○教育委員会教育総務課長（宇都宮敏樹君）  現在、全体で１７２名入園しております。 

○議長（佐野 故雄君）  １０番、佐藤隆信君。 

○議員（１０番 佐藤 隆信君）  定数５６０名に対して１７２名と、要するに幼稚園ではこんな

に定数大幅割れです。ところが、逆に保育園は大幅に定数増と。この解消をいつまでも放置して
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いるのか、どうなのか。先ほど来、議員さんたちが日出町に今後人口増をするためには、いろい

ろな方策を出してもらいました。特に若い人たちが住むには、この問題を早く解決をして、日出

町に行けばいつでも保育園にも安心して入れることができる。そういうことをすることは、日出

町の私は人口増につながるというふうに思います。町長、この点では、町長も以前から２年保育

をしたほうがいいではないかというふうに考えをおっしゃったと思います。早急にこの改善をす

る考えはないか、お尋ねします。 

○議長（佐野 故雄君）  町長、工藤義見君。 

○町長（工藤 義見君）  佐藤隆信議員の御質問にお答えしますが、若干ニュアンスが私のニュア

ンスと違うように思いますので、私の考えを申し上げたいと思います。 

 今、教育長が石尾教育長、その前が藤田教育長、その前が井上教育長であります。（「矢野教

育長」と呼ぶ者あり）矢野教育長、失礼しました。矢野教育長のときに、幼稚園の２年制を実現

支えたいということを、かなり積極的に述べられました。そのときに、幼稚園の職員、今度は幼

稚園の先生であります。幼稚園教諭をどのくらいにどうするのか、あるいは保育園をどうするの

か。そして、保育園でなぜ今４歳児、５歳児が行っているのか。そういうことについて議論をい

たしたことがあります。その時の理由に、保育園のほうが面倒見がいい、早い話を言いますと、

面倒見がいいと、土曜、日曜、祭日、あるいは、当時６時まででしたが、今は７時まであります。

幼稚園の場合は、６時まであるとか、あるいは同じ子供を抱えて、それぞれ１カ所で預けたいん

だけども、この子供はここの保育園、この子供は幼稚園というふうにして、非常に親に労が多い

とかいろんな理由がたくさんありました。それでも、当時は２年生の幼稚園制度を設けたいと言

うのは、私は教育委員会側から発せられた状況でございます。 

 私はどうしろ、こうしろということは申し上げておりませんが、確かに保育園側からすれば、

待機があるということは、この５歳児の問題が当然あります。そういうことですから、これは教

育委員会側と、今は福祉対策課でありますが、保育園を担当している課との連携の話し合いが非

常に重要であるということを申し上げておりまして、そこ以上の話の立ち入りは、今いたしてお

りません。どうあるべきかというのは、何回もこの場でも提起されております。私は、町の対応

も明確に、一つは待機児童、保育園の待機児童をなくしたいという点については、ある程度はっ

きりいたしておりますが、教育委員会としていろんな考えるべきことは、本当に多々あると思い

ます。そういうことから、私は教育委員会の御判断をお待ちしたいと、そういうふうに思います。 

 以上であります。 

○議長（佐野 故雄君）  １０番、佐藤隆信君。 

○議員（１０番 佐藤 隆信君）  その問題が起きたのは矢野教育長のときです。要するに、当時

幼稚園は３時までだったんです。６時じゃないんです。３時までだった。それで、３時までだっ
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たら、幼稚園に預けても仕事で迎えに行けないのでだめだということで、少なくとも６時まで預

かり保育をしてもらえないじゃろうかと。そして、できるだけ給食を入れてもらえないじゃろう

かというのが、当時の父兄の要望だったわけです。 

 ところが、当時、学校の先生ができないと、それは私たちの勤務は３時までだから、それ以上

はできないと頑強に突っ張って、矢野教育長はできないと言って、私が、そこを説得して６時ま

ですればできるんですかと言ったら、それだったらでできると。それで、私は全先生の８０％の

先生に会いました。そして、当時それをしないと赤松幼稚園がなくなったように、真那井もなく

なりますよと。どんどん幼稚園がなくなったら先生の職場はなくなるよと、この財政の厳しい中

で、園児がいない幼稚園は全部廃止になりますよと、それでは先生が、特に若い先生が困るでし

ょうと。それよりも、６時までの延長保育を認めたらどうですかと言ったら、そのときに出たの

が、後補充の先生を入れてもらえますかということだったんです。一人では危ないから。そうし

たら、それを矢野教育長に言ったら、それだったら後補充は町長に言って何とかしてもらいます

というんで、この６時までの延長保育ができたんです。 

 そうして、次にできたのが給食なんです。それは、当時の矢野教育長に聞けばわかると思いま

す。それで６時までの延長保育ができて、私はこれで帰ると思ったんです。幼稚園や保育園の、

当時は入れない人もいたから。じゃけど、その人たちが当然帰ると思ったら、今現実見たら帰ら

ないでここに行っているように、８９名もの、本来幼稚園に帰る人が保育園に残っていると。 

 で、今何が問題なのかということで、ちょっと聞きたいんです。そういうふうにならないのは、

町長、担当課でもいい、教育長でもいいです。何が問題で保育園に５歳児がいるのか。その辺の

検討をしましたか。 

○議長（佐野 故雄君）  町長、工藤義見君。 

○町長（工藤 義見君）  若干、佐藤議員は保護者側との接触が多かったら、そういう話と思いま

す。私がこの問題にかかわったのは、１６年の１２月だったと思います。いろんな話が起こって、

ちょっともしかしたら１７年の１２月かもしれません。当時、そういうお話を私も聞きましたの

で、どういうことなのかということを私は随分話を申し上げました。いろいろする話の過程の中

で、今言われたような問題がありました。私は、当時１２月で締め切った、６時までとか、３時

以降何時間ぐらい何人ぐらいいるというのが、今ゼロですと。したがって、そういう問題につい

ては、次年度以降は検討課題にしてほしいということでありました。私は、検討課題ではありま

せんと、はっきり措置してくださいと、希望があろうとなかろうと職員配置をきちんとしてくだ

さいと、そういうふうに申し上げて、そんならということでいろいろ検討した結果、６時まで延

ばした結果、３４人ぐらい当初幼稚園の中から時間外に希望されることがあった。ゼロでなくて

よかったということでありますが、そのとき時点から職員配置は保育園における６時までとか、
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幼稚園に対して対応した、その後に給食の問題がありました。これも、一、二年対処して、出入

り口その他搬入路とかきちんとしてからしたいということでありましたが、即してくださいと、

そしてその１年の間に進入路その他搬入路等ピシッとしますから、まず始めてくださいと、これ

が給食の問題だったと思います。 

 私も多くの皆さん方からの意見を聞いておりますので、佐藤議員は保護者の皆さん方、私は一

般的な要望の中からある程度の判断をして今の状況ができていると思います。そういう中で、具

体的に２年生幼稚園制度を設けたいとして、公式に私は、ある程度教育委員会として教育長は発

表されたと。私は。職員採用問題は当然出てくるなということを考えたわけでありますが、その

後、矢野さんから藤田教育長に変わったり、いろんな変わるうちに、この問題がちょっと何かは

っきりしなくなって、私は今日来たと、そういうふうに思っております。 

 ですから、これは私は１回、もう一度、当時は随分議論したことかもしれませんが、今空白状

態になっているので、教育委員会としてもどうするのかを検討すべき。その中に、幼稚園側で残

っている理由、少ない理由。保育園側で多い理由、そういうのを何回か議論されたと思いますの

で、これはしっかり詰めていかないといかんと思います。 

 以上です。 

○議長（佐野 故雄君）  教育総務課長、宇都宮敏樹君。 

○教育委員会教育総務課長（宇都宮敏樹君）  まず、３点目の幼稚園を２年育成保育にした場合に

ついての問題点についてお答えいたします。 

 まず１点目として、施設の面でございます。部屋数が現在の数では不足しますので、１園ごと

に全ての施設、建物の改善を行わなくてはなりません。現在、各園では５歳児の人数を、一クラ

ス約２５名程度で各部屋をしておりますが、現状の施設は２年保育ができるような部屋割と部屋

数となっておりません。同様に、施設備品の充実など、全体的な整備が必要です。 

 ２点目としまして、職員の配置も同様に増員しなくてはなりません。また、保護者参加などの

行事に対応するためには、施設全体の改修を図らなければならないと考えております。 

 以上のように、現在の建物、設備の一部の改修だけでは対応できないのが現状です。 

 以上です。 

○議長（佐野 故雄君）  １０番、佐藤隆信君。 

○議員（１０番 佐藤 隆信君）  今、施設の改修までしないとできないと言いました。でも、今

現状では、先ほど言ったように８９名も保育園に残っています。そして、本来幼稚園に２年保育

をしなくても、５歳児でも８９名は、４歳児を入れれば逆に７２２名なんですが、５歳児だけで

も８９名いるわけです。長い間、こういう状態を放置して、先ほど言いましたように若いお母さ

んたちが自分たちの地域で保育園になかなか入れない、入れられないと。よその地域まで行かな
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いと入れられないという状況が本当に起こっています。それだったら、幼稚園にやはり私は返す

べきだと。そうなったときに、一番問題点は、私もそれなりの調査をしました。一つは、所得の

低い人が幼稚園よりも保育園のほうが料金が安いわけです。これが一つの大きな問題なんです。

これをどう解消するのかと。もし５歳児を幼稚園に返す場合、この問題をどうするのか。 

 それと、６時が普通、保育園は今７時までです。この１時間の解消をどうするのかという問題

があります。それと、夏休みや冬休みがありますが、預かり保育は今も夏休み、冬休みしている

と思います。その問題は、その問題は、現実も預かりはしているんで、預かりをすればできると。

そこで、もし５歳児を返す場合に、２年保育はどうしてもそのような施設問題でできないと、お

金をかければ、私はいろいろなところに莫大な金を使っているんだから、本当に日出町に人口を

ふやしたい、若い人たちを日出町にもっともっとふやそうと思えば、それぐらいのお金をかけて

施設の改善をして、２年保育を私はやるべきだと思います。でも、当面はすぐできないとするな

らば、少なくともこの８９名の５歳児を幼稚園に返すためには、先ほど私が言ったような、二つ、

三つの問題点、これは解消できないのかどうか。その点についてお聞きします。 

○議長（佐野 故雄君）  教育長、石尾潤治君。 

○教育長（石尾 潤治君）  それでは、佐藤隆信議員の質問にお答えします。 

 幼稚園の２年保育というということにつきましては、先ほど町長から当時の経緯についてお話

がありましたが、私もそのことについてはお聞きをしております。ただ、その当時と状況が幾分

変わってきております。先ほど課長が数値を申し上げましたけれども、昭和５４年当時にあの数

値、定数が決められたわけで、現在は小学校あたりも４０人から３５人へと変わっていく時代で

あります。で、今、幼稚園を２５名ということで活用しているんですが、この子供たちが、５歳

児が返って来たときに、二クラスとして、あるいは二クラスを三クラスとして対応するというこ

とになれば、施設の改修で事足ります。あとは指導者、幼稚園教諭をふやせばいいわけです。た

だ、御質問の２年保育ということになりますと、４歳児と５歳児、果たして４歳児がどの程度来

るようになるのか。これは確かにいろんな課題を持っておりますので、軽々というわけにはいき

ませんが、例えば御指摘のように、保育料の問題とか、あるいは４歳、５歳児がもし兄弟でおら

れるならば、送り迎えは１カ所で済むでしょうが、片や保育園、片や幼稚園ということになりま

すと、保護者の負担もそれなりに大きくなります。今、幼稚園の主任さん方とお話をする中で、

預かり保育の６時から７時までの１時間の延長を要望する保護者よりも、春休み等で途中が切れ

ないように預かってもらいたいという声のほうが大きいということを聞いております。それにつ

いては、幼稚園の主任さんと話をしながら、新年度から春休みに預かり保育を引き続いて卒園児

も見てもらえるというような形で少し話が進んでおるところであります。 

 そういうふうに、幼稚園の定数に充足しない現状については、幼稚園の先生方も非常に危機感
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を持っておりますので、私どももそれに向かって対応していきたいというふうに考えております

が、２年保育ということになりますと、さっき上げたような課題がまだクリアできませんので、

今のところ、２年保育を実施する予定はございません。 

 以上です。 

○議長（佐野 故雄君）  １０番、佐藤隆信君。 

○議員（１０番 佐藤 隆信君）  今、教育長からは、２年保育は無理だけど、その春休みとかい

う問題は新年度からは預かり保育をやると、もう一つ問題なのは、私が言ったように、所得の低

い人が保育園にいたほうが保育料が安いということがあるわけです。この問題を解決できるのか

どうなのか、これは誰が答弁してもらえますかね。町長、教育委員会（「名前を言えばいいよ」

と呼ぶ者あり）町長。 

○議長（佐野 故雄君）  町長、工藤義見君。 

○町長（工藤 義見君）  私に御指名でございますが、幼稚園の授業料の関係──授業料といいま

すか、幼稚園の業は教育委員会に属することというふうに思いますので、そちら側でお願いした

いと思います。 

○議長（佐野 故雄君）  教育長、石尾潤治君。 

○教育長（石尾 潤治君）  保育料の件につきましては、今おっしゃるように、保育園にお二人預

けている場合、あるいは兄弟で行っている場合、３人の場合もありますし、いろんな小学校との

関係もあります。５歳児の子供さんたちが今幼稚園に来ておりますけれども、所得の低いところ

の保育料を下げてはどうかというお尋ねだと思いますが、保育料そのものについては町の予算、

財政上の問題もありますので、これは可能かどうかということは、今後検討していかなければ、

私のほうで、ここで即答というわけにはいきませんので、検討をさせていただければと思います。 

 以上です。 

○議長（佐野 故雄君）  １０番、佐藤隆信君。 

○議員（１０番 佐藤 隆信君）  この問題は、これまでも私は何回も取り上げているわけですが、

早急に解決するには、今言ったような問題を早く解決しないと、この問題は私は解決しないとい

うふうに思います。 

 仮に、２年保育じゃなくて、５歳児を幼稚園に戻す場合に、４歳児、５歳児だと、先ほど言っ

たように建物から改修をしなければならないというので、かなり予算も要るんで、簡単には聞く

ところによるとできないんではないかというように私も思われますので、仮に５歳児の８９名今

あると、いる人たちを返す場合にも、この二つ三つの問題を早急にクリアしないと、なかなか今

のこの解消はできないというんで、それを早急にクリアして、そして少なくとも５歳児を幼稚園

に返すというふうな考えが本当にあるのか、それはいつまでにそれをやり上げようとするのか、
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それとも、こういう状況を放置しているのかどうなのか、その辺についての答弁をお願いします。 

○議長（佐野 故雄君）  教育長、石尾潤治君。 

○教育長（石尾 潤治君）  決して放置をしておけばよいという状況にはありませんので、できる

だけ、先ほど申しましたように関係するところと協議をしながら、可能であれば早目に実施をし

たいと、ただ、２５年度、来年度から実施とか、あるいは２６年度から実施と、ここで時期を明

確にすることは控えさせていただきたいと思います。 

 以上です。（「担当課長はおらんのかい、担当課長は」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐野 故雄君）  １０番、佐藤隆信君。 

○議員（１０番 佐藤 隆信君）  その２５年か２６年かも明示もできないというんなら、これま

でもずっと言ってきたような状況なんですよ。 

 結局、放置して、町長は３万人にもしたいと言うし、その人口はふやしたいと言いながら、じ

ゃそういう若い人が日出町に入ってきたとき、子供ができても、子供もうんと産んでもらいたい

と、ところが、その預けるところもこういうふうにもう満杯だというようなことを放置しちょっ

て、本当に人口をふやす気があるんですか。本当に人口はふやす、若い人を日出町に呼び込もう

とするならば、その人たちが入ってきて働きやすい、そういう町にしないと、若い人が日出町に

入ってこないというふうに私は思います。この点は町長に答弁してください。 

○議長（佐野 故雄君）  町長、工藤義見君。 

○町長（工藤 義見君）  非常に微妙な問題がありますので、十分今の御意見は、今までのような

ことではなく、きちっと詰めていかないといかんと思います。 

 七十何名、８０名というようなお話をされておりますが、実質的には、今日出町の保育園の定

数は６１５に対して、別府で１０カ所ぐらい、杵築で８カ所ぐらい、そのほかにも行っておるわ

けです。総体としては、私の日出町の保育園の対象児としては７５０ぐらいになっております。 

 ですから、そういう人たちは、一応待機がほんのごくわずかな状況ですから、待機の問題は、

私はある程度それはいいんですが、問題は、保護者が私は保育園のほうに保育をお願いしたいん

だというのか、やはりやっぱ一日も早く学校教育の一環として幼稚園のほうに入れて１年生のほ

うに進級させていきたいと、そういうふうにするのか、これはまた１つの相手方の選択でもある

し、私どももある程度方向づけをしないといけないと思います。 

 ですから、今、幼稚園の今そのそれぞれの園の中に人数が２５人にしたときに、何人だから

２学級とかあります。そういうものを見て、一回実態調査を私は、このもうこんなに何回も出る

わけですから、今の対象者に対して把握をして、やっぱり幼稚園のほうにできたら──今は料金

の問題があります。料金をどういうふうにしていくかと、何もかもまければいいということには

なりませんが、なぜかというと、子ども手当の問題がある。ですから、そういういろんなことを
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考えて、もう少し、今までのようなことのないように、しっかり踏み込んで対応していきたいと

思います。 

 私も、これは福祉対策課の部局の担当であります、保育園問題は。それと、教育委員会の幼稚

園問題というのがありますので、これは両者で今までも何回も話し合っております。これは本当

に何回も話し合っておるんですが、そのもう話し合っただけに終わらさせず、ある程度方向づけ

をしっかり見通しながら、どういう方向か、いずれにしても私は結論が出ないといけないと、そ

ういうふうに思いますので、もう本当にこれは私が町長になってから随分長い期間にわたるもん

でありますので、今佐藤議員が言われたように、ある程度でも、来年、ことしということではな

くて、できるだけ早く、私が責任を持ってお答えさせていただきたいと、そういうふうに思いま

す。 

 以上です。 

○議長（佐野 故雄君）  １０番、佐藤隆信君。 

○議員（１０番 佐藤 隆信君）  町長が責任持って具体的に解決をしていくということなので、

ぜひ責任持って解決してもらいたいというふうに思います。 

 それはなぜかというと、私が先ほど何回も言うように、やはり日出町に住む若い人たちが安心

して子供を預けられるよう、そういうところで、そして予算的には保育園にも町の予算はたくさ

ん出ているわけですから、それを幼稚園に回しても何ら問題は起きないと私は思います。早急に

やってもらいたいと。 

 次に、町道の補修、草切りについて質問いたします。 

 日出町の農村地域などでは、高齢化して、町道や農道の補修や草切りができなくなっている地

域が大変多く出ています。本来町がやるべき仕事ですが、予算の関係などで、地域の人たちがボ

ランティアで行ってきています。また、できる地域はそれでもよいのですが、できない地域につ

いてどのような対策をしているのか、お聞きしたいと思います。 

 はじめに、町道の地域、地元で補修や草刈りができないようになっている地域が何カ所ぐらい

あるでしょうか。また、補修や草切りの年次計画を立てているでしょうか、答弁をお願いします。 

○議長（佐野 故雄君）  都市建設課長、川西求一君。 

○都市建設課長（川西 求一君）  佐藤隆信議員の御質問にお答えいたします。 

 日出町内で補修や草刈りができていない地域の件でございます。 

 道路の補修については、地域の住民の方々、区長、また住民を代表いたします議員の皆様より

情報をいただく中で、危険の度合い、他事業との関連、地域の特性、予算配分などを考慮した中

で、可能限り迅速な対応に心がけているところでございます。 

 具体的補修箇所数についてでございますが、全長５９２路線三百数十キロある町道についての
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具体的数値といたしましてはなかなか申し上げられませんが、各地域からの要望事項につきまし

ては、補修と改良の差異はございますが、道路予算の中で随時対応を図っているところでござい

ます。 

 案件によっては時間を要する箇所もあろうかと思いますが、予算の範囲もございますので、丁

寧な説明と継続的な実施に取り組んでいきたいと思います。 

 次に、草刈りについてでございます。 

 本町では、古くから道路愛護の一環として各地区で取り組んでいただいているところですが、

地区の方々の高齢化や地域間を結ぶ新しい路線の開設によりますところの道路、一般車両の交通

量が多くて大変危ない路線等の地区では、地区にお願いすることが非常に困難と思われます。 

 こういった自治区や業者、ボランティアグループ等に作業委託を行っているところがございま

す。現在、恒常的な委託相手といたしましては、自治会や地区のボランティア団体が６団体、道

路の近接会社が１路線、業者への発注路線が３件でございます。臨時的には、街路樹等の剪定等、

造園業者で町が発注を行いながら対応を行っています。 

 また最近では、企業や建設業協会によりますところの地域貢献の一環といたしまして、地域の

住民の方々とそれからもちろん町の職員を含めまして協働で、日ごろ伐採がなかなか手が届かな

い高木の処理等を企業のノウハウと機動力を生かす中で環境美化に取り組んでいる路線が、年に

１ないし２路線ございます。 

 今議員から御指摘がありました。現在、じゃ草刈りで悩んでいる路線は何路線かという御指摘

でございますが、我々が聞いている範囲では、２地区について何とかならんかということをお聞

きしております。 

 以上でございます。 

 失礼しました。年間計画につきましては、通常経常的な管理経費といたしましては、今恒常的

な路線を含めまして、現在行われている団体等に引き続きお願いをしていく所存でございます。 

 以上です。 

○議長（佐野 故雄君）  １０番、佐藤隆信君。 

○議員（１０番 佐藤 隆信君）  じゃ、どれぐらい今現在それができない地域かといったら、

２地区と言ったんですけど、実はそれ以上に私はあると思います。 

 そして、委託、地域の人に委託をしているというふうに言われました。私もそういう形が一番

いいんじゃないかというふうに思うんですよ。確かに、もう７０、８０過ぎた人たちが、例えば

２キロ、３キロの草を切れっていっても、当然切れないというのが、もう本来当たり前なことで

あって、それをそのボランティアだけでやらせようということ自体がどだい無理なことであるわ

けです。 



- 107 - 

 だから、私は、先般、担当課に行って、その計画はどういうふうに具体的に出て、どういう処

置をしよるんかというふうに聞いたんですが、そのときには明らかにはならなかった。だから、

きょうこの場で、どういうふうな地域が何キロぐらいあって、そこにはどういう対策を立ててい

るのかと、年間計画をどれぐらいな予算をつけてしているのかと聞きたいわけですが、それが具

体的にはならなかったんですが、私の提案としては、もうそういう地域がこれから先は多くなっ

てくると思います。減らなくて、ふえるばっかしと、じゃそれに対してどういう対策をやると、

いろいろな対策があるでしょう。でも、手っ取り早いのは、その地域でやれる人がおれば、例え

ば真那井地域で１カ所やっているのを聞いています。そういうふうな形で、その地域の人と相談

をして、その地域の人に一定の有償でやってもらうということが、手っ取り早い、早い対策では

ないかというふうに思います。 

 その点ができるのか。現実やっているわけですから、やる気になればできると思います。それ

が今後とも本当にやれるのかどうか。 

○議長（佐野 故雄君）  都市建設課長、川西求一君。 

○都市建設課長（川西 求一君）  地域の方でやれる方々、例に出ましたけれども、真那井地区で

若い人たちが集まって愛護グループをつくってやろうというところにつきましては、できるだけ

我々もお願いしているところでございます。そういったグループの立ち上げそのものにつきまし

ても、私たちも積極的に働きかけながら、地域の環境美化、それには取り組んでまいりたいと思

います。 

 経常経費といたしまして、非常に管理費が財源的にも少ないと言われがちなんですけれども、

少なくともそういった地域の皆さんと町と一緒になれば、最大の効果を持つような予算組みもで

きるのではなかろうかと思っております。 

 私も、ふるさと選手として地域から呼ばれて、草刈りに呼ばれるわけなんですけれども、地域

として本当は大変というのはもう切々とわかるんですけれども、あるそのコミュニティ、草刈り

をすりゃ半日草刈りをして、半日皆さんで不服を言いながら一杯飲むといったような、そういっ

たコミュニティ的な寄り合いも必要ではなかろうかと思っております。 

 ただ、それに全てを頼るわけにはまいりませんので、今議員が御指摘、御提言がありましたこ

とを十分踏まえながら、今後もこういった公共施設の管理について積極的に取り組んでまいりた

いと思っております。 

○議長（佐野 故雄君）  １０番、佐藤隆信君。 

○議員（１０番 佐藤 隆信君）  今課長が言ったとおりです。確かに、コミュニティ的なところ

があって、地域の人が共同作業をして、そこでお茶を飲んだり、お酒は最近ほとんど車だから飲

まないと思います。そういう話し合いができる場をつくるのは必要です。 
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 でも、どうしても年齢的に高齢化した中で、距離の長いところはできないというところについ

て私が質問しているんであって、それについては、地域の人に一定の有償でお願いするとか、ま

たは、どうしてもできないところは、先ほどもあったようにシルバー人材派遣センターとかいう

ところがあるわけですから、そういうところにお願いをして、地域の人たちから、その何で草を

切らないのかと、こんなにもう道路の半分ぐらい草が打ち合うちょるのになぜ放置しているのか

と、そういうふうに言われないように、日常の町の道路の管理として、ぜひやってもらいたいと

いうふうに思います。 

 次に、これから先、大問題が起ころうと思います。もう現実起こっていると思います。テキサ

ス、日出町のテキサスの日出工場の解雇に対しての日出町の対策についてお聞きします。 

 現在、テキサスの職員の人たちは、自主的にもう退職をしています。私も先日、ある家の人か

ら、子供が２人テキサスに行っている。弟は家のローンが払えないので、早期退職してローンを

払ったと、そして子供がところが大学に行っている、ところが仕事がない、大変です、町は何と

か働くところがないでしょうかと聞かれました。 

 今、全国でも、電機６社が１３万人の大合理化をやろうとしています。町内のこのテキサスは、

世界の大手でもありますが、日出町から撤退をすると、これまで私は撤退をしないように、また

しても、後に会社を持ってくるように、町長に何回もテキサスに行って要望を出すように言って

きました。でも、今の現在では、そういう可能性がだんだんなくなって、社員みずからが事前に

退職をしている状態です。先般、ある日出町の会社の社長さんが、私の会社に１１人もの今度の

テキサスの合理化に遭う人たちが来たという話も聞きました。 

 そういう状態の中で、１４５人の日出町の人がテキサスを去らなければならない状態に陥って

います。町は、これに対してどう具体的に対策を立てているのか。町報を見ますと、相談窓口を

持っているとだけ書いています。その点についての答弁を商工観光課長、お願いします。 

○議長（佐野 故雄君）  商工観光課長、河野晋一君。 

○商工観光課長（河野 晋一君）  佐藤隆信議員の御質問にお答えいたします。 

 日本テキサスインスツルメンツ日出工場は、来年６月に閉鎖ということで決まっております。

ということで、現在、会社において譲渡先を探しているということであります。町としましては、

その推移を見守っているところであります。 

 後工程の閉鎖が来年の３月末でありまして、この時期に間に合わせるためには、ことしじゅう

に譲渡先を決定しなければならないというふうに聞いております。ということで、近いうちに譲

渡先探しの結果について会社のほうから発表があろうかというふうに思っております。 

 もし譲渡先が見つからない場合につきましては、町としましても、従業員の雇用問題について

対応をしていかなければならないというふうに考えております。まずは、会社のほうで社内異動
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や従業員の受け入れ先のあっせんなどを行っていくと思われますが、町としましても、会社、県、

ハローワークなどと連携をとりながら対策をとってまいりたいというふうに考えております。 

 具体的には、相談窓口、またハローワークでの合同就職説明会、再就職セミナーの開催、職業

訓練の実施などが考えられます。また、これまで従業員を受け入れてもよいというような企業か

らの申し出も、町のほうにも少しでありますがありますので、会社へも紹介をしてまいりたいと

いうふうに思っております。 

 それから、従業員が今現在、ことしの１月の時点で５１５名で、今月になってお聞きしました

が、まだ五百何名の方が働いているということで、そんなに多くの方が今現在退職されていると

いうふうには聞いておりません。 

 以上であります。 

○議長（佐野 故雄君）  １０番、佐藤隆信君。 

○議員（１０番 佐藤 隆信君）  私も、今までは会社が譲渡先を探して、ここに新しい会社をつ

くって、今の人がそこで、賃金は安くなるか知らないけど、働くところがきちっとなればいいと

いうふうに思っていました。 

 でも、今ここまで来て、１２月には職員に対して自分の方向を聞くという状況もあるそうです。

そして、その中で、今言ったように、退職はしないけど、次の職場を探しているという人たちも

もうたくさんいます。そうなったら、町が、これだけの１４５人の人たちが日出町で失業したら、

それこそ私は大変だと思います。 

 だったら、ただ町報で窓口があるから来てくださいというようなことでいいのかどうなのか、

もっと、そうじゃなくて、その人たちが町に本気になって頼って、こういうふうに私たちの行く

ところがどっかないかというぐらいなことの引き受ける状態を早くつくらないと、もうだめでし

たよといったときに町が慌ててもしようがないと思います。 

 そのためにも、町は本気になって、もっと対策を、室でもつくって対策をやるべきだというふ

うに私は思いますが、その点はどう思いますか。 

○議長（佐野 故雄君）  商工観光課長、河野晋一君。 

○商工観光課長（河野 晋一君）  今現在は、テキサスの会社のほうの譲渡先探しの状況を見てい

るというふうな状況でありますので、その結果が悪い方向、見つからないというふうなことにな

れば、町としてどういうことができるか真剣に考えて、できる対策を考えてまいりたいと思いま

すし、町だけではどうしても限界がありますので、ハローワーク、県と連携を密にとっていきた

いなというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（佐野 故雄君）  １０番、佐藤隆信君。 
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○議員（１０番 佐藤 隆信君）  私は、今言ったように、町長にちょっとじゃお尋ねします。 

 これだけの人がもし失業したら、日出町で１５４名の人、これだけじゃないと思いますよ。要

するに、テナントに入っている人たちが一緒に行かれてしまうと、大変な失業者が日出町の中に

出るというふうに私はなると思います。その対策をこんな状態でいいのかと私は思うんですよ。

やはりきちっと日出町も、商工観光課の職員だけじゃなくて、対策室をきちっと持って、そして

一人の労働者も本当に路頭に迷わせないというぐらいなことをとる体制をとらないと、これだけ

の人が離職をしたら私は大変だと思います。 

 そういう対策をとる、早急にとる体制をとる覚悟が町長にあるのかどうなのか、お聞きしたい

と思います。 

○議長（佐野 故雄君）  町長、工藤義見君。 

○町長（工藤 義見君）  非常に重たいというか、大変重要な問題であります。 

 結論を申し上げますと、今、会社側から静観しておいてもらいたいと、こういうのが会社から

の和田社長以下幹部の皆さん方の町に対するこの希望であります。したがって、県においても全

く同様であります。そういうふうな対応をいたしております。 

 私どもは、当初６月末現在、ですから７月上旬ぐらいには何とか、日本のみならず世界を相手

にその引き継ぎ先をというふうに言っておりました。そのときの前提は、すばらしい工場である

から、従業員も工場も一体として引き受けてもらう、その対象としていろいろ考えたわけであり

ます。 

 ところが、それがなかなか難しい情勢になって、一朝一夕にはなかなかそう結論が出せない。

すばらしく大きいその事業として引き継ぎだとか、建物の問題、従業員の問題、非常に厳しいと

いうことでありましたので、１０月時点になりましたら、このまま放置して１月を迎え、３月を

迎えるというわけにはいかないと、したがって、従業員の皆さん方に一部始終正確に今後の対応

について説明をすると、また説明をして、今度再就職の問題、あるいは退職の問題、あるいは技

術訓練だとかハローワーク、いろんな問題を含めて、本人の選択を待ちたいと、したがって、年

内はひとつ待機してもらいたいと、これもまたそうであります。 

 したがって、年内まで待っておりますが、近く会社側の皆さん方が、恐らく年末までには日出

町、あるいは県知事に対して説明においでになるだろうと、そういうふうに思っております。 

 仮に、１人４００万円ずつの該当といたしましても、１５０人近くあれば、６億近い所得が年

間消えるわけであります。それに対して、給食の問題とか、メンテをされるいろんな関係、どの

程度どういうかと、なかなかはっきりつかめませんが、それが五百何名てなると大変大きい課題

になってまいります。したがって、単純には申し上げられない。 

 県としても、企業立地、あるいは職業訓練、あるいはその再就職というか、ハローワークの体
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制、そういうものをしっかりとって、一体として日出町と一緒になって対応すると、これが県知

事と県の基本的な考え方であります。 

 ですから、もうちょっと待機したいと思いますが、どうも見通しとしてはやや悲観的な方向に

話が出てまいりました。もう場合によっては、あの工場を撤去、解体するような話が出たり、い

ろんな話が出てくるところにあっては、なかなか難しい状態かなと、そういうふうにあります。 

 せんだっては、ぜひあの工場を見てみたいということで、なかなか工場の中は見せられないと

いうことでありましたけれども、私は会社側に特に電話して、ぜひ見たいと言ってるんだから、

内部の視察をさせてもらいたいということでお願いしましたら、会社が明白になればどうぞとい

うことで案内をしていただきました。 

 なかなかあの内部も、あるいは一般的にも課題が多いんでありますが、私は決して軽易な問題

というふうには思っておりませんが、１つには、このせんだっての９月、６月の議会でも若干そ

の話がありました。土地の問題、町が随分６０年代に工場の増設問題としてかかわったという経

過があります。ですから、そういうことも含めて、あの土地の問題、あるいはグラウンドの問題、

あるいはこの体育館の問題等は、町としての申し入れをさせていただいて、これだけではだめだ

から、正式文書を出すようにと、こういうことで今担当課に言っております。 

 いずれにしても、あの軽々に語れぬなかなか難しい問題がありますが、私どもは、何とかあれ

が工場だけでも引き継いで、何か再利用できる方策が見出せれば、私はありがたいと、そういう

ふうに思っていますが、これもあと半月、１カ月の待機をしたら、来年１月には、今言われるよ

うに、町としても相当の覚悟と体制をもって対応していかなきゃならないだろうと思います。 

 町全般的に見ますと、ここ２年ぐらいの関係では、雇用はふえております。いろんな、ホンダ

太陽がありましたり、それに太陽、いろんな企業があったりしております。そしてまた、せんだ

って、１１月末ぐらいから稼働しています由布合成化学なんかも、希望が十数名しかないと、こ

ういう状況であります。希望、ですから、一体どういうことかなと思ったりもするんであります

が、いろんなものを含めて、どういう方向がいいのかということも含めて、これは軽々に、今の

窓口の中で何とかこの簡単に、この聞き流すということには絶対にならんと、そういうふうに思

って、場合によっては職員を配置して、相談窓口も大きく掲げて、きめ細かな助言をしないとい

けないと思います。 

 私が資料を拝見いたしますと、５０歳未満で約３００人程度おられるということのようであり

ます。そうしますと、５０歳を超えますと企業年金をもらえる方々がだんだん出てくるんであり

ますが、５０歳未満ですと企業年金がいただけないと、こういうことで、あの一時金の問題にな

ってきたりすると思います。それぞれの皆さん方にとっては大変重要な問題ということはもう十

分わかりますが、何せ非力なところがありますので、それでも誠意を持って対処しなきゃいけな
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いと、そういうふうに思いますので、ひとつ今後とも助言をいただきたいと思います。 

 以上であります。 

○議長（佐野 故雄君）  １０番、佐藤隆信君。 

○議員（１０番 佐藤 隆信君）  町長が本気で、そういうこの問題を本気に考えてやるというこ

となんですけど、テキサスが年内待ってくれと言ったというんで、年内は待っておこうというん

だろうと思います。 

 じゃ、年内待って、なかなか明らかにならないという状況だったら、商工観光課任せじゃなく

て、きちっと対策室を持って、配置をして、この人たちの受け入れ体制をとって、相談にきちっ

と乗って、一人も離職をさせないという体制を本当にとれますか、その辺をちょっと聞かせてく

ださい。（「それは議会が特別委員会を設置すりゃいいじゃないか、全員で」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐野 故雄君）  町長、工藤義見君。 

○町長（工藤 義見君）  どの程度、どういうものができるかわかりませんが、誠意を持って、少

なくとも外の皆、テキサスの従業員の皆さん、町民の皆さんあるわけでありますから、そういう

方々が多少目に見えるような対応はしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（佐野 故雄君）  １０番、佐藤隆信君。 

○議員（１０番 佐藤 隆信君）  ぜひ覚悟を持って、当然それは議長さんにも相談をして、議会

も挙げて、この対策には当たらなきゃならないと私は思います。ぜひそういうふうにとってもら

いたいというふうに思います。 

 最後になりましたが、地方交付税廃止について、これはどういうことかというと、今衆議院選

挙が行われています。その中で、日本維新の会が言っているのは、地方交付税をなくして、地方

消費税にかえると言っています。これは、なぜ私が取り上げたかというと、この町について、地

方交付税を本当になくされてしまったら、どういう結果になるのかということを私は危惧をして

います。それで、その点について聞きたいと思います。 

 地方消費税にかえると言っていますが、地方財政は本当にこれでやっていけるのかと思います。

現在、地方消費税は１％です。日出町に来ている金額は２億５千万円ぐらいではないかと思いま

す。仮に、地方交付税は、今は地方消費税です。地方交付税だけで２４億３千万円です。これを

日本維新の会が言っているように、消費税を１１％に引き上げて、地方消費税を５％地方に回す

と言っています。 

 日出町の地方交付税をなくして、地方消費税にかえた場合に、何％ぐらいの入れば、現在の日

出町に来る交付税金額になりますか、お答えを願います。 

○議長（佐野 故雄君）  財政課長、高倉伸介君。 
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○財政課長（高倉 伸介君）  それでは、佐藤隆信議員さんの質問にお答えさせていただきます。 

 現在、消費税率は５％で、うち４％が国で、残り１％が地方分となっております。そのうち

２分の１の０.５％が都道府県に行きまして、残り０.５％が市町村に交付されています。配分は、

国勢調査の人口と事業所統計調査の事業所数により案分されてきております。 

 この現在の案分方法で試算しました結果、２３年度の決算では、地方交付税は２５億２,７７８万

３千円で、地方消費税交付金は２億４,３３３万７千円で、約１０.４倍に当たります。 

 日出町が地方消費税交付金で地方交付税分の収入を得るには、地方消費税のうち市町村への配

分である０.５％を１０.４倍の５.２％にしなければならないと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野 故雄君）  １０番、佐藤隆信君。 

○議員（１０番 佐藤 隆信君）  今の計算からいきますと、０.２％、要するに、ただ、これは

一般地方交付税だけで、特別交付税が別にあると思います。私の出したのには（「入っていま

す」と呼ぶ者あり）入っていますか。ああ、そうですか。いや、私が、あなたのこの出している

文書を見ますと、出したのは、２４億何ぼというのは普通交付税だけで出したんですが、これは

一般、両方入っていますか。（「２３年度の決算で」と呼ぶ者あり）ああ、それですね。いや、

私は２４年度のあれで見たから、そうなった。 

 だから、そうなってくると、０.２％、５.２％だから、０.２％の交付税措置のほうが高いと

いうことになるので、消費税を１１％、それも１１％まで上げないとならないということで、大

変な消費税の高さになるというふうに思います。 

 それでなくても地方は大変なのに、消費税を１１％も上げられたら、それこそ大変だというふ

うに思いまして、こんな乱暴な政策については地方は受け入れないんじゃないかというふうに思

います。（発言する者あり）（「それはおかしいぞ」と呼ぶ者あり）質問だからいいんじゃない

か。（「勝ってからの話を、そんな話というのは」と呼ぶ者あり）いや、何で、質問だからいい

んじゃない。その点で町長の考えを（発言する者あり） 

○議長（佐野 故雄君）  町長、工藤義見君。（「ルール違反じゃ、町長答弁するのはおかしい」

と呼ぶ者あり） 

○町長（工藤 義見君）  結論を申し上げます。そういうことはもうあり得ないと思っています。 

 消費税を上げて、それに代替させると、今の地方交付税制度を改めますと、若干今は７０％ぐ

らいですね。あるいは合併債も含めてでありますが、地方交付税、いろんな制度があります。こ

れを少しでも上がると、全国の市町村、都道府県も非常に行政運営が難航すると思います。 

 消費税上げるのも問題でありますが、地方交付税は、やっぱり地方の財源補填を考えた制度で

ありますので、大きく変えるということは、私はもうほとんど不可能だと、若干中は変更してあ
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たるというとことは可能であっても、交付税制度は、もうなくすということは私はあり得ないん

ではないかなと思っています。 

 以上であります。 

○議員（１０番 佐藤 隆信君）  じゃ、終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（佐野 故雄君）  ２番、池田淳子君。（「議長、時間延長しちょかんでいいんか」「しま

しょうか」「時間延長しちょけ」と呼ぶ者あり）池田さん、ちょっと待って。 

 お知らせします。本日の一般質問が会議終了時間までに終わらなかった場合は、本日の会議時

間を延長します。よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐野 故雄君）  一般質問を続けます。 

○議員（２番 池田 淳子君）  ２番、池田淳子です。通告に従いまして一般質問を行います。 

 このたびの社会保障と税の一体改革のポイントである子ども・子育て３法が、早ければ平成

２７年度に本格的に動き出します。この３法の趣旨は、幼児期の学校教育、保育、地域の子ど

も・子育て支援を総合的に推進することであり、大きく言えば、子どもを安心して産み育てられ

る社会の構築を目指すものであります。 

 国においては、平成２５年４月に「子ども・子育て会議」が設置されます。会議のメンバーと

しては、有識者、地方公共団体、事業主代表、労働者代表、子育て当事者、子育て支援当事者が

想定され、子育て支援の政策決定過程から子育て家庭のニーズがしっかり反映できるような仕組

みになっているようです。 

 各市区町村においては、地方版子ども・子育て会議を設置することを努力義務化としています。

日出町でも、子育て家庭のニーズが反映できるよう、子育て当事者をメンバーとする合議制機関

を来年度から新たに設置することが必要ではないかと考えますが、日出町の見解、また方向性が

決まっていればお伺いいたします。 

 次の質問からは質問席にて行います。 

○議長（佐野 故雄君）  福祉対策課長、原田秀正君。 

○福祉対策課長（原田 秀正君）  池田議員さんの質問にお答えいたします。 

 子ども・子育て支援新制度の移行に向けてということであります。 

 子ども・子育て支援法等、子ども・子育て関連３法が本年の８月１０日に成立いたしまして、

８月２２日に公布されたところであります。社会保障と税の一体改革の中で、消費税増税分の財

源を充当することとしており、平成２７年１０月に消費税が１０％に引き上げられる場合、最速

で平成２７年４月に新制度を本格実施することが想定されております。 
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 これらの法律は、認定こども園制度の改正、認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給

付及び小規模保育等への給付の創設等を行い、質の高い幼児期の学校教育、保育の総合的な提供、

保育の量的拡大確保、地域の子ども・子育て支援の充実を目指すものであります。 

 市町村は、子ども・子育て支援の実施主体としての役割を担いまして、国や県と連携し、地域

の実情に応じた給付等のあり方を設計いたします。 

 御質問のとおり、市町村は市町村子ども子育て支援事業計画の策定、計画策定に向けたニーズ

調査が義務化されております。計画の策定に当たりまして、関係各課の連携を図るとともに、子

育て当事者や関係機関の代表者からなる子ども子育て会議を設置いたしまして、当事者の意見が

反映できるようにしていきたいと考えているところであります。 

 会議の設置時期につきましては、今後示される国の基本指針等を踏まえまして、計画の円滑な

策定に支障のないよう留意していきたいと考えておるところであります。 

 以上であります。 

○議長（佐野 故雄君）  ２番、池田淳子君。 

○議員（２番 池田 淳子君）  今おっしゃられました財源は消費税、税と社会保障と税の一体改

革の中で行われるわけですけども、まず人数を把握して施策を行うことが、やはり国のみならず

地方においても極めて重要なことだと思いますので、従来の子育て関係の合議制機関、例えば児

童福祉審議会のメンバーですとか、どういった方をそういう会に入れるというか、選定する予定

であるか、もし方向性がわかればわかる範囲でお願いいたします。 

○議長（佐野 故雄君）  福祉対策課長、原田秀正君。 

○福祉対策課長（原田 秀正君）  国の指針に示されておりますとおり、子育て支援者等を入れま

して、子育て支援者、または子育て当事者等を入れました会議を持ちまして、組織したいと思っ

ております。 

○議長（佐野 故雄君）  ２番、池田淳子君。 

○議員（２番 池田 淳子君）  例えば、具体的に小学校や中学校の保護者であるとか、そういっ

たことはお答えができますか。 

○議長（佐野 故雄君）  福祉対策課長、原田秀正君。 

○福祉対策課長（原田 秀正君）  今、現段階では、具体的には考えておりませんけども、議員さ

んのおっしゃるとおりいろんな関係団体から組織していきたいと思っておるところであります。 

○議長（佐野 故雄君）  ２番、池田淳子君。 

○議員（２番 池田 淳子君）  では、また具体的に日が近づけば、詳細に決めていただけるかと

思います。 

 今回の子ども子育て支援法の制定によりまして、全ての自治体が事業計画、先ほど課長がおっ
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しゃられましたけども、策定しなければならないとされております。先ほど、平成２７年度から

本格施行に向けて事業計画を平成２６年度半ばまでに策定するためには、平成２５年度予算にお

いて事業計画策定に向けたニーズ調査のための経費を予算計上することが必要だと考えますが、

御見解をお聞かせください。 

○議長（佐野 故雄君）  福祉対策課長、原田秀正君。 

○福祉対策課長（原田 秀正君）  まだ予算、新年度予算につきましては査定中と言いますか要求

中でありますので、決定ではありませんが、平成２５年度に子ども子育て世帯を中心にニーズ調

査を行い、地域のニーズを把握したいと思っていますので、その経費を予算計上したいと計画し

ております。 

○議長（佐野 故雄君）  ２番、池田淳子君。 

○議員（２番 池田 淳子君）  ぜひよろしくお願いいたします。と言いますのも、本当の実態を

つかんでいただくというか、待機児童のお話が先ほどもございましたけど、以前私一般質問をさ

せていただいたときに、待機児童はありませんというお答え、答弁がございました。そこの保育

園じゃなきゃだめだとか、絶対に今すぐ入りたいという方は、確かにゼロなんですけども、あそ

この保育園じゃなきゃ行かない、どこでもいいからとにかく入りたいという方はゼロかもしれま

せんが、ですけども本来そこの保育園に入りたいという方は、実質水面下でいらっしゃるわけで

す。だから、そういった本当のニーズと言いますか、実態をきちんとつかんでいただくためにも、

きめ細やかなそういったニーズ調査を、しっかり予算の範囲内でまたお願いをしたいと思います。 

 次に、新制度への意向に当たりまして、事業計画、また条例の策定など関係部局の連携のもと

で、かなり膨大な準備が必要かと思われます。新たな制度への円滑な意向を目指し、日出町にお

いても速やかに準備組織を立ち上げて対応すべきだと考えますが、いかがでしょうか。 

○議長（佐野 故雄君）  福祉対策課長、原田秀正君。 

○福祉対策課長（原田 秀正君）  本格施行時には、幼保連携型認定こども園に係る認可、指導監

督の一本化、施設型給付を行う支援制度を一元的に管理できる、管轄できる体制を整備する必要

があります。また、それまでには多くの施行準備事務を実施することが予想されまして、準備組

織の設置も含めまして、体制整備を平成２５年度を目途に教育委員会部局をはじめ関係各課と協

議をしていきたいと思っているところであります。 

○議長（佐野 故雄君）  ２番、池田淳子君。 

○議員（２番 池田 淳子君）  ぜひよろしくお願いいたします。 

 また、新たな制度への移行に向けまして、利用者の中には具体的にどのような制度になるんだ

ろうか、また保育料はどうなるんだろうかという不安の声は寄せられております。利用者に対し

て新たな制度についての情報を丁寧に提供するとともに、地域子育て支援拠点などの身近な場所
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で利用者の気軽な相談にも応じられる体制を整えていくことが必要だと考えます。日出町では取

り組む予定、計画はございますでしょうか。 

○議長（佐野 故雄君）  福祉対策課長、原田秀正君。 

○福祉対策課長（原田 秀正君）  新制度につきましては、今後条例の制定等していかなければな

らないと思っております。詳細が決まり次第、周知をしていこうと考えておるところであります。 

 また、計画策定後は、住民に対しまして本計画の周知を図って、子ども子育てに係るサービス

の利用促進に努めていきたいと考えているところであります。 

 以上であります。 

○議長（佐野 故雄君）  ２番、池田淳子君。 

○議員（２番 池田 淳子君）  制度が変わるということで、かなり当事者としましては、なかな

か紙１枚での説明では理解ができにくいと思います。例えば回覧板で回ってきて、それを読んだ

からといってわかるはずもなく、また幼稚園や保育園などで説明を受けても、なかなか難しい部

分があるのではないかと考えますので、できれば相談窓口を設けるなり、徹底的に御説明のでき

る方を養成していただくなりしていただけたらありがたいかと思います。 

 と言いますのも、横浜市では保育コンシェルジュとか、千葉県では子育てコーディネーター、

また名古屋市では保育案内人というような専門的な専属の方を置いて、きちんと対応ができるよ

うに図っているということでございますので、そういった取り組みが、人員的なこともございま

すでしょうけど、それをやっていただければと思います。 

 先ほど関係部局ということでおっしゃっていましたが、実際に担当される課は、教育委員会と、

あとどの課になりますか。 

○議長（佐野 故雄君）  福祉対策課長、原田秀正君。 

○福祉対策課長（原田 秀正君）  今回の法律の本趣旨は、幼保連携型の認定こども園ということ

であります。これは、学校教育と幼児、保育を一体的に考えるということでありますので、教育

委員会とも関係がありますし、うちの福祉対策課とも重要な関係がありますので、今後窓口の一

本化ということもありますので、教育委員会部局で進めていきたいと考えておるところであります。 

○議長（佐野 故雄君）  ２番、池田淳子君。 

○議員（２番 池田 淳子君）  では、しっかり連携をとっていただきまして、円滑な移行にお願

いをしたいと思います。 

 では、次の質問に移ります。 

 不育症についてですが、不妊症という言葉はよく聞かれます。なかなか願っても子供さんを授

からない、不妊症と申しますが、妊娠はするのですけども、おなかの中の赤ちゃんが育たずに流

産・死産を繰りかえるのを不育症という症例がございます。その治療は、患者さんに大きな経済
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的負担が伴います。全国の年間出産数は約１１０万人だそうですが、流産する確率は一般的に

１５％と言われております。約年間２０万件に近い流産が発生しているという計算になります。 

 ２回以上流産し、不育症と見られる方は約６.１％、これは２００９年度の調査でございます

が、この調査では、不育症患者の発生数が毎年３万人から４万人で、全国で約１４０万人の患者

がいると推計されております。恐らく実際はまだたくさんいるのではないかと推測されます。 

 不育症の主な原因と治療法はわかっておりますが、治療をした患者さんの８割近くが出産可能

であると言われております。しかし、治療のための両親の染色体検査、子宮形態検査、ヘパリン

注射などには保険が適用されていないケースが多く、患者の負担は通常の妊娠よりも３０万円以

上多くなると言われております。まさに経済的負担が問題となっております。現在、不妊治療へ

の助成はございますが、不育症も同様、少子化対策にも少しでもつながりますので、早期に助成

ができないかと思っております。日出町の対応をお伺いいたします。 

○議長（佐野 故雄君）  福祉対策課長、原田秀正君。 

○福祉対策課長（原田 秀正君）  御案内のとおり、不育症の検査や治療は保険適用外のものが多

く、高額な医療費がかかると聞いております。日出町では、平成２２年度から不妊治療の医療費

助成を始めておりますけども、少子化が進む中、子供を産む御夫婦の経済的負担を軽くするため

に、不育治療費の一部を助成することの必要性も強く感じております。 

 今後は、日出町全体の子育て支援の中でのバランスのあり方を考慮しつつ、他市町村の助成状

況を見ながら検討してまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（佐野 故雄君）  ２番、池田淳子君。 

○議員（２番 池田 淳子君）  大分県内では、他市町村は竹田市と由布市がやっておられます。

なかなか知られていない現状はございますけども、せっかく妊娠をしたのに悲しくも生まれない

というか、育たないというのが不育症で、この不育症については、周知の徹底がされていないの

ではないかというふうに思います。不育症と知らずにそのままあきらめてしまっている方も、多

分多くいらっしゃるのではないかと思うんですが、日出町には残念ながら産婦人科がございませ

んので、なかなか数字的には掴みにくいかもしれませんけども、不育症に対しての相談があった

りだとか、周知ができることは、窓口を設置していただくことが必要だとは思いますけども、い

かがでしょうか。 

○議長（佐野 故雄君）  福祉対策課長、原田秀正君。 

○福祉対策課長（原田 秀正君）  不育症の周知と相談窓口設置でありますけども、専門的な知識

を要するために、まずは主治医の産婦人科医師に相談することがもちろんでありますけども、現

在、大分県不妊専門相談センターや保健所等、連携を取りながら情報提供や相談窓口の周知を図
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っていきたいと考えております。今のところ、市町村独自の相談窓口ということは考えておりま

せんけども、保健師さん等がその都度対応には応じておるというところであります。 

○議長（佐野 故雄君）  ２番、池田淳子君。 

○議員（２番 池田 淳子君）  不育症というそういった病気、症例があるということを、せめて

知らせていただければと思います。そうすると、該当する、心当たりのある御婦人の方が、病院

にも行ってみようかとか、そういうことで少しでも治療につながり、少子化対策になればという

ふうに思っております。 

 実は、私のことを言っていいのかどうかわかりませんけど、私も結婚して９年目に子どもがで

きました。やっぱりいないよりは子どもがいたほうが家庭も明るいですし、おかげで楽しく子育

てをさせていただいておりますけども、その後、なかなかできにくい体質だとは思っておりまし

たけども、その後も４年後にまた妊娠することができたんですが、やはり流産をしてしまいまし

た。普通妊娠とかをすると、まあ妊娠する、しないも含めてですけど、全て女性に原因があるの

ではないかとか、そういった心に悩みではないですけども、人にも言えずに思っていらっしゃる

方もいらっしゃると思いますので、そういった窓口があれば、そういう相談に乗っていただきな

がら、何とか子どもを産みたい、育てたいという願いが叶えられるのではないかというふうに思

います。 

 私たち公明党としましても、県のほうに毎年予算要望を出させていただいておりまして、県知

事のほうにもこの不育症について県下各自治体に分け隔てなくという意味で、不育症に対する助

成のお願いはしてはありますけれども、日出町といたしましても、まずもって先行、今だったら

まだ先行の分に入ると思いますので、何とか御検討をいただければと思います。 

 これで一般質問を終わります。 

○議長（佐野 故雄君）  これで一般質問を終わります。 

────────────・────・──────────── 

散会の宣告   

○議長（佐野 故雄君）  以上で本日の日程は全部終了しました。本日はこれで散会し、あすは休

会にしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐野 故雄君）  異議なしと認めます。したがって、本日はこれにて散会し、あすは休会

とすることに決定しました。 

 本日はこれで散会します。御苦労さまでした。 

午後４時28分散会 

────────────────────────────── 


